
議案第１号 

 

札幌市学校運営協議会規則案について 

令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

教育長 檜 田 英 樹 

 

札幌市学校運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の５第１項に規定する学校

運営協議会（以下「協議会」という。）の設置、組織、運営等に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（設置等） 

第２条 札幌市教育委員会（以下「教育委員会」という。）における協議会の

設置については、次の各号に掲げる教育委員会の所管に属する学校の区分に

応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 小学校及び中学校 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条

の５第１項ただし書に規定する２以上の学校の運営に関し相互に密接な連

携を図る必要がある場合を定める省令（平成２９年文部科学省令第２３号。

以下「省令」という。）第３号の規定に基づき、２以上の学校について１

の協議会を置く。ただし、困難な事情があると認める場合は、学校ごとに

協議会を置く。 

(2) 前号に掲げる学校以外の学校 学校ごとに協議会を置く。ただし、省令

第３号に掲げる場合には、２以上の学校について１の協議会を置くことが

できる。 

２  教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校（法第４７条の５

第２項第１号に規定する対象学校をいう。以下同じ。）に在籍する生徒、児



【制定内容】札幌市学校運営協議会規則の制定 

 

１ 制定の背景 

  平成 29 年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第１項が改正さ

れ、それまで各教育委員会が任意に設置するものとされていた学校運営協議会について、

各教育委員会に対して設置の努力義務が課された。 

札幌市においては、令和２年２月に「札幌市小中一貫した教育基本方針」を策定し、令

和４年度からは「小中一貫した教育」を市内で全面的に実施しているが、本取組を土台と

して、令和６年度から順次、市内の全校種において学校運営協議会を設置した「コミュニ

ティ・スクール」の導入を推進していくことが適当であると考えたところである。 

このコミュニティ・スクールの導入に当たっては、有識者らによる検討委員会や子ど

も教育委員会会議での意見交換等を踏まえ、札幌らしいコミュニティ・スクールの特徴

として、①子どもの声を学校運営に反映させること及び②「小中一貫した教育」の基本単

位であるパートナー校ごとに学校運営協議会を設置することを二本柱とすることとした。 

ついては、協議会の設置については、法の規定により、教育委員会規則で定めることと

されていることから、必要な事項について定める規則を制定する。 

 

２ 制定の内容 

 (1) 趣旨（第１条） 

   法第第４７条の５の規定に基づき、教育委員会が設置する学校運営協議会（以下「協

議会」という。）に関し必要な事項を定めることをこの規則の趣旨とし、この趣旨に鑑

み、題名を「札幌市学校運営協議会規則」とする。 

(2) 設置等（第２条） 

  小学校及び中学校においては、「小中一貫した教育」の基本単位であるパートナー校

ごとに協議会を置くこととし、その他の学校種においては、学校ごとに協議会を置く

ことを定める。 

(3) 基本的な方針を作成する事項（第３条） 

  法第４７条の５第４項の教育委員会規則で定める事項（法定の教育課程の編成以外

の学校運営に関する基本的な方針の対象となる事項）を定める。 

 (4) 学校運営に関する評価（第４条） 

   協議会は、毎年度１回以上、学校の運営状況について評価を行うことを定める。 

 (5) 組織（第５条） 

   協議会委員の定数について定め、また、教育委員会が委員として任命する者の要件

を定める。 

 (6) 任期（第６条） 

   委員の任期は任命された日からその年度末までとし、また、再任できることを定め

る。 

 (7) 委員の解任（第７条） 

   委員の解任事由及び手続を定める。 

 (8) 守秘義務等（第８条） 

   協議会は、児童・生徒等や教職員などの個人情報を議論することが想定されること

から、委員に在職中及び職を退いた後も守秘義務を課すことを定める。 

 



 (9) 会長及び副会長（第９条） 

   会長及び副会長各１名を委員の互選により選出することを定める。 

 (10) 会議（第１０条） 

   会議の定足数や、議事は出席委員の過半数で決することなどを定める。 

 (11) 会議の公開（第１１条） 

   協議会が公開すべきでないと認める場合を除き、会議を公開することを定める。 

 (12) 分科会等（第１２条） 

   「小中一貫した教育」の基本単位であるパートナー校ごとに設置した協議会のほか、

学校ごとに分科会などの下部組織を置くことができることを定める。 

 (13) 研修（第１３条） 

   教育委員会は委員に対して、必要な研修を行うことを定める。 

 (14) 教育委員会による指導及び助言等（第１４条） 

   教育委員会の協議会に対する指導や助言などについて定める。 

 (15) 庶務（第１５条） 

   協議会の庶務は、学校において行うことを定める。 

 (16) 委任（第１６条） 

   この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める

こととする。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行する。ただし、協議会の委員の任命に係る手続その他協議

会を置くために必要な準備行為は、施行前においても行うことができる。 



童又は幼児の保護者、対象学校の所在する地域の住民、対象学校の校長（園

長を含む。以下同じ。）等の意見を聞くものとする。 

３  教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に

対して通知するものとする。 

（基本的な方針を作成する事項） 

第３条 法第４７条の５第４項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

(1) 対象学校の経営計画に関すること。 

(2) 対象学校の組織の編成に関すること。 

(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項 

（学校運営に関する評価） 

第４条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況について評価を行う

ものとする。 

（組織） 

第５条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。ただし、第２条第１項

の規定により２以上の学校について１の協議会を置く場合で、当該学校の数

が２を超えるときは、１５に、当該学校の数から２を差し引いた数に５を乗

じて得た数を加えて得た数の人数以内をもって組織することができる。 

２ 対象学校の校長は、委員とする。 

３ 前項に定めるもののほか、委員は、法第４７条の５第２項第１号から第３

号までに掲げる者及び次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) その他教育委員会が適当と認める者 

（任期） 

第６条 委員（対象学校の校長を除く。次項及び次条において同じ。）の任期

は、当該委員として任命された日から同日の属する年度の末日までとする。

ただし、再任を妨げない。  



２  委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員の解任） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任す

ることができる。 

(1) 本人から辞任の申出があった場合 

(2) 委員が次条の規定に違反した場合 

(3) その他解任を相当とする事由が認められる場合 

２ 教育委員会は、前項の規定により委員を解任する場合には、当該委員に対

してその理由を示さなければならない。 

（守秘義務等） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

２  委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する

こと。 

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しい支障を及ぼす言動を行うこと。 

（会長及び副会長） 

第９条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

ただし、対象学校の校長は、会長又は副会長になることはできない。 

２  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第１０条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。た

だし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、対象学校



の校長が招集する。 

２  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３  協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４  協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（会議の公開） 

第１１条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開すべきでない

と認める場合は、これを公開しないことができる。 

２  会議を傍聴しようとする者は、原則として傍聴しようとする会議の日の前

日までに会長に申し出なければならない。 

３  傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

（分科会等） 

第１２条 協議会は、その定めるところにより、分科会等の必要な組織を置く

ことができる。 

（研修） 

第１３条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任等につ

いて理解を深めることができる場を提供するため、必要な研修等を行うもの

とする。 

（教育委員会による指導及び助言等） 

第１４条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応

じて指導及び助言を行うものとする。 

２  教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが

できるよう必要な情報提供を行うよう努めなければならない。 

（庶務） 

第１５条 協議会の庶務は、対象学校において行う。 

（委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、



教育長が定める。 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

２ 第５条第３項の規定による協議会の委員の任命に係る手続その他協議会を

置くために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができ

る。 

 

 （理 由） 

本市における学校運営協議会の設置等に関し、必要な事項を定めるため、本

案を提出する。 



関係法令抜粋 

 

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

昭和三十一年法律第百六十二号 

第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごと

に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会

を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必

要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会

を置くことができる。 

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 

一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学

校をいう。以下この条において同じ。）の所在する地域の住民 

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者 

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推

進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

四 その他当該教育委員会が必要と認める者 

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。 

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定

める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければな

らない。 

５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必

要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保

護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資

するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極

的に提供するよう努めるものとする。 

６ 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）について、教育

委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 

７ 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項

について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員

が県費負担教職員（第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその

任用に関する事務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。 

８ 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見

を尊重するものとする。 

９ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生

じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確

保するために必要な措置を講じなければならない。 

１０ 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営

協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。 



 

議案第２号 

 

第２期札幌市教育振興基本計画（案）について 

令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

教育長 檜田 英樹 

 

第２期札幌市教育振興基本計画（案）について、別添のとおりとする。 

 

（理 由） 

第２期札幌市教育振興基本計画（案）について、パブリックコメント及びキ

ッズコメント手続きを経て、別添のとおり確定させるため、本議案を提出する。 



 

 

 

 

 

第２期札幌市教育振興基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期札幌市教育ビジョン 

【令和６年度～15年度（2024 年度～2033 年度）】 

第２期札幌市教育アクションプラン（前期） 

【令和６年度～10年度（2024 年度～2028 年度）】 

 

 

資料１ 

sb90926
タイプライターテキスト
案　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 はじめに 

 

札幌市教育委員会では、教育の目標や方向性を明らかにするとともに、教育に関

する施策を総合的・体系的に進めていくことを目指し、平成 26 年（2014 年）３月に

「札幌市教育振興基本計画」を策定しました。 

計画期間内においては、知・徳・体の調和のとれた育みの充実を図るため、「小中

一貫した教育」や幼保小の連携の推進など、各園・学校段階間の「縦の継続」を重視

して系統性・連続性をもたせるとともに、学校と家庭、地域、そして企業や大学などと

のつながりを大切にし、「横の連携」を強化してきました。また、公立夜間中学の開校

による学び直しの機会の創出、図書・情報館の開館による働く世代の学びの支援等、

教育環境の充実に取り組んでまいりました。 

このたび、「札幌市教育振興基本計画」の期間終了に伴う成果と課題を踏まえ、令

和６年度（2024 年度）からの札幌市の教育における基本理念や目指すべき教育の

方向性を改めて示し、これからの 10 年間の教育に関する施策を総合的・体系的に進

めていくことを目的として、「第２期札幌市教育振興基本計画」を策定しました。 

現在、札幌市では子ども一人一人が「自分が大切にされている」と実感できる学校

づくりに向けて、子どもたちの手でさっぽろっ子宣言「プラスのまほう」を創り上げ、全

ての学校で子どもの思いや願いを大切にした自治的な活動を推進しています。本計

画の策定に当たっても、子どもたちが自ら運営する子ども教育委員会会議を開催し

たほか、１人１台端末を活用して子どもの意見を募集することを通して、たくさんの提

案や感想をいただき、参考にしており、今後とも、子どもの声を生かした教育施策を

推進します。 

本計画においては、子どもを軸とした地域コミュニティを拡げ、地域とともに、子ど

もが多様な人々と協働し、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となって

いける教育を目指し、地域の皆様をはじめ、関係機関、企業などと連携・協働しなが

ら、教育施策のより一層の充実・発展に努めてまいります。 

最後に、本計画の策定に当たり、多くの貴重なご意見をいただきました皆様方に対

し、心から厚く御礼を申し上げます。 

 

令和６年（２０２４年）３月 

札幌市教育委員会 

                                  教育長 檜田 英樹 
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第１章 第２期札幌市教育振興基本計画の策定について 

 
１ 計画の策定について  
   

札幌市では、平成２６年（2014 年）３月に「札幌市教育振興基本計画」を策

定し、市民一人一人が生涯にわたって学び続け、時代の変化に対応できるよう、

発達の各段階の「縦」の接続をより円滑に行って学びに連続性をもたせるとと

もに、学校、地域社会、企業や大学などの「横」の連携を強化し、市民ぐるみ

で支え合う体制をつくることが重要として、幼児期から生涯を通じた一貫した

教育理念に基づき、３つの基本的方向性を掲げ、教育行政を進めてきました。 

この間、「生きる力」を育むための教育活動を推進するとともに、札幌開成

中等教育学校や札幌みなみの杜高等支援学校、公立夜間中学である星友館中学

校の開校、えほん図書館、図書・情報館の開館といった教育環境の充実に注力

してきました。また、園や学校、家庭・地域の連携・協働を強化する取組を推

進するなど、多様な教育施策を展開してきました。 

一方、令和２年（2020 年）２月からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、

日常生活が大きく変わる事態をもたらしました。学校は長期間の休業を余儀な

くされ、学校再開後も感染症対策のために制限された学校生活が続き、子ども

たちが密にならない対策を講じた取組が行われました。感染症拡大当初は、

ICT1の活用が十分といえるものではありませんでしたが、GIGA スクール構想2に

より１人１台端末が整備され、これを契機として、遠隔・オンライン教育が進

展するほか、デジタル機器の機能が活用され、一斉学習や個別学習、協働学習

など様々な場面で、ICT を活用した、リアルとデジタルを融合した学びが充実

するなど、学校教育における学びに変容をもたらしました。また、少子化・人

口減少などの社会課題や、グローバル化の急速な進展など国際情勢が目まぐる

しく変化する中、これからの社会を展望する上で、教育の果たす役割はますま

す重要となってきています。 

 そうした背景があるなか、「札幌市教育振興基本計画」の期間終了を踏まえ、

これまでの取組を振り返り、令和６年度（2024 年度）からの１０年間の札幌市

の教育における基本理念や目指すべき教育の方向性を示し、教育に関する施策

を総合的・体系的に進めていくことを目的として、新たに「第２期札幌市教育

振興基本計画」を策定しました。 
 

２ 計画の位置付け 
 

（１）法的な位置付け 
 教育基本法第１７条第２項に規定されている「地方公共団体における教育の

 
1 ICT：Information and Communication Technology の略。情報や通信に関連する科学技術の総称。 
2 GIGA スクール構想：１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を

必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が

一層確実に育成できる教育環境を実現することを目指した構想。 
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振興のための基本的計画」として策定します。 

 なお、国では、同法第１７条第１項に基づき、今後の教育施策の方向性を示

す「第４期教育振興基本計画」（計画期間：令和５～９年度（2023～2027 年度））

が令和５年（2023 年度）６月に閣議決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）札幌市の各種計画との関係 

札幌市では、札幌市自治基本条例第１７条の規定に基づき、「第２次札幌市

まちづくり戦略ビジョン」（計画期間：令和４～１３年度（2022～2031 年度））

を策定しています。令和４年（2022 年）に市制施行１００周年を迎えた札幌市

における次の新たな１００年の礎となる今後１０年のまちづくりの基本的な指

針となるものであり、札幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置づけら

れる「総合計画」です。また、「子どもたちが健やかに育つ街」さっぽろを目

指して、教育の振興に関する施策を総合的に推進するため、平成２７年（2015

年）１０月に「育む さっぽろっ子 教育の大綱」が策定されました。 

本計画は、これらの「総合計画3」「教育大綱4」のほか、関連する各分野の個

別計画5との整合性に配慮しています。 

 

 

 
3 総合計画：札幌市自治基本条例第１７条に基づき策定する、総合的かつ計画的な行政運営を図るための計画。 
4 教育大綱：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 に基づき、地方公共団体の長が、長と教育

委員会で構成する総合教育会議で協議し、地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や施策の根本となる方針などを定めるもの。 
5 個別計画：総合計画の方向性に沿って策定する、子ども、福祉、スポーツなど各分野における計画。 

【教育基本法（抜粋）】 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要

な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共

団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけ

ればならない。 
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３ 計画の対象範囲 

 

 本計画は、本市の教育行政に係る基本的な計画であり、教育委員会の所管す

る市立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・

特別支援学校（以下「園・学校」という。）の学校教育及び幼児から高齢者ま

での生涯学習の全般を対象範囲としています。 

 なお、本文中、特に明記しない限り、「小学校」には「義務教育学校前期課

程」を、「中学校」には「義務教育学校後期課程」と「中等教育学校前期課程」

を、「高等学校」には「中等教育学校後期課程」を含みます。 

 

４ 計画の構成と計画期間 
 

本計画は、札幌市の教育の今後１０年間を見据えた基本理念等を示す「第２

期札幌市教育ビジョン」と、５年間で取り組む教育施策を示す「第２期札幌市

教育アクションプラン（前期・後期）」で構成しています。令和１１年度以降

については、「第２期札幌市教育アクションプラン（前期）」の成果や課題を検

証するととともに、社会経済情勢や国における教育政策の動向等を踏まえて、

新たに推進すべき教育施策について検討を行い「第２期札幌市教育アクション

プラン（後期）」として改めて策定する予定です。 

 なお、「第２期札幌市教育アクションプラン（後期）」の策定時において、

「第２期札幌市教育ビジョン」についても点検・評価を行い、必要に応じて見

直しを行います。また、本計画の計画期間中においても、新たに対応すべき教

育課題が生じた場合には、計画の見直しを行っていくものとします。 
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第１章 第２期札幌市教育振興基本計画の策定について 

 計画策定の背景・趣旨等、策定に当たっての基本的な考え方を示して

います。 

 

第２章 教育を取り巻く現状と課題 

 教育を取り巻く社会経済情勢、国における教育目標・教育政策の動向

及び札幌市の教育施策の成果と課題を分析・考察しています。 

 

第３章 第２期札幌市教育ビジョン 

 前章を踏まえ、札幌市が目指す人間像と、その人間像を実現するため

に必要な力、教育施策の基本的方向性を明らかにしています。 

 

第４章 第２期札幌市教育アクションプラン（前期） 

第２期札幌市教育ビジョンで示した人間像、その人間像を実現するた

めに必要な力、基本的方向性に沿って、前期５年間で具体的に取り組

む、「施策」及び「事業・取組」を示しています。 

 

第５章 計画の推進と進行管理 

 計画を実行性のあるものとするための推進体制と、進行管理の方法を

示しています。 

 

本計画の構成 

第
２
期
札
幌
市
教
育
振
興
基
本
計
画 

第２期札幌市教育ビジョン 

【計画期間：令和 6～１5 年度】 

第２期札幌市教育アクションプラン 

【計画期間： 

（前期）令和６～10 年度 

（後期）令和 11～15 年度】 
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札幌市の総合計画である第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンでは、目指す

べき都市像として「『ひと』『ゆき』『みどり』の織りなす輝きが、豊かな暮ら

しと新たな価値を創る、持続可能な世界都市・さっぽろ」を掲げ、この都市像

の実現に向けて、まちづくりを進めていく上での３つの重要な概念を定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの概念における教育に関する事業・取組として、ユニバーサル（共

生）では、子どもの多様性を尊重した学びを実践していくことや、多様な教育

的ニーズへの対応等が挙げられます。また、ウエルネス（健康）では、子ども

の健康への意欲や関心を引き出すため、子どもの運動機会・習慣づくりや食育

の推進、人生１００年時代6に対応した学びと社会参加の促進等が挙げられ、ス

マート（快適・先端）では、ICT 機器等の効果的な活用により質の高い教育を

推進することや校務の情報化による効果的な学校運営等が挙げられます。 

 

 
6 人生 100 年時代：ロンドン・ビジネス・スクール教授であるリンダ・グラットン氏が著書「LIFE SHIFT-100 年

時代の人生戦略」（2016）で提唱した言葉。寿命の長寿化により、先進国の平成 19 年（2007 年）生まれの２

人に１人が 103 歳まで生きる時代が到来するとし、100 年間生きることを前提とした人生設計の必要性を論じ

たもの。 

誰もが多様性を尊重し、互いに

手を携え、心豊かにつながるこ

と。また、支える人と支えられる

人という一方向の関係性を超

え、双方向に支え合うこと 

誰もが先端技術などの利点を

享受でき、生活の快適性やま

ちの魅力が高まっていること。

誰もが新たな価値や可能性の

創出に向けて、挑戦できること 

誰もが幸せを感じながら生活

し、生涯現役として活躍できる

こと。身体的・精神的・社会的

に健康であること 

 

ウェルネス（健康） 

ユニバーサル（共生）  

スマート（快適・先端） 

＜まちづくりの重要概念＞ 

 トピックス 
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ビジョン編 
 

 

 

 

 
第２章 教育を取り巻く現状と課題 

 

 １ 教育を取り巻く社会経済情勢 

 ２ 国における教育目標・教育政策の動向 

 ３ 札幌市の教育施策の成果と課題 

 

 

第３章 第２期札幌市教育ビジョン 

 

 １ 札幌市の教育が目指す人間像 

 ２ 基本的方向性 

基本的方向性１ 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの 

推進 

基本的方向性２ 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、生涯にわたり学び 

続ける機会の拡充 

基本的方向性３ 社会の変化に対応した教育環境の充実 
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第２章 教育を取り巻く現状と課題 

 
１ 教育を取り巻く社会経済情勢 

  

（１）人口減少と少子高齢化の進行 

札幌市の人口は、これまで社会増加（転入超過）による人口増加が続いてい

ましたが、自然減少数（出生数が死亡数を下回る）が社会増加数を上回り、人

口減少に転じています。また、６５歳以上の高齢者人口は増加の一途をたどり、

2040 年代にはピークを迎え、総人口の約４割となる見込です。また、１４歳以

下の人口は令和２年度（2020 年度）の約 215,000 人から、４０年後には約

130,000 人にまで減少することが見込まれています。今後、人口減少、少子高

齢化が著しく進展することが見込まれる中、札幌市がこれからも活力あふれる

社会として持続していくため、質の高い教育により一人一人の生産性や創造性

を一段と伸長させていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家族形態・地域社会の変化 

令和２年（2020 年）国勢調査におけ

る札幌市の一般世帯を家族類型別にみ

ると、核家族世帯の割合は、平成２７

年（2015 年）に比べて 53.7％から

51.3％に低下しています。一方、単独

世帯の割合は、40.8％から 43.6％へ上

昇しています。 

また、単独世帯、夫婦のみ世帯とい

った子どもがいない世帯の割合は、

61.9％から 64.8％に上昇し、子どもが

215,386 202,000 185,000 172,000 164,000 156,000 149,000 140,000 130,000

1,208,858 1,186,000 1,149,000 1,095,000 1,017,000 951,000 899,000 853,000 811,000

549,151 580,000 607,000 634,000 670,000

682,000 680,000 667,000 649,00028% 29% 31% 33%
36% 38% 39% 40% 41%

0%
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50%

－

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

令和２年 ７年 12年 17年 22年 27年 32年 37年 42年

札幌市将来推計人口（令和４年推計）

14歳以下 15～64歳 65歳以上

高齢化率 
（65 歳以上人口割合） 人口（人） 

注１ 令和２年国勢調査の確定値（不詳補完値）。   

注２ 百の位で四捨五入をしているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 

＜資料＞ 札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課 
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いる世帯の割合が低下しています。 

こうした家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化等を背景とした

地域社会等のつながりや、支え合いの希薄化によって地域の教育力の低下が指

摘されています。このため、学校・家庭・地域が連携・協働することにより、

地域社会との様々な関わりを通じて、子どもたちが安心して活動できる居場所

づくりや、地域全体で子どもたちを育む学校づくりを推進することが求められ

ています。 

 

（３）社会・経済状況の変化 

Society5.07の実現を目指して AI8や IoT9など技術革新が急速に進む中、近い

将来、労働人口の相当規模が技術的にはAIやロボット等により代替できるよう

になる可能性が指摘されています。一方で、芸術、歴史、哲学など抽象的な概

念を整理・創出するための知識が要求される職業や、他者との協調や、他者の

理解などが求められる職業は、AI やロボットによる代替は難しい傾向にあると

も言われており、新しいものを創り出す力や、他者と協働しチームで問題を解

決するといった能力が今後一層求められることが予測され、新たな技術を使い

こなすだけでなく、変化に柔軟に対応するための資質・能力の育成が求められ

ています。 

また、令和２年（2020 年）１月に国内で感染者が初めて確認された新型コロ

ナウイルス感染症は、その後の世界的な感染拡大により、国際経済の停滞、グ

ローバルな人的交流の減少などに加え、我が国の学校教育にも大きな影響を与

えてきました。札幌市においても、全国に先駆けて令和２年（2020 年）２月下

旬から園・学校において臨時休業措置がとられ、その期間は、各家庭で、子ど

もたちが教科書を参考にしながら学習に取り組むことができるように、教育委

員会ホームページで、動画を含めた学習課題を毎週更新するなど、学びの支援

を行いました。また、学校再開後は、対面形式となるグループワークや一斉に

大きな声で話す活動、体育における組み合ったり接触したりする活動等を見直

し、密集、密接を避けた内容に変更するほか、修学旅行や運動会等の学校行事

の開催方法を工夫するなど、感染症対策を講じた教育活動が実施されました。 

今後は、感染症の拡大や災害等で長期にわたる臨時休業措置が必要な場合で

あっても、安全面に配慮した上で、ICT の活用や活動内容の工夫などにより、

学校教育ならではの協働的な学び合いを大事にしながら教育活動を進め、最大

限子どもたちの健やかな学びを保障することが求められています。 
 

 

 

 
7 Society5.0：内閣府が提唱したサイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシ

ステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。情報社会（Society4.0）に続く新た

な社会。 
8 AI：Artificial Interlligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）の略。人工的にコンピューター上などで

人間と同様の知能を実現させようという試み、あるいはそのための一連の基礎技術。 
9 IoT：Internet of Things（インターネット・オブ・シングス）の略。日本語では一般的に「モノのインターネット」

と呼ばれる。身の回りのあらゆるものがインターネットでつながり、情報のやり取りをする仕組み。 
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２ 国における教育目標・教育政策の動向 

 

（１）第４期教育振興基本計画の策定 

令和５年（2023 年）６月１６日に、第４期教育振興基本計画が閣議決定され

ました。同計画では、教育基本法を普遍的な使命としつつ、新たな時代の要請

を取り入れていく「不易流行」の考え方を基調とし、2040 年以降の社会を見据

えた教育政策の在り方が示されています。 

同計画においては、総括的な基本方針として、「持続可能な社会の創り手の

育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイング10の向上」の２つを掲げ、

その下に５つの基本的方針を定めています。その上で、令和５年度（2023 年度）

から令和９年度（2027 年度）までの５年間における教育政策の目標、基本施策

及び指標を１６項目にわたって示しています。 
 

＜５つの基本的方針＞ 

１ グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

２ 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた 

教育の推進 

３ 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

４ 教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

５ 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 
 

＜今後５年間の教育政策の１６の目標＞ 

１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かな心身の育成 

４ グローバル社会における人材育成 

５ イノベーションを担う人材育成 

６ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

８ 生涯学び、活躍できる環境整備 

９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上 

10  地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進 

11  教育 DX の推進・デジタル人材の育成 

12  指導体制・ICT 環境の整備、教育研究基盤の強化 

13  経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保 

14  NPO・企業・地域団体等との連携・協働 

15  安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒等の安全確保 

16  各ステークホルダー11との対話を通じた計画策定・フォローアップ 

 
10 ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや

人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むものである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地

域、 社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念。 
11 ステークホルダー：「利害関係者」を意味し、ある組織・プロジェクトに関わっている人々や団体のこと。該当する

組織やプロジェクトに対して、投資をしている人、従業員、顧客、サプライヤー、地域住民など対象範囲は多岐に

わたる。 
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（２）学習指導要領の改訂 

社会の変化が激しく、未来の予測が困難な時代の中で、子どもたちには自ら

課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人

生を切り拓いていく力が求められています。こうした中、学校での学びを通じ、

子どもたちがそのような「生きる力」を育むために、学習指導要領が約１０年

ぶりに改訂され、小学校では令和２年度（2020 年度）、中学校では令和３年度

（2021年度）から全面実施、高等学校では令和４年度（2022年度）の入学生か

ら年次進行で実施されています（幼稚園では、平成３０年度（2018 年度）に新

しい幼稚園教育要領が実施されており、特別支援学校は、小・中・高等学校学

習指導要領に合わせて実施されています。）。 

新しい学習指導要領では、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創ると

いう目標を社会と共有しながら、これからの社会を創り出していく子どもたち

に必要な資質・能力が何かを明らかにし、それを学校教育で育成するとともに、

地域と連携・協働しながら目指すべき学校教育を実現する「社会に開かれた教

育課程」が基本的な理念に位置づけられています。 

また、教育課程全体や各教科などの学びを通じて「何ができるようになるの

か」という観点から、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学び

に向かう力、人間性など」の３つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバラ

ンスよく育んでいくことが目指されています。また、これらの資質・能力を育

むために、「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）12」の視点

からの授業改善や、「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、教育

課程を中心に捉えながら、学校教育に関わる様々な取組を組織的かつ計画的に

実施し、教育活動の質の向上につなげていく「カリキュラム・マネジメント13」

などが重要視されています。 

 

（３）こども基本法の施行及びこども家庭庁の創設 

 令和５年（2023 年）４月に、子どもに関する施策を社会全体で総合的かつ強

力に推進していくための包括的な基本法として、「こども基本法」が施行され

ました。「こども基本法」では、次代の社会を担うすべての子どもが、将来に

わたって幸せな生活ができる社会の実現を目指して、６つの基本理念に基づき、

子どもに関する政策を総合的に推進することを目的としています。 

「こども基本法」の施行に合わせて、子どもに関する政策を更に強力に進め

ていくため、常に子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、こ

どもまんなか社会の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織として、こ

ども家庭庁が創設されました。子どもにとって必要不可欠な教育は引き続き文

部科学省の下で充実するとともに、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携す

 
12 主体的・対話的で深い学び：学ぶことに興味・関心をもち、学習活動を見通し、振り返り、課題を解決する「主体

的な学び」、他者との協働から、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」、見方・考え方を働かせ、より深く理

解したり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」の 3 つの要素からなる学びの在り方。 
13 カリキュラム・マネジメント：社会に開かれた教育課程の観点から、「学校教育の効果を常に検証して改善する」

「教師が連携し、複数の教科等の連携を図りながら授業をつくる」「地域と連携し、よりよい学校教育を目指す」

とした３つの側面から、教育活動の質の向上につなげていくことが求められている。 
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ることが目指されています。 

また、こども基本法第１１条では、子どもの成長に対する支援等を主たる目

的とする施策に加え、教育施策など幅広い施策に対し、施策の対象となる子ど

もや子育て当事者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずることを求め

ています。 
 

こども基本法：第３条（基本理念） ※条文を一部抜粋 

１ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとと

もに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

２ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛

され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることそ

の他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律

第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

３ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する

全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確

保されること。 

４ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮されること。 

５ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一

義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支

援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育

環境を確保することによりこどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

６ 家庭や子育てに夢を持ち子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
 

 

（４）教育関連法令改正などの状況 

■学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年６月） 

・学校の各教科等の指導における情報通信技術の活用及び情報教育の充実 

・情報通信技術の特性を生かし、児童生徒の能力、特性に応じた教育の実施 

・児童生徒の個人情報の適正な取り扱い及びサイバーセキュリティの確保 

■新しい時代の初等中等教育の在り方論点取りまとめ（令和元年１２月） 

・ICT や先端技術の効果的な活用 

・義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方 

■公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正 

・公立学校の教育職員について、一年単位の変形労働制の適用（令和３年４ 

月施行） 

・業務量の適切な管理等に関する指針の策定（令和２年４月施行） 

■公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正

（令和３年４月施行） 

・公立小学校の学級編制の標準を４０人から３５人に段階的に引き下げ 

■学校教育法施行規則の改正（令和４年３月） 

・高等学校においても、特別の教育課程を編成して行う日本語指導を実施で

きるよう高等学校学習要領及び特別支援学校高等部学習指導要領を改正 
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３ 札幌市の教育施策の成果と課題 

 

第１期計画においては、札幌市の教育が目指す人間像「自立した札幌人」を

実現するため、３つの基本的方向性を掲げ、１２の基本施策を設定し、学校教

育や生涯学習に係る様々な施策の展開を図ってきました。 
 

自立した札幌人 

未来に向かって 創造的に考え、主体的に行動する人 

心豊かで 自他を尊重し、共に高め合い、支え合う人 

ふるさと札幌を心にもち、国際的な視野で学び続ける人 
 

基本的方向性 基本施策 

１ 

自ら学び、共に生き

る力を培う学びの推

進 

１ 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進 

２ 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進 

３ 
ふるさと札幌のよさを生かした、豊かな創造力を

育む学習活動の推進 

４ 特別支援教育の充実 

５ 生涯にわたる継続的・自発的な学習活動の推進 

６ 一貫性・連続性のある教育活動の充実 

２ 
多様な学びを支える

環境の充実 

１ 安全・安心で豊かな教育環境づくり 

２ 生涯学習を支える環境づくり 

３ 教職員が力を発揮できる環境づくり 

４ 学びのセーフティネットの充実 

５ 教育の情報化の推進 

３ 
市民ぐるみで支え合

う仕組みづくり 
１ 園・学校と家庭、地域が支え合う仕組みづくり 

 

これらの施策の推進にあたっては、「教育委員会事務点検・評価」を活用し、

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行いながら、次年度以降の施策の推進や改

善に反映させてきました。 

以下、札幌市教育アクションプランの基本施策ごとに、「主な取組」「指標の

状況」「成果と課題」をまとめました。 
 

 

 

 

 

 

＜指標の数値の説明＞ 

・当初値： 札幌市教育アクションプラン（後期）策定時の当初値 

・現状値： 令和５年（２０２３年）１０月までに把握した最新値 

・目標値： 札幌市教育アクションプラン（後期）で設定した目標値 
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基本的方向性１ 自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進 
 

基本施策１－１ 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進 

子どもに「学ぶ力」や「健やかな体」などを育むことができるよう、様々な

学習活動において、自ら学ぶ喜びを実感できる取組を推進しました。 

 

《主な取組》 
➣「学ぶ力」育成プログラム14を各学校にて作成・実施し、分かる・できる・楽しい授業

づくりの充実を推進 

➣「さっぽろっ子『学び』のススメ15」「小中一貫したつながりのススメ」「ICT 活用のスス

メ」を活用し、子どもの望ましい生活習慣、環境づくりを推進 

➣札幌開成中等教育学校において、国際バカロレア16のプログラム及びICTを活用した課題

探究的な学習17のモデル研究を推進し、その成果を他の学校に普及・啓発 

➣小学校高学年の算数において「算数にーごープロジェクト18」による課題探究的な学習

を推進 

➣市立幼稚園等において、大学や私立幼稚園等と連携した実践研究に取り組み、その成果

を、札幌市内の幼稚園等に普及・啓発 

➣「健やかな体」育成プログラム19を各学校にて作成・実施し、指導を充実 

➣オリンピック・パラリンピックの理念を基盤として、スポーツへの関心を高め、多様な

人々と共生する気持ちを育む取組を推進 

➣「さっぽろ学校給食フードリサイクル20」などの取組を生かしながら、給食時間及び教

科等を通じ、食に関する効果的な指導を実施 

➣キャリア教育の充実に向けた職業体験や職場体験、出前講座等の取組を推進 

➣ICT 機器等を有効活用した学習や情報モラルに関する学習等の充実に向けた取組を推進 

➣全中学校に学校司書21を配置するとともに、小学校に学校図書館ボランティア22を派遣し、

授業における学校図書館等の活用や全校一斉読書など、各園・学校における取組を推進 

 
14 「学ぶ力」育成プログラム：学校での学びの質を高め、家庭とも一体となって「自ら課題を見付け、自ら学び、自

ら問題を解決する資質や能力等」の「学ぶ力」を育むことを目指した総合的な取組を示した「さっぽろっ子『学ぶ

力』の育成プラン」に基づき作成するプロクラム。 
15 さっぽろっ子「学び」のススメ：学校と家庭が一体となって子どもの学習習慣・運動習慣・生活習慣づくりを支え

る指針。ほかに、さっぽろっ子「学び」のススメの趣旨を踏まえた保護者向け資料として、「小中一貫したつなが

りのススメ」と「ＩＣＴ活用のススメ」がある。 
16 国際バカロレア：国際バカロレア機構が定める、異文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でより良い世界の

実現のために貢献する、探究心、知識、思いやりのある若者の育成などを目的とした国際的な教育プログラム

やその資格の総称。 
17 課題探究的な学習：自らの疑問や課題をもち、主体的に解決する学習 
18 算数にーごープロジェクト：課題探究的な学習の充実の一環として、小学校高学年の算数を対象に 25 人

程度の少人数指導を行うことで、学習への意欲や論理的思考力を高めることをねらうもの。 
19 「健やかな体」育成プログラム：生涯を通じて運動に親しむための基礎を培うとともに、積極的に心身の健康の

保持増進を図る資質や能力の育成を目指した総合的な取組を示した「さっぽろっ子『健やかな体』の育成プラ

ン」に基づき作成するプログラム。 
20 さっぽろ学校給食フードリサイクル：食育・環境教育の一つとして、学校給食の調理くずや食べ残しを堆肥化

し、その堆肥で栽培した作物を、全小・中学校、特別支援学校の学校給食で提供する取組。 
21 学校司書：学校図書館法第６条に規定される、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、学校図書館の利用

の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員。 
22 学校図書館ボランティア：開放図書館が設置されていない小学校に貸出業務や館内装飾の補助をするために

派遣されるボランティア。 
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《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

 コロナ禍において、子どもが挑戦する機会の減少もあったことなどから、子

どもの挑戦の意欲を示す成果指標と夢や目標に対する子どもの意識についての

成果指標は、いずれも当初値に比べ目標値から遠ざかっています。 

これまで、「学ぶ力」育成プログラムを実行し、指導方法の改善を図るなど、

自ら学ぶ喜びを実感できる取組を推進し、学ぶ意欲や課題探究への意識の向上

を目指すなか、コロナ禍においても ICT を効果的に活用するなど、様々な工夫

を講じてきました。 

今後は、自ら課題をもち、互いに考えを伝え合いながら思考・判断し、課題

を解決しようとする意欲を高めるため、課題探究的な学習の推進、授業改善を

さらに推進する必要があります。また、子ども一人一人が自分のよさや可能性

に気付いていけるような生活・学習活動づくり、幼児期からの人間関係づくり、

環境づくりの再構築を図る必要があります。 

１週間の総運動時間が６０分未満の子どもの割合については、休み時間など

における活動内容や人数制限などが余儀なくされ、楽しく思い切り体を動かす

機会が必然的に少なかったことなどから、当初値に比べ目標値から遠ざかって

います。 

これまで、コロナ禍においても運動機会を確保するため、感染予防に配慮し

た上で体育の授業以外にも子どもの運動機会の充実を図るための環境整備を推

進してきました。 

また、調査の結果、運動機会が少ない子どもは「仲間、時間、空間」の三間
23が整えば運動やスポーツを実施したいという実態が明らかになりました。国

 
23 三間：子どものスポーツや外遊びに不可欠な要素である仲間・時間・空間の３つの間のこと。 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の

考え方 

難しいことでも、

失敗を恐れないで

挑戦している子ど

もの割合 

小６ 74.2% 

中３ 68.8% 

高２ 62.9% 

小５ 69.6% 

中２ 62.7% 

高２ 66.3% 

小５ 78.0% 

中２ 72.0% 

高２ 67.0% 

 

学ぶ意欲や、知

識・技能を活用

して問題解決す

ることへの子ど

もの意識を示す

指標 

将来の夢や目標を

もっている子ども

の割合 

小６ 83.2% 

中３ 70.3% 

高２ 72.2% 

小５ 78.6% 

中２ 63.9% 

高２ 72.7% 

小５ 86.0% 

中２ 72.0% 

高２ 76.0% 

 
将来の夢や目標

に対する子ども

の意識を示す指

標 

１週間の総運動時

間が６０分未満の

子どもの割合 

小５男  6.0% 

小５女 11.4% 

中２男 10.5% 

中２女 25.7% 

小５男  6.7% 

小５女 11.3% 

中２男 11.4% 

中２女 23.5% 

小５男  5.0% 
小５女  9.0% 

中２男  8.5% 

中２女 23.0% 

 子どもの１週間

の運動量を示す

指標 

読書が好きな子ど

もの割合 

小６ 77.5% 

中３ 76.4% 

高２ 72.2% 

小５ 76.7% 

中２ 71.3% 

高２ 70.2% 

小５ 79.0% 

中２ 78.0% 

高２ 75.0% 

 
読書への意欲に

関する子どもの

意識を示す指標 

未満 

未満 

未満 

未満 
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が実施する調査結果においては、運動に意欲的で、運動機会が多い子どもほど、

体力・運動能力が高い傾向にあることからも、今後は、特に運動に苦手意識を

もっている子どもが、運動の楽しさや喜びに触れ、意欲的に運動に取り組む機

会の充実を図る必要があります。 

読書に関しては、朝読書の推進、読書ウイークの実施、学校司書の配置等、

様々な取組に力を入れてきました。コロナ禍において学校生活に様々な制限が

生じ、学校図書館が閉館や利用制限を余儀なくされる等の影響があったことも

あり、当初値に比べ目標値から遠ざかっています。しかし、読書が好きな子ど

もの割合は、コロナ禍になる前と比べてほぼ変わりません。 

今後は、学校図書館に加え、１人１台端末も活用しながら様々な読書活動に

取り組み、全ての子どもが生涯にわたって読書に親しみ、豊かな人生や新たな

社会を切り拓いていけるよう、一層の取組が必要です。 

 

 

基本施策１－２ 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進 

子どもが周囲に働きかけつながろうとする態度を身に付けることができるよ

う、様々な学習活動において、周りの環境や他者と共に生きる喜びを実感でき

る取組を推進しました。 

 

《主な取組》 
➣「特別の教科 道徳」の時間を要とした、発達の段階に応じた道徳教育の充実 

➣民族教育や人権教育について、効果的な指導方法等について実践研究を行い、その成果

について普及・啓発 

➣性に関する正しい知識や自他を尊重する態度を育むため、産婦人科医等による専門的な

講義や講演を取り入れた授業等の実践研究及び普及・啓発 

➣子どもが自他の権利の尊重について学び、児童会・生徒会活動に主体的に参加すること

や「ピア・サポート24」の取組などを推進 

➣発達の段階に応じた多様な人々との触れ合いやボランティア活動等の体験的な学習を充

実 

➣障がいのある子どもとない子どもとが日常的に交流する取組を推進 

➣「人間尊重の教育25」を学校教育の重点の「基盤」と位置付け、相互承認の感度を高め

る教育活動を推進 

 

 

 

 

 

 

 
24 ピア・サポート：子どもたち相互の人間関係を豊かにするための学習の場を各学校の実態に応じて設定し、そこ

で得た知識や、スキルをもとに、仲間を思いやり、支えること。 
25 人間尊重の教育：全ての教育活動において基本的人権を尊重するとともに、一人一人が自他の生命を尊び、

互いにかけがえのない人間としての尊厳や個性、多様性を認め合い、あらゆる偏見や差別をなくし、支え励まし

合う温かい人間関係の中で、心豊かにたくましく生きようとする態度を育む教育。 
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《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

コロナ禍において、他者と協力して取り組む活動の機会が減少し、子どもの

自己有用感27が育まれにくい状況等もあったことから、自己肯定感を図る成果

指標と他者へ貢献する価値に関する意識についての成果指標は、いずれも当初

値に比べ目標値から遠ざかりました。 

これまで、自己肯定感や自己有用感の涵養を図るべく「特別の教科 道徳」

が全校で実施され、他者を思いやる心や生命を尊重する心の育成を図る取組が

進められるなか、コロナ禍においても様々な工夫を講じて、可能な限り他者と

の交流や体験活動の機会を創出してきました。令和４年度から「人間尊重の教

育」を札幌市学校教育の重点に位置付け、子どもが互いの個性や多様性を認め

合い、心豊かにしなやかに生きようとする態度を育む取組を推進しています。

その中で、市立小中学校全ての子どもの声を聴き、子どもの手によって「さっ

ぽろっ子宣言～プラスのまほう28」を策定しました。 

今後は、「プラスのまほう」を合言葉に、子どもの自治的な活動を促し、自

己肯定感や自己有用感を高めるなど豊かな人間性や社会性をより一層育む取組

の推進が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 自己肯定感：自分の在り方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情など。 
27 自己有用感：他者との関係の中で、「自分は役に立っている」など、自分の存在を価値あるものと受け止めるこ

とができる感覚 
28 プラスのまほう：Positive（ポジティブ）、Love（ラブ）、Unique（ユニーク）、Smile（スマイル）の頭文字をとっ

て「P」「L」「U」「Ｓ」のプラスとしており、それらの思いを大切にできるよう、札幌のまちに「まほう」をかけるという

意味も加えられた、札幌市内の小中学校に通う子どもたちの共通の合言葉。 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

自分にはよいとこ

ろがあると考えて

いる子どもの割合 

小６ 83.1% 

中３ 79.6% 

高２ 66.3% 

小５  79.5% 

中２  75.8% 

高２  78.7% 

小５  84.0% 

中２ 80.0% 

高２ 70.0% 

 子どもの自己肯定

感26を示す指標 

人の役に立つ人間

になりたいと考え

ている子どもの割

合 

小６ 71.9% 

中３ 68.0% 

高２ 49.3% 

小５  70.1% 

中２  61.5% 

高２  57.2% 

小５ 73.0% 

中２ 70.0% 

高２ 56.0% 

 

他者へ貢献するこ

との価値に関する

子どもの意識を示

す指標 
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基本施策１－３ ふるさと札幌のよさを生かした、豊かな創造力を育む学習活動の 

推進 

子どもが、未来を切り拓く意欲をもちながら、多様な学びから新たな価値を

生み出すことができるよう、札幌の豊かな自然環境・人的環境・文化的環境を

生かした様々な学習活動を通して、ふるさと札幌への思いや願いを心に抱きつ

つ、豊かな創造力を育む取組を推進しました。 

 

《主な取組》 
➣札幌市民憲章をはじめ、札幌の歴史・文化・自然・環境・公共・未来等への理解を深め

る学習を充実 

➣「雪」「環境」「読書」の三つのテーマを中核とした、札幌の自然環境、人的環境、文化

的環境などを生かした学習活動を推進 

➣日本の伝統・文化に触れたり、外国の人々と交流したりするなどの体験的な活動を推進 

➣小学校において、外国語教育コーディネーター29（旧：英語専門教師）を位置付け、外

国語指導の充実を推進 

➣外国語指導助手（ALT）30を増員し、小・中学校における授業回数を増加 

➣「ふるさと札幌」における学び・成長に誇りをもてる教育を、札幌市学校教育の重点の

総括として位置付けながら、教育活動を実施 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

 各教科を通し、札幌の特色や魅力を学ぶ機会を拡充するため、指導資料の普

及啓発を図り、ふるさと札幌に対する理解が進みました。札幌らしい特色ある

学校教育の中核をなす三つのテーマ（「雪」「環境」「読書」）については、大学

教授等の有識者、保護者からの助言も踏まえ、地域や学校の特色を生かした実

践をつながりと発信の視点で研究を行い、その成果を教育委員会ホームページ

等で普及・啓発をしてきました。 

 
29 外国語教育コーディネーター：小学校において、英語教育に関する年間指導計画の作成や、教材の整備、外国

語指導助手（ＡＬＴ）の活用、学校評価等をコーディネートする役割をもつ教員。 
30 外国語指導助手（ＡＬＴ）：Assistant Language Teacher の略。小学校における外国語活動や外国語科の

授業及び中・高等学校における外国語科の授業において、日本人教師の補助を行う外国人。 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

札幌には、好きな

場所やものがある

と答えた子どもの

割合 

小５ 91.3% 

中２ 84.5% 

高２ 78.7% 

小５ 92.1% 

中２ 87.4% 

高２ 80.8% 

小５ 92.0% 

中２ 86.0% 

高２ 84.0% 

 
ふるさと札幌のよさ

を実感している子

どもの割合を示す

指標 

外国の人と交流し

たいと思う子ども

の割合 

小５ 79.9% 

中２ 63.2% 

高２ 64.8% 

小５ 64.7% 

中２ 55.2% 

高２ 61.9% 

小５ 83.0% 

中２ 65.0% 

高２ 69.0% 

 

外国の文化に目を

向け、国際交流へ

向けた意識をもつ

子どもの割合を示

す指標 
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 国際理解教育の推進として、札幌国際プラザ31、大学等と連携し、札幌の姉

妹都市の学校との交流や外国人留学生等との交流、国際交流員による出前授業

の実施など、体験的な活動の機会を創り出し、実践例を紹介するなどして、普

及・啓発に取り組みました。 

結果として、ふるさと札幌のよさを実感している子どもの割合は当初値より

目標値に近づきました。 

今後は、より札幌らしい学校教育における学びや成長を実感し、その過程や

経験に誇りをもって、心豊かにしなやかに歩み続けられるような育みを、さら

に充実させていく必要があります。 

また、「外国の人と交流したいと思う子どもの割合」は、当初値に比べ目標

値から遠ざかりましたが、コロナ禍における入国の減少等を背景として、国際

交流の機会をもつことが難しい状況が影響したことも考えられます。 

今後は、多文化共生社会32を見据え、各校種において、外国語指導助手（ALT）

を活用した「生きた英語に触れる」機会を大切にしながら、外国語教育の充実

を図るとともに、オンラインも活用するなどして国際交流を行うなど、国際性

を育む教育活動の充実が必要です。 

 

 

基本施策１－４ 特別支援教育の充実 

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認

め合える「共生社会」の形成に向けて、障がいのある子どもの自立と社会参加

を目指し、合理的配慮の提供に努めました。また、可能な限り障がいのある子

どもとない子どもとが共に学ぶことができるよう配慮しつつ、一人一人の教育

的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行い、将来の基盤となる「生きる

力」を育む取組を推進しました。 

 

《主な取組》 
➣特別支援教育巡回相談員が、教員に対しサポートを行う取組を実施 

➣特別な教育的支援を必要とする子どもに対して学校生活上の支援を行う「学びのサポー

ター」や、身体的な介助を行う「介助アシスタント」等の外部人材の活用を推進 

➣通級指導教室33の整備・拡充 

➣「幼児教育センター34」及び「研究実践園（市立幼稚園）」において、幼児（２～６歳）

の教育に関する保護者等からの相談に、適時適切に対処 

➣幼児教育支援員（市立幼稚園の教員）が、特別な教育的支援を要する幼児への関わり方

等について、私立幼稚園等からの相談に応じるほか、研修を実施 

➣幼児期と児童期の支援を円滑に接続するため、札幌市内の幼稚園・認定こども園・保育

 
31 札幌国際プラザ：札幌市で開催されるコンベンション事業の推進、国際交流の促進を目的とした団体。 
32 多文化共生社会：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしな

がら社会の構成員として共に生きていく社会。 
33 通級指導教室：障がいによる学習や生活の困難を改善・克服するための指導を行う教室。通級指導は、小学校

及び中学校等の通常の学級に在籍し、大半の授業を通常の学級で受けつつ、障がいによる学習上・生活上の

困難を主体的に改善・克服するために受ける特別の指導。 
34 幼児教育センター：幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研究、幼稚園教諭・保育士等に対する研修機会

の提供や相談業務、幼児教育施設に対する助言、情報提供等を行う地域の拠点。 
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所・小学校の担当者で、特別な教育的支援が必要な幼児の引継を行う「幼保小連絡会」

を実施 

➣教育相談室において、発達の状況や就学等に関する不安や悩みを抱える子どもやその保

護者等からの相談に、適時適切に対処 

➣特別支援学校等を修了した知的障がい者に対して、社会生活によりよく対応できるよう

成人学級を推進 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

特別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の多様な教育的ニーズに応え

ていくため、教員の専門性や経験等を踏まえた研修内容の充実を図るとともに、

特別支援教育コーディネーターを中心とした支援体制の充実に向け、特別支援

教育巡回相談員による個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成と活用に向

けたサポートや特別支援学校のセンター的機能の活用等の取組を行いました。 

各園・学校の特別支援教育の推進に努めてきた結果として、特別な教育的支

援を必要とする子どもの教育支援計画作成についての成果指標は目標値に到達

しています。 

今後も、幼児期の教育相談においては、発達や就学などに関する保護者の不

安を丁寧に聞き取り、適切な支援や情報を共有するなど、関係機関と連携を図

ることが、重要であることから、引き続き子どもたちも保護者も安心して生活

できる環境づくりを進めていく必要があります。 
 

 

基本施策１－５ 生涯にわたる継続的・自発的な学習活動の推進 

市民が生きがいをもち、豊かな人生を送ることができるよう、市民の自発的

な学びや学び合いを支援・促進するとともに、市民が学んだ成果を地域で生か

すことができる機会の創出に取り組みました。また、あらゆる世代が生涯にわ

たって意欲的に学ぶための基礎となる読書活動の支援を進めました。 

 

 

 

 

 
35 個別の教育支援計画：子どもの障がいの状態等に関わる情報を、その子どもに関わる様々な関係者が共有で

きるよう、教育的支援の目標や内容、関係者の役割分担について計画するもの。 

成果指標 
当初値

（2017） 

現状値 

（2021） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

特別な教育的支援

を必要とする子ど

もの個別の教育支

援計画 35を作成し

ている幼稚園、学

校の割合 

74.7% 100% 100% 
 

特別な教育的支援

を必要とする子ど

もの教育支援計画

作成に取り組む幼

稚園、学校の割合

を示す指標 
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 《主な取組》 
➣学んだ成果をまちづくりや経済活動に生かすことができるよう、「さっぽろ市民カレッ

ジ36」において各種講座を充実 

➣青少年山の家において、豊かな自然環境を生かした体験プログラムを実施 

➣図書・情報館において、利用者の多様なニーズに対応できるよう、起業や経済、医療な

ど仕事や暮らしに関する情報提供の充実 

➣図書館において、作家や芸術家などの講演会や、多種多様な分野の図書展示の実施 

➣読書ノート37を活用した「めざせ！こども館長」の実施など、子どもが読書に親しむき

っかけづくりや読書習慣の定着に向けた取組を推進 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

平成１２年(2000 年)に開講した総合的・体系的な学習機会である「さっぽろ

市民カレッジ」は、コロナ禍においても市民の学びの機会の確保に努めてきま

した。市民活動系や産業・ビジネス系の講座など、札幌のまちの活力を高める

ような学習機会を継続的に提供してきた結果、受講者の満足度について目標値

に到達しました。図書館においては、平成２８年（2016 年）に親子で絵本を楽

しめる「えほん図書館」を、平成３０年（2018 年）に課題解決型図書館として

「図書・情報館」をオープンさせ、その他の図書館においても様々なテーマで

魅力的な図書展示や行事を行ってきました。こうした本との出会いの創出に継

続的に取り組んできた結果、市民の図書館の利用満足度についても目標値に到

達しました。 

今後は、人生 100 年時代において、誰もが生涯にわたって学び、その成果を

日々の生活や活動に生かしてくことが重要です。そのため、社会参加の促進や

将来の地域づくりを担う人材の育成に向けて、学び合いにより生まれたネット

ワークを地域の具体的な活動に結び付けていくことや、オンラインの技術を活

用して新たなつながりを拡充していくことが必要です。 

 
36 さっぽろ市民カレッジ：まちづくりや産業の担い手の育成を進めるため、ボランティアや市民活動、まちづくり等

を促進する「市民活動系」と職業能力の向上や産業の育成・活性化を促進する「産業・ビジネス系」を柱に、「文

化・教養系」を加えた学習プログラムを継続的かつ体系的に市民に提供する講座。 
37 読書ノート：「子ども読書チャレンジプロジェクト」の一環として、平成 22 年（2010 年）に開始。読んだ本のタイ

トルや感想を記録することで、読書の楽しさを感じてもらうこと、読書習慣を身につけてもらうことを目的として

実施している。令和２年（2020 年）からは読んだ冊数に応じて記念品をプレゼントする「めざせ！こども館長」

事業を行っている。 

成果指標 当初値 現状値 目標値 傾向 
指標選定の考え

方 

さっぽろ市民カレッ

ジの受講に満足し

ている受講者の割

合 

85.1% 

（2017） 

89.5% 

（2021） 
90.0% 

 講座受講者の満足

度を示す指標 

図書館の利用に満

足している利用者

の割合 

91.4% 

（2018） 

93.8% 

（2022） 
92.0% 

 図書館サービスに

ついての利用者の

満足度を示す指標 
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基本施策１－６ 一貫性・連続性のある教育活動の充実 

子どもの資質・能力を確実に育むため、幼児期からの一貫性・連続性のある

教育活動の充実を進めました。 

 

《主な取組》 
➣幼児期と児童期の教育を円滑に接続するため、「幼保小連携推進協議会」を市・区単位

で開催 

➣幼保小連携モデル園・校事業における実践研究の成果を普及・啓発 

➣小・中学校の学びの連続性を重視した「小中一貫した教育」の実現に向けた実践研究を

行い、その成果を普及・啓発 

➣中高の接続と６年間の学びを意識した教育課程を編成する札幌開成中等教育学校の実践

研究の成果について、他の中学校・高等学校へ普及・啓発 

➣全ての市立小中学校で「小中一貫した教育」を実施 

➣各中学校区にコーディネーターを配置し、「小中一貫した教育」のグランドデザインを

作成 

➣「小中一貫した教育」の更なる推進のため、義務教育学校を開校 

➣校種間の連携を促進することを目的に、校種間の人事交流を推進 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 
 校種間連携の実施率についての成果指標は、学校間、学年・学級間の交流が

困難な時期が続いたため、当初値に比べ目標値から遠ざかりました。 

平成３０年度（2018 年度）からは、小中連携・一貫教育推進事業モデル研究

を始め、全市において「小中一貫した教育」の啓発に取り組みました。令和２

年（2020 年）２月には、９年間の系統性・連続性のある教育を実現し、子ども

の知・徳・体の調和のとれた育ちの一層の充実を図ることを目的とした「札幌

市小中一貫した教育基本方針」を策定しました。令和４年度（2022 年度）から

は、全ての市立小中学校で実施し、教職員同士の連携や、学校・家庭・地域に

おける目指す子ども像の共有などが進められ、コロナ禍においても、体験はで

きなくとも動画や紙面による交流を実施するなど、校種間連携が途絶えないよ

う工夫した取組がなされました。 

今後は、小中一貫した教育を充実させることをはじめ幼保小連携・接続の推

進などにより、知・徳・体の調和のとれた育ちの一層の充実を図る必要があり

ます。 
 

 

 

成果指標 
当初値 

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

子どもが参加する

校種間連携を実施

している学校の割

合 

小学校 99.0% 

中学校 91.7% 

高校   100% 

小学校 54.8% 

中学校 53.6%

高校  91.7% 

小学校  100% 

中学校  100% 

高校   100% 

 
子どもが異校種を

体験する機会を提

供している状況を

示す指標 
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基本的方向性２ 多様な学びを支える環境の充実 

 

基本施策２－１ 安全・安心で豊かな教育環境づくり 

子どもが安心して学ぶことができるよう、安全な学校施設を整備しました。

また、様々な教育活動を支える機能的で豊かな教育環境を整えました。 

 

《主な取組》 
➣様々な事情によって中学校で学ぶことができなかった方の学び直しの場として、北海道

初となる公立夜間中学である星友館中学校を令和４年（2022 年）４月に開校 

➣災害時の避難場所としての機能を考慮した学校施設整備や、バリアフリー化38等の機能

改善など、学校施設の整備を計画的に実施 

➣地域の実情に応じて、公共施設と小学校との複合化を推進 

➣特別支援学級の拡充など、特別な支援を必要とする子どもができるだけ身近な地域で学

ぶことができる環境を整備 

➣医療的ケア39が必要な子どもの支援のため、市立園・学校に看護師を配置 

➣学校図書館の地域開放を推進し、読書を通じた地域の交流の場の機能を強化 

➣安全・安心な給食を提供するために、学校給食食材の細菌検査等の実施、食物アレルギ

ー対応、施設設備の改善及び給食従事者を対象とした研修等を実施 

➣登下校時の見守り活動や危険個所の巡視等を行う「スクールガード40」の活用を推進 

➣学校職員、区職員及び地域住民を対象とした避難場所運営研修を実施 

 

《指標の状況》 

 

 

 
38 バリアフリー化：高齢者や障がい者のある方などが社会生活をしていく上で障壁となるものを除去すること。道

路、建物、交通手段などの物理的な障壁のほか、制度面、文化・情報面や意識面のものを含めた全ての障壁を

なくすことを意味している。なお、こうした障壁が除去された状態をバリアフリーという。 
39 医療的ケア：一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理

等の医行為のこと。 
40 スクールガード：幼稚園・小学校・特別支援学校の校舎付近で、子どもの登下校時の見守り活動や、危険個所

の巡視などを行うボランティア。 

成果指標 
当初値 

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

子どもが自ら身を

守ろうとする態度

や能力を育む安全

教育を実施した学

校の割合 

小学校 100%  

中学校 100% 

高校  100% 

小学校 100%  

中学校 100% 

高校  100% 

小学校 100%  

中学校 100% 

高校  100% 

- 

学校の安全教育の

取組状況を示す指

標 

小中学校における

特別支援学級の整

備率 

小学校 92.6% 

中学校 84.8% 

小学校 97.4% 

中学校 89.9% 

小学校 93.0% 

中学校 85.0% 

 

障がいのある子ど

もが、身近な地域

において障がいの

状態などに応じた

きめ細かな教育を

受けるための環境

整備状況を示す指

標 
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《成果と課題》 

 学校安全計画41に基づき、子どもが危険から自ら身を守ろうとする態度や能

力を育む実践的・実効的な安全教育を全学校にて実施することで、学校安全教

育の取組状況についての成果指標は、目標値に到達しています。また、家庭や

地域等と連携し、登下校時の見守り活動を行ってきました。 

 特別支援学級の整備についての成果指標は、子どもが身近な地域の学校で障

がいの状態などに応じたきめ細かな教育を受けられるよう、保護者からの要望

に基づき、積極的に取組を進めることで、目標値に到達しました。今後も、引

き続き特別支援学級の整備・拡充を進めることが必要です。 

また、医療的ケアが必要な幼児児童生徒の支援のため、希望する全ての市立

園・学校に看護師を配置することによって、保護者の負担軽減を図ることがで

きているため、今後も、医療的ケア児に必要な支援が行き届くよう、体制を維

持していく必要があります。 

 

 

基本施策２－２ 生涯学習を支える環境づくり 

市民が生涯にわたって学び続けることができるよう、生涯学習センター42と

図書館との連携を核として多種多様な学習環境を整備しました。 

 

《主な取組》 
➣絵本専門の図書館として、「えほん図書館」を平成 28年（2016 年）11 月に開館 

➣課題解決型図書館として、「図書・情報館」を平成 30年（2018 年）10 月に開館 

➣「さっぽろ市民カレッジ」において図書館と連携し、図書館の資源を生かした講座を開

催 

➣図書館利用者の利便性向上のため、えほん図書館及び図書・情報館において IC タグ43を

導入 

➣中央図書館電子図書コーナーの設置及び図書・情報館への館内閲覧用タブレットの導入

など、電子書籍の閲覧環境を整備 

➣青少年科学館などの生涯学習関連施設の計画的な学習環境の整備を実施 

 

 

 

 

 
41 学校安全計画：学校保健安全法において規定されている計画。学校においては、児童生徒等の安全の確保を

図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生

活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これ

を実施しなければならない。 
42 生涯学習センター：市民の様々な生涯学習活動を支援することを目的とした施設。436 万人収容可能なホー

ルをはじめ、演劇や音楽の練習スタジオ、図書の閲覧やデジタル映像ソフトの視聴が可能なメディアプラザ、陶

芸室、茶室など、幅広い学習ニーズに対応できる設備と機能がある。 
43 IC タグ：IC チップが搭載された小型のタグ（シール）のことで、電波を利用して非接触で情報のやりとりを行

い、個体を識別する機能がある。図書に貼り付けることで、自動貸出・返却機の利用や蔵書点検作業の短縮等

の活用ができる。 
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《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

 主に生涯学習センターで実施している「さっぽろ市民カレッジ」について、

図書館や区民センターと連携して展開するなど、身近な地域で学びを深めるこ

とができる環境づくりを進めた結果、生涯学習関連施設の利用満足度は、目標

値に到達しました。 

 今後も、市民が身近な地域において学び続けることができるよう、図書館な

どの身近な場で学びを深められる環境づくりを進めます。 

 

 

基本施策２－３ 教職員が力を発揮できる環境づくり 

複雑化・高度化する教育課題に対応するため、教職員の専門的知識・技能を

向上させるとともに、管理職のリーダーシップの下、組織的かつ効果的に教育

活動を展開することができるよう、教職員の採用や人事、研修の工夫・改善に

取り組みました。また、学校教育の成果向上のため、教職員が心身共に健康で

質の高い教育活動を実現できる環境づくりに取り組みました。 

 

《主な取組》 
➣園・学校の管理職を対象に「学校経営の充実」や「危機管理」「法を踏まえた対応」等

をテーマとする研修を実施 

➣教職経験年数に応じた研修において、経験年数が異なる教員同士が学び合うことのでき

る研修を実施 

➣小中学校等の教職員が学校の枠を越えて集い、相互の授業公開を中心とした実践的な研

究「札幌市教育研究推進事業」の推進 

➣教員の働き方改革に資する各学校の優れた取組を他校に広げるために表彰制度を実施 

➣教職員の校務負担軽減を図るため、「校務支援システム44」の活用を推進 

 

 

 

 

 
44 校務支援システム：学校における子どもの情報をデータ化し、成績処理、履修管理、学籍管理、保健管理、学校

徴収金管理、各種名簿の作成、日常生活の把握などの学校業務（校務）を効果的に行うシステム。 

成果指標 当初値 現状値 目標値 傾向 
指標選定の考え

方 

生涯学習関連施設

の利用に満足して

いる利用者の割合 

86.0% 

(2017) 

92.9% 

（2021） 
90.0% 

 施設利用者の満足

度を示す指標 

（再）図書館の利用

に満足している利

用者の割合 

91.4% 

（2018） 

93.8% 

（2022） 
92.0% 

 図書館サービスに

ついての利用者の

満足度を示す指標 
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《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

平成２９年度（2017 年度）に「札幌市が求める教員像」を策定し、札幌市の

教員の基本的な姿を示すとともに、教員の資質の向上を目指し「札幌市教員育

成指標45」を策定し、毎年度、育成指標の見直しを図ってきました。 

令和２年度（2020 年度）以降は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観

点から、動画配信研修も加えて各研修を実施しました。効果的な研修を提供で

きたかどうかを示す成果指標は、当初値に比べ目標値からわずかに遠ざかりま

したが、これは、対面による協議・交流などを通して、具体的な活用のアイデ

ア等を学びたかったという振り返りが反映されたものであると考えます。また、

約 95％の教員が「研修の成果を活用できる」と回答しており、アンケートには、

「繰り返し視聴することができる」などの動画配信研修のよさについて触れた

ものも多くみられました。 

今後は、教職員自身が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、

「主体的な教師の学び」「個別最適な教師の学び」「協働的な教師の学び」とい

った「新たな教師の学びの姿」の実現を目指す必要があります。 

 

 

基本施策２－４ 学びのセーフティネットの充実 

誰もが安心して学び、成長していくことができるよう、いじめや不登校、保

護者の経済状況などに起因する問題の未然防止・早期発見に努めるとともに、

一人一人の状況に応じた支援の充実を図りました。 

 

《主な取組》 
➣いじめの早期発見・対処を図るため、「悩みやいじめに関するアンケート調査」を全市

立学校で実施 

➣支援の必要な子どもを早期に発見し、関係機関をつなぐことができるよう、巡回スクー

ルソーシャルワーカー46が、全市立小学校を定期的に訪問 

➣相談支援パートナー47を活用して、不登校やその心配のある児童生徒に対して、校内の

別室対応や家庭訪問など、きめ細かな支援を充実 

 
45 札幌市教員育成指標：教育公務員特例法第二十三条の三で規定される、校長及び教員としての資質の向上に

関する指標。札幌市教育委員会が任命権者となる市立園・学校の園長、校長及び教員が対象となる。 
46 スクールソーシャルワーカー：教育と福祉の両面に関わる専門的な知識や技術を活用し、学校、家庭、地域の関

係機関をつなぎ、問題を抱えた子どもを取り巻く環境の改善に向けて支援する専門家。 
47 相談支援パートナー：不登校やその心配のある子どもに対し、教職員と協力しながら、登校に向けた支援や別

室での学習支援などを行うボランティア。 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

研修の成果を活用

できると答えた教

職員の割合 

98.9% 95.9% 100% 
 

学校等で活用が期

待される研修が提

供できたかどうか

を示す指標 
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 ➣教育支援センター48の市内６箇所体制により、不登校児童生徒が学校復帰や社会的自立

に向かうことができるよう、一人一人の状況に応じた支援を充実 

➣帰国・外国人児童生徒の日本語の困り等にも対応する「学びの支援総合センター」を設  

 置 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

 積極的にいじめを認知し、早期に対応する教職員の意識は高まってきていま

すが、「学校いじめ防止基本方針」に基づき、校内のいじめ対策組織を機能さ

せ、いじめの防止・早期発見・対処に学校全体で組織的に取り組む体制の充実

に向けて、さらなる啓発を図る必要があります。 

 相談窓口周知カード等を用いて各種相談窓口を周知するとともに、１人１台

端末から相談窓口を紹介するホームページを簡単に閲覧できるようにするなど、

子どもが身近な大人に相談しやすい環境づくりや、相談することの意義につい

ての指導を充実させる取組を進めた結果、自分の悩みを相談できる子どもの割

合は目標値に向かっています。 

 一方、不登校児童生徒の在籍率は当初値に比べ目標値から遠ざかっています。

これは、児童生徒の休養の必要性を明示した「義務教育の段階における普通教

育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透の側面等による

保護者の学校に対する意識の変化も考えられますが、長期化するコロナ禍によ

る生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況が続いたことや、学校生

活において様々な制限がある中で、交友関係を築くことが難しかったことなど、

登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられます。 

今後は、小学校への相談支援パートナーのモデル配置により、保護者と学校

との連携が進むなどの改善が見られたことから、効果検証を引き続き実施して

いきます。また、関係機関との連携により、悩みや困りを抱える子どもの相談

支援体制のさらなる充実を図るとともに、子どもが自分を大切に思う自尊感情

をもち、自他のかけがえのない命を大切にする指導の充実を図る必要がありま

す。 

 

 
48 教育支援センター：学校に通うことの難しい不登校児童生徒の社会的自立へ向けた状況の改善を図るため、

仲間と共に学習や体験活動に取り組む施設。 

成果指標 当初値 現状値 目標値 傾向 
指標選定の考え

方 

いじめなどの不安

や悩みを身近な人

などに相談する子

どもの割合 

小学校 93.9% 

中学校 86.5% 

高校            88.8% 

（2018） 

小学校 94.1% 

中学校 89.4% 

高校             94.1% 

（2022） 

小学校 96.0% 

中学校 90.0% 

高校             90.0% 

 子どもが悩みを相

談できる相手の有

無を示す指標 

不登校児童生徒の

在籍率 

1.76% 

（2017） 

3.18% 

（2021） 
1.6%未満 

 
小中学校の全児童

生徒のうち不登校

児童生徒の割合を

示す指標 
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基本施策２－５ 教育の情報化の推進 

学校において、ICT 機器等の整備を進め、最大限に活用することによって、

教育の質の向上を図りました。 

 

《主な取組》 
➣校内無線 LAN の整備のほか、通信ネットワーク環境を改良 

➣クラウド型の授業支援ソフト及びドリル教材の導入 

➣教職員の校務負担軽減を図るため、「校務支援システム」の活用を推進 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

平成２９年度（2017 年度）から全中学校に「授業用タブレット端末」を段階

的に整備し、大型テレビに投影する等、教職員が日常的にタブレット端末など

の ICT を活用することで「分かる・できる・楽しい授業づくり」をより充実し

てきました。令和２年度（2020 年度）からは学習指導要領の改訂に伴い、プロ

グラミング教育が必修となり、プログラミング的思考の育みにも取り組んでい

ます。 

令和５年度（2023 年度）までに整備が予定されていた GIGA スクール構想に

よる１人１台端末の導入も令和３年度（2021 年度）から進められ、小中学校の

全児童生徒用の端末及び高速大容量の通信ネットワーク環境の一体的な整備が

実施され、コロナ禍においても子どもたちの学びの機会を確保するための ICT

環境を整備しました。 

令和３年（2021 年）３月に「１人１台端末ガイドライン【札幌版】」を作成

するなどし、端末活用を日常化することを目標に、授業等での活用が進みまし

た。また、小中学校におけるタブレット端末の活用事例を収集し、各学校へ周

知することで、教員の ICT 活用指導については目標値に向かっています。 

今後も、GIGA スクール構想により環境整備が急速に進むことから、端末活用

を推進するために、研修の開催や１人１台端末活用のガイドラインを活用し、

より一層の向上を目指すことが必要です。 

 

 

 

 

 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

授業や校務にＩＣＴ

を効果的に活用で

きる教員の割合 

71.6% 81.9% 77.0% 
 

教員がＩＣＴを授

業に効果的に活用

するとともに子ど

もに指導できてい

るかどうかを示す

指標 
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基本的方向性３ 市民ぐるみで支え合う仕組みづくり 
 

基本施策３－１ 園・学校と家庭、地域が支え合う仕組みづくり 

社会全体で子どもの成長を支えるため、地域に開かれた園・学校づくりや、

地域住民・企業・大学等の教育機関がもつ人的資源や技能など、地域の教育力

を生かした学習環境づくりを進めました。 

 

《主な取組》 
➣地域と学校が連携し子どもたちに多様な学びを提供する「サッポロサタデースクール49」

を実施 

➣学校図書館の地域開放校を増やし、地域人材を活用した取組を拡大 

➣「市立高校コンシェルジュ50」が、学校と地域をつなぐコーディネーターとして、学校

や地域の特色を活かしたカリキュラムの策定・実施支援を実施 

➣園・学校において、地域・企業・大学等と連携し、様々な教育活動でボランティアの活

用を推進 

➣市立幼稚園・市立認定こども園において、幼児やその保護者等を対象に、活動体験や子

育てに関する講座などを実施、また預かり保育を通して、保護者との連携を強化 

 

 

《指標の状況》 

 

《成果と課題》 

 教育活動に係る自己評価及び、保護者など学校関係者等による評価の実施と

その結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地

域住民等からの理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携・協力による学校

づくりを進めてきましたが、コロナ禍により保護者や地域の人との連携が難し

い時期が続いたことなどから、地域人材の効果的な活用を示す成果指標は、当

 
49 サッポロサタデースクール：地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組みを整えることを目

的に、地域の多様な経験や技能をもつ人材・企業等の豊かな社会資源を活用した学習支援や地域の伝統文化

体験活動等のプログラムを、土曜日や学校の長期休業中に学校施設等を活用して実施する事業。 
50 市立高校コンシェルジュ：学校が新たな取組を実施するに当たり、外部人材と学校とをつなぐための調整役を

果たしたり、学校の取組の成果を広く市民に情報発信したりする機能をもった組織や人材。 

成果指標 
当初値

（2018） 

現状値 

（2022） 
目標値 傾向 

指標選定の考え

方 

保護者や地域の人

の学校支援ボラン

ティア活動を学校

の教育水準の向上

に効果的に活用し

ている学校の割合 

小学校 91.2%  

中学校 81.8% 

小学校 92.9%  

中学校 75.5% 

小学校 95.0%  

中学校 85.0% 
- 

学校が地域人材等

を教育水準の向上

に効果的に活用で

きているかどうか

を示す指標 

家の人と学校での

出来事について話

をする子どもの割

合 

小６ 78.8% 

中３ 74.8% 

小５ 81.3% 

中２ 76.0% 

小５ 80.0% 

中２ 77.0% 

 家庭でのコミュニ

ケーションの定着

度を示す指標 
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初値に比べ目標値から遠ざかりました。 

 今後は、学校教育に求められるニーズが多様化しており、学校だけで対応し

ていくことは困難な状況になっていることを踏まえ、学校・家庭・地域が連携

して子どもたちを育むことができるような取組を推進していく必要があります。 

また、家庭教育の重要性を発信するとともに、子育てや家庭教育に関する知

識等を学習する機会を提供し、家族間のコミュニケーション増加に繋がるよう

な取組等を行った結果、家の人と学校での出来事について話をする子どもの割

合は、小学生については目標値に到達し、中学生についても目標値に向かって

います。 

今後も、保護者等が安心して子育てや家庭教育を行えるよう、「家庭教育学

級51」や「親育ち応援団52」を実施し、家庭教育の支援を充実させることで、家

庭における教育力の向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 家庭教育学級:家庭における教育力の向上を図ることを目的に、幼稚園、小学校、中学校を単位として、親等が

子どもとの接し方や親としての役割などについて自主的に学習する事業。 
52 親育ち応援団:講演会などを通じて、子育て中の親等を対象に、生活習慣やしつけ等に関する知識や技術習得

などの情報発信や助言等を行う事業。 
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札幌らしい特色ある学校教育のキャラクター 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          ゆっぽろ  ちっきゅん おっほん 

  

札幌の子どもたちが、【雪】【環境】【読書】にかかわる学習に親しみをもっ

て取り組めるよう、平成 22 年（2010 年）に誕生したキャラクターたちです。

札幌平岸高等学校デザインアートコースの生徒にキャラクターデザインを依頼

し、キャラクター名を市立幼稚園、学校の子どもたちから募集しました。 

各種学校行事やイベントに出演し、学習活動の普及促進に向けて幅広く活躍

しています。 

 

ゆっぽろ：雪国札幌を考える【雪】 

札幌の大切な特色の一つであり、「札幌らしさ」を学ぶための

貴重な財産である「雪」を通して、ふるさと札幌への思いを強め、

雪に親しみ、雪と共生しようとする心を培います。 

 

ちっきゅん：未来の札幌を考える【環境】 

「環境首都・札幌」宣言に基づき「さっぽろ地球環境憲章」

を制定した札幌の市民として、四季折々の美しい自然と豊かな

文化を次世代に伝え、地球と札幌のよりよい環境を創造しよう

とする心を培います。 

 

おっほん：学びの基盤となる【読書】 

「読書」により言葉を選び、感性を磨き、表現力を高め、創造

力を豊かにするとともに、「知的好奇心」を膨らませ、一生涯に

わたり学び続けようとする心を培います。 

 

 

 トピックス 
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第３章 第２期札幌市教育ビジョン 
 

１ 札幌市の教育が目指す人間像 
 

教育基本法では、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び

社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して

行わなければならない」と、教育の目的が定められています。 

本計画では、札幌市の教育が目指すべき人格、すなわち、上記の「平和で民

主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な姿」

を簡潔に表現した「札幌市の教育が目指す人間像」を次のとおり掲げます。 
 

 

自立した札幌人 

 

 

いかに時代が変わろうとも、「人格の完成」に向けては、一人の人間として

「自立」することが求められます。 

幼児期に遊びを通して、人や自然と豊かに関わり、自分が誰かの役に立って

いると感じるなど、自己肯定感や自己有用感を育むことが「自立」への第一歩

です。そして、発達の段階に応じて、様々な社会体験を通じ、自らの人生をか

けがえのないものとして受け止め、一人の人間として生きる自覚をもち、未来

に向かって行動することが大切です。 

しかし、この自覚は決して、自分さえよければ、といった利己的な考え方や、

孤立して生きることを求めるものではありません。他者を自分と同じ「自立し

た存在」として尊重し、共に支え合いながら生きていくという「共生」の思い

を併せもつことが不可欠です。そして、「共生」の対象は、身近な家族や地域

の方々はもとより、世代や性別、国籍、文化の違い、障がいの有無などにかか

わらず、同じ時代を生きている世界中の人々、更には、今の社会を築き上げた

先人やまだ見ぬ未来の世代までをも含むものです。 

また、誰もが、様々な課題を自らの問題と考え、互いの個性や多様性を認め

合う寛容さと相互の信頼感のもとで、自己のもつ能力を十分に発揮して積極的

に社会参加し、生きる喜びと幸せを感じることが大切です。 

本計画では、このように、広く、時や空間を超えた他者との「共生」への願

いを込め、「共生」と一体となった幅広い意味をもつ「自立」を「自立した」

と表現しています。 

一方、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」は、不変

なものであるとともに、時代の変化に伴って変わるものでもあり、また、同じ

時代であっても、地域の状況によって左右されるものです。 

現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴である変動性、不確実性、

複雑性、曖昧性の頭文字53をとって「VUCA」の時代とも言われています。新型

 
53 Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性） 
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コロナウイルス感染症拡大の影響や、昨今の国際情勢の不安定化は、まさに予

測困難な時代を象徴する事態であり、こうした状況にいかに対応していくかは、

今後、重要な課題と言えます。 

社会の変化に柔軟に対応しながら、これからの時代を生きるためには、AI で

は代替することのできない豊かな人間性がこれまで以上に必要となります。多

様な人々との関わりのなかで、人間ならではの感性や創造力を発揮し、自他の

よさや可能性を認め、高め合うことを通して、自分の軸とともに対立やジレン

マに対処する強さと柔軟さ、いわば、しなやかさが備わり、自分らしく生きる

ことが可能となります。そして、自分らしく生きていくことが保障され、自ら

の考えを広げ深めながら、新たな考えや価値を創造していき、系統性・連続性

をもった質の高い学びを重ね、一人一人が成長を実感したり、学んだ成果を発

揮したりすることは、個々の夢や希望、生きがいへと結びつき、個人それぞれ

が幸せや豊かさを感じるとともに、地域、社会も豊かさを感じられる、いわゆ

る「ウェルビーイング」を創る原動力となります。 

このような状況を受け止め、先人が知恵と努力で築き上げてきた、この自然

豊かで文化芸術の薫り高いまちを、次世代に良好な形で引き継いでいくには、

様々な変化に柔軟に対応できるよう、知識を覚えるだけではなく、知識をどの

ように生かし、組み合わせていくのかを自分で考え、判断、決定、行動するこ

と、そして、多様な生き方をしてきた人々の意見や考えを踏まえた上で、多面

的・多角的に考察、構想し、構想したことを基に、これまでの自己の生活を振

り返ったり、社会生活に生かそうとしたりして、新たな価値を創造し、主体的

に社会の形成に参画していくことが必要といえます。こうした資質を有する人

間の在り方を「札幌人」と表現し、札幌の豊かな自然や社会、文化の中で学び、

生活した経験をもつ者が、その恵まれた環境の中で育まれる創造力や豊かな心

などの総合的な素養を生かし、自身を理解するとともに、ふるさと札幌におけ

る学びや成長を実感し、その過程や経験に誇りをもつ視点と多様な価値観や文

化を理解、尊重する視点を併せもち、他者と協働しながら持続可能な社会の発

展に向けて行動する人になってほしいという思いが込められています。 
 

 すなわち、「自立した札幌人」とは 

 

・未来に向かって 新たな価値を創造し 主体的に学び続ける人 

 

・自他のよさや可能性を認め合い しなやかに自分らしさを発揮する人 

 

・ふるさと札幌に誇りをもち 持続可能な社会の発展に向けて 行動する人 

 

であることを意味しています。 
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２ 基本的方向性 
 

札幌市の教育が目指す人間像「自立した札幌人」の実現に向けて、社会情勢

の変化や札幌市の教育の現状と課題を踏まえ、今後の教育施策を展開するうえ

で、教育機会と活動の視点、地域連携と学び続ける視点、土台となる環境整備

の視点から３つの基本的方向性を次のとおり、掲げます。 

 

【基本的方向性１】  

 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの推進  

 

 

○一人一人のよさや可能性を生かし、多様性を尊重する態度を育むことで、 

自他の考えを広げ、新たな価値の創出につながる取組を進めます。 

 

様々な情報が溢れ、人と人との関係性が複雑化する社会において、子どもが

自立し成長するためには、自尊感情を醸成し、多様性を尊重する心を養う必要

があります。子ども同士が支え合い、生かし合うといった関わりを通して、自

己肯定感、自己有用感が育まれ、個々の多様な能力の伸長が図られます。 

また、先行きが不透明で、将来の予測が困難な未来を迎えようとしているな

か、こうした社会で生きる子どもたちには、予測される世界を想定し、そこか

ら逆算して対応策を考えるだけでなく、自らが望む未来に向けて、自ら課題を

見出し、その解決を目指す過程で他者と協働しながら複雑化・多様化した社会

の課題解決につなげ、人生、社会をより豊かにするための新たな価値を創り出

していくことが必要です。 

 

○様々な悩みや不安を抱えた子どもの心のケア等、幅広い取組から、学校等が

子どもたちにとって、安心感、充実感が得られる活動の場となるよう支援の

充実を図ります。 

 

社会環境や家庭環境など、子どもたちを取り巻く環境は複雑化するとともに、

不安定さや不確実さが増しており、子どもの心身や人間関係など、多方面に影

響を及ぼしています。学校等が子どもたちにとって、安心感、充実感を得られ

る活動の場となるよう、いじめや児童虐待の未然防止や早期対応、不登校児童

生徒への対応、様々な悩みや不安を抱えた子どもたちの心のケアなど、幅広い

取組が必要です。 
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○一人一人の可能性を最大限に伸ばし、自分らしく豊かな生活を送ることがで

きるよう、それぞれの状況を踏まえ、多様なニーズに対応した教育支援体制

の整備を進めます。 

 

不登校や障がいのある子、日本語指導教育が必要な子など、様々な環境にあ

る子どもが、未来に希望をもち、夢に向かって学ぶことができるためには、教

育活動を通して、一人一人の可能性を最大限に伸ばし、自分らしさを発揮し豊

かな生活を送ることができるよう、それぞれの状況を踏まえ、多様なニーズに

対応した教育機会の確保が必要です。 

 

 

【基本的方向性２】 

 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、生涯にわたり学び続ける機会の拡充 

 

 

○学校・家庭・地域が一体となって地域全体で子どもたちを支援し、関わり合

いのなかで子どもの声を大切にした学校・地域を目指すことで、子どもも大

人も育ち合い、よりよいまちづくりにもつながる活動の充実を図ります。 

 

自然災害や事故・事件、感染症等の健康問題、家庭環境の多様化等、子ども

たちを取り巻く環境は不確実性が高くなっています。そのような状況の下、学

校の運営に当たっては、学校だけで解決できない課題も多く存在しています。

また、幼児教育から各段階に応じた切れ目のない支援を行うためには、教育委

員会や各関係機関だけではなく、学校、家庭、地域の教育に携わる全ての人が、

それぞれの役割と責任を果たしながら、互いに連携協力し、子どもたちを支え

る、まさに、社会総がかりで子どもを育む活動に取り組み、教育課題を解決し

ていくことが必要です。 

これからの時代は、個人が豊かに生き、自立するだけではなく、社会を構成

する人々や組織が互いに協働しながら様々な問題を解決していくことが求めら

れます。そのような時代を担う子どもたちが心豊かでしなやかに成長するため

には、子どもの頃から、社会や人々と関わり、多様な経験をすることが必要で

す。地域には多様な人的・物的資源があり、子どもたちは、地域の人々との日

常的なふれあいや様々な経験を通じて、地域の構成員としての社会性なども身

に付けることができます。また、子どもの声に耳を傾ける学校や地域となるこ

とで、子どもの自己決定、自己実現の場を創出することにつながります。教育

に対する市民の関心と理解を一層深め、学校と家庭、地域が目標を共有し、地

域全体で子どもの学びや育ちを支えることで、保護者や地域住民が学校の諸活

動により積極的に参加できるように取り組み、子どもも大人も育ち合う教育活

動の推進に取り組むことが必要です。 
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○一人一人がより豊かな人生を送ることができるよう、全ての人々が、生涯に

わたり学び続けられる場を充実させるとともに、持続的な地域コミュニティ

の形成に向けて、学んだ成果を生かすことができる機会の拡充を進めます。 

 

全ての人が、生涯にわたり人生を心豊かに過ごすためには、どのライフステ

ージにおいても主体的に学び、学びの成果を社会に生かすことが求められてい

ます。誰もが生涯を通じて知識や必要なスキルを学び、ふるさと札幌における

学びや成長を実感し、その過程や経験に誇りをもち、豊かな人生を送ることが

できるよう、生涯学習センター等の社会教育施設を通じ、子ども、若者、子育

てをする保護者、成人、高齢者といったそれぞれのライフステージに応じた学

びの場を充実させることが必要です。その活動を通して新たな出会いや交流、

活力が生み出され、活動の楽しみがふくらみ、自分が学んだ成果を地域づくり

に生かすなどし、地域社会に還元することで、さらに学ぶ意欲がわき、交流の

輪がより一層広がっていくといった好循環が生まれます。 

こうした全ての人々が、生涯にわたり学び続けられる場を充実させるととも

に、学んだ成果を主体的に地域づくりや市民活動に生かすことができるよう、

社会教育の推進や生涯学習環境の仕組みづくりを進め、持続的な地域コミュニ

ティの形成に向けて、学んだ成果を生かすことができる機会の拡充が必要です。 

 

 

【基本的方向性３】  

社会の変化に対応した教育環境の充実 

 

○デジタル化・グローバル化などの様々な環境変化に対応し、子ども一人一人

の学びを支える教育環境の充実を図ります。 

 

子どもたちの豊かな学びを育む教育活動は、安全・安心な環境が土台となっ

てはじめて成り立ちます。その中で、子どもたちは主体的に学び、他者と協働

しながら、生きる力を培い成長していくことが期待されます。教育が取り巻く

環境の変化を踏まえながら、子どもたちが安心で充実した教育機会を得られる

よう、学校や社会教育施設の向上を図る必要があります。 

デジタル化やグローバル化などの様々な環境変化に対応し、子どもたちが充

実した学びを進めることができるよう、子どもたち一人一人の学びを支える教

育環境の整備や指導体制の構築を進めることが必要です。 

また、教職員が働きがいを感じながら、心身ともに健康で働くことにより、

教育の質を向上させ、子どもが豊かに学び育つことができる学校となります。

そのためには、社会の変化や教職経験を踏まえた教職員の資質向上を図る研修

を進めていくことに加え、教職員が生き生きと子どもたちと向き合うために、

働きやすい職場づくりを目指し、教職員一人一人がその力を十分発揮できる環

境整備を進めることが必要です。 

 

 



- 36 - 
 

○地域における人々の課題解決を支援する学びの場として、生涯学習センター

や図書館等の機能を強化し、生涯にわたる学びを支える環境の充実を図りま

す。 

 

人生１００年時代の到来が予測される社会では、全ての人々が生涯を通じて、

自らの人生を設計し、学び続け、学んだことを生かし、自分らしさを発揮し、

活躍できる環境を整備していくことが不可欠です。市民の価値観やライフスタ

イルの多様化のなか、今後、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め、

働くことや、地域や社会の課題解決のための活動につなげていくことの必要性

が一層高まっていくことが指摘されています。そのためには、地域における

人々の課題解決を支援する学びの場として生涯学習センターや図書館など、身

近な生涯学習施設における市民の主体的な学びを支援する機能を強化し、生涯

にわたる学びを支える環境の整備を進めることが必要です。 
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札幌らしいコミュニティ・スクール 

   

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を置く学校です。学校運営協

議会とは、法律に基づき教育委員会から任命された委員が、一定の権限と責任

を持って、学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関

のことです。 

コミュニティ・スクールの主な３つの機能 

〇校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

〇学校運営について、教育委員会又は校長に述べることができる 

〇教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に 

意見を述べることができる 

 

学校と保護者や地域が目指す子ども像を共有して、一緒に地域の子どもを育

てることを目的に、「学校運営協議会」と「地域学校協働活動」とが両輪とな

り、進めます。 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

札幌市では、「小中一貫した教育」の推進の四つの視点の一

つである「家庭や地域との関わり」の一層の充実を図り、学

校・家庭・地域と一体となって、子どもの育ちを９年間継続し

て支えていきます。 

 また、札幌市の子どもの手によってつくられた「さっぽろっ子宣言『プラ

スのまほう』」の実現を応援していきます。そのためにも、子どもの声を聴き、

子どもの思いの実現に向けて、学校・家庭・地域が一緒になって考えていき

ます。 

 

 トピックス 

学校運営協議会 地域学校協働活動 

必要な取組等を熟議※する場 学校運営協議会で熟議された

必要な取組等を形にする活動 

地域と学校が相互にパートナー

として連携・協働して行う様々

な活動 

（例）放課後学習支援 

   職場体験活動 等 

学校 

地域 保護者 
連携・協働 

※熟議：多くの当事者による「熟慮」と「議論」を 

重ねながら課題解決をめざす対話 
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アクションプラン編 
 

 

 

 

 

 

第４章 第２期札幌市教育アクションプラン（前期） 

 

 １ 基本施策 

基本的方向性１ 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの 

推進 

基本的方向性２ 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、生涯にわたり学び 

続ける機会の拡充 

基本的方向性３ 社会の変化に対応した教育環境の充実 

 

 ２ 第１期計画の振り返りを踏まえた重点項目 

   重点１ 共生社会を担う力の育成 

   重点２ 誰一人取り残されない教育の推進 

   重点３ 生涯にわたる健やかな体の育成 

 

 ３ 全体像 

 

第５章 計画の推進と進行管理 

 

 １ 進行管理 

 ２ 市民及び関係機関等との連携・協働 

 ３ 成果指標一覧 
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第４章 第２期札幌市教育アクションプラン（前期） 
 

 本章では、ビジョンで掲げた「札幌市の教育が目指す人間像」の実現に向け

掲げた３つの「基本的方向性」に基づき、以下のとおり、今後５年間で取り組

む 1２の教育施策と施策横断的に取り組む３つの重点項目からなるアクション

プランを設定し、主な事業・取組を示しています。 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

１ 基本施策  

 

基本的方向性１ 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの推進 
 

施策１－１ 主体的に考え行動する力を育む教育活動の推進 
 

夢を描き、実現しようとする意欲や、地域や社会の課題に対して解決に向か

う意識等が醸成されるよう、主体的に考え行動する力を育む教育活動を推進

します。 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

自分の目標をもって生活している子どもの割合 － ８０％ 

疑問や課題を解決するために、自分で方法を考え

るようにしている子どもの割合 
７８．１％ ８５％ 

＜主な事業・取組＞ 

 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 

「さっぽろっ子『学ぶ

力』の育成プラン」の

推進 

【重点１】 

「分かる・できる・楽しい授業」づくりに向け、各学校

において、市全体の共通指標（子どもの自己評価）を含

めた各種調査等の結果やこれまでの取組の成果や課題を

分析し、「『学ぶ力』育成プログラム」を作成・実行し、

検証改善サイクルの確立を図ります。あわせて、家庭や

地域と一体となった取組を促進するために情報発信を充

実させることを含め、これらの総合的な取組を「さっぽ

ろっ子『学ぶ力』の育成プラン」として位置付け、実行

します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
「札幌市教育研究推進

事業」の推進 

札幌市内の小・中学校等の教職員が学校や経験年数の枠

を越えて集い、教職員相互の授業公開等を中心とした実

践的な協働研究活動を通じ、それぞれの資質の向上に努

め、子どもの「学ぶ力」の育成を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
「さっぽろっ子『健や

かな体』の育成プラ

ン」の推進【重点３】 

子どもの体力・運動能力を向上させるために、主に運動

が苦手（嫌い）な子どもを対象とした取組の一層の充実

を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
算数学び「beyond」プ

ロジェクト事業 

課題探究的な学習の充実の一環として、算数を窓口に学

びのその先を考えたモデルをつくり、札幌市全体で子ど

も一人一人の主体性を大切にした多様な学びを実現して

いくことで、学習への意欲や論理的思考力を高めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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５ 
外国語教育の推進 

【重点１】 

札幌市英語教育改善プランに基づき、子どもが主体的に

外国語を用いてコミュニケーションを図る資質・能力を

育成します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
外国語指導助手（ALT）

活用事業 

外国語教育における児童生徒のコミュニケーション能力

の育成と国際理解教育の一層の充実を図るため、市立

小・中学校などに配置する外国語指導助手（ALT）の人

数及び配置時間を増加します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
進路探究学習（キャリ

ア教育）推進事業 

中学校における進路探究学習（キャリア教育）を推進す

るため、民間企業等と連携し、様々な職業体験や出前講

座等を実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
市立高等学校における

進路探究学習の充実 

今後の高校生活や将来の夢を生徒同士が語り合うなど

し、自分らしい生き方を考えるきっかけづくりの機会と

して「進路探究セミナー」を実施します。また、自分の

可能性を広げていけるよう大学の授業体験や、課題探究

的な活動と組み合わせたキャリア探究の機会を充実させ

ます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 中高接続の推進 

中高の接続と６年間を見通した系統性・連続性のある教

育を実践します。円滑な実施を推進するために、中高一

貫した教育課程を編成している札幌開成中等教育学校に

おける実践や新川地区の小中高の連携実践を他の中学

校・高等学校に普及・啓発をするとともに、中学生と高

校生が交流できる機会を創ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

10 
課題探究的な学習モデ

ル推進事業 

【重点１】 

札幌開成中等教育学校における、国際バカロレア及び

ICT を活用した「課題探究的な学習モデル」をより一層

発展させます。また、その成果を、他の市立学校と共有

することで、全市立学校における「課題探究的な学習」

の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

11 
幼児教育の充実へ向け

た市立幼稚園等におけ

る実践研究の推進 

社会情勢の変化や今日的な課題に対応した実践研究を市

立幼稚園等が行い、その成果を市内幼児教育施設や保護

者、市民と共有することで、子どもたちが質の高い教育

を受けることができるようにします。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

12 
幼保小連携・接続の推

進 

【重点１】 

主体的な遊びを通して学ぶ幼児期の教育活動から小学校

以降の教育活動へ円滑に接続し、子どもたちが自己を発

揮しながら学びに向かうことができるように、幼保小連

携・接続の取組を一層推進していきます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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施策１－２ 豊かな人間性や社会性を育む教育活動の推進 

 

しなやかさを育み、自分らしさを大切にするために、他者との関わりの中で、

自他の尊重を基盤とし、豊かな人間性や社会性を育む教育活動を推進します。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

自分にはよいところがあると考えている子どもの

割合 
７７．８％ ９０％ 

自分が必要とされていると感じている子どもの割

合 
６１．６％ ８０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 

 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
「人間尊重の教育」推

進事業 

【重点１】 

「学習活動づくり」「人間関係づくり」「環境づくり」を

相互に関連させ、子ども一人一人が「自分が大切にされ

ている」と実感できる学校づくりを推進し、人間尊重の

意識の醸成を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 国際理解教育の推進 

多文化共生社会を見据え、我が国の伝統と文化を大切に

し、世界の人々の多様な生活や文化を理解し尊重する態

度を養うとともに、世界の平和に貢献し、国際社会で信

頼と尊敬を得るにふさわしい資質を育成する国際理解教

育を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 道徳教育の推進 

子どもが互いを尊重し、支え合いながらよりよく生きよ

うとする態度を育むとともに、｢他者を思いやる心｣、

｢生命を尊重する心｣、｢自然や美しいものに感動する心｣

等の豊かな心の育成を図るために、｢特別の教科 道徳｣

を要として道徳教育を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 性に関する指導の充実 

性に関する正しい知識や生命を尊重する態度等を育むた

め、産婦人科医師及び助産師を学校へ派遣する事業を実

施するとともに、各学校において指導計画等を検証及び

改善し、性に関する指導の充実を促す取組を推進しま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
交流及び共同学習の充

実 

特別支援学校に在籍する子どもが居住する地域の小・中

学校の子どもとふれ合い、学び合うことを支援する地域

学習を推進するとともに、特別支援学級を設置する小・

中学校等において、障がいのある子どもと障がいのない

子どもが共に学ぶ機会の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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６ 
読書チャレンジ・子ど

もの読書活動推進事業 

子どもが読書の楽しさ、大切さを知る機会をつくるた

め、子どもの発達の段階に応じたイベント等を開催し、

子どもの読書活動の普及啓発とともに、学びのきっかけ

や文化等の体験機会の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
 

野外教育総合推進事業 

新規 

生活に課題や不安を抱える子どもに日常とは異なる環境

の中で体験活動の機会を提供し、自己肯定感や達成感等

を育むとともに、野外教育を支える人材を養成し、体験

活動の質の向上や新たな機会を創出します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
子どもを共感的に理解

するための教員研修の

充実 

いじめ・自殺予防等子どもの心に寄り添い対応する力を

高めるため、教職員がゲートキーパー54としての資質・

能力を身に付けることができるよう、子どもの心情や行

動・言動等を共感的に理解するための研修等の充実を図

ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

施策１－３ 多様な教育的ニーズに応じた教育の充実 

 

様々な環境にある一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援

を行い、可能性を最大限に伸ばし、豊かな生活を送ることができるよう、教

育内容の充実を図ります。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要と

する子どものうち、個別の教育支援計画を支援に

生かすことのできた子どもの割合 

４３．３％ ８０％ 

学びのサポーターとの連携等により、支援の充実

を図ることのできた学校の割合 
９２．０％ １００％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 

通常の学級等における

子どもの支援体制の充

実 

【重点２】 

通常の学級において特別な教育的支援を必要とする児童生

徒が在籍する学校に、学びのサポーターを配置し、当該児童

生徒に対する校内支援体制を整備します。また、肢体不自由

のある児童生徒で、移動介助等を必要とする児童生徒が在

籍する学校に、介助アシスタントを配置し、当該児童生徒に

対する校内支援体制を整備します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 
54 ゲートキーパー：悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ見守る人。 
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２ 
通級による指導・特別

支援学級・特別支援学

校の教育内容の充実 

通級による指導、特別支援学級及び特別支援学校において、

子ども一人一人の障がいの状態に応じた専門的な教育の一

層の充実を図ります。また、特別支援学校のセンター的機能

を効果的に発揮するために、特別支援学校の教職員の専門

性の向上を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
特別支援教育に関する

校内支援体制の充実 

【重点２】 

特別な教育的支援を必要とする子どもに適切な支援が行わ

れるよう、各学校に対し、特別支援学校のセンター的機能に

より助言や援助を行うほか、特別支援教育巡回相談員が訪

問して「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成や

活用、見直しのサポートを行うことなどから、学校における支

援体制の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
特別支援教育に関する

私立幼稚園等への支援 

幼児教育支援員が、私立幼稚園等を訪問し、特別な教育的

支援を必要とする幼児への関わりや「個別の教育支援計画」

の活用方法について私立幼稚園等の教諭等からの相談に応

じるほか、特別支援教育に関する研修を実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
医療的ケア児への支援

体制推進事業 

市立学校に在籍する医療的ケア児の安心安全な学校生活を

確保するため、支援が必要な全ての学校に看護師を配置しま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
市立高等支援学校にお

ける就労支援体制の充

実 

市立高等支援学校の生徒の特性や希望に応じた企業就労等

及び職場定着を促進するため、市立高等支援学校２校が連

携した就労支援に係る教育を実施します。また、就労支援コ

ーディネーターや民間企業、障がい者就業・生活相談支援事

業所等と連携した就労支援の取組を進めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
特別支援学級・通級指

導教室整備事業 

特別支援学級及び通級指導教室で学ぶ児童生徒が、できる

限り身近な地域で学べる環境を整えるため、特別支援学級

及び通級指導教室の整備・拡充を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
帰国・外国人児童生徒

教育支援事業 

【重点２】 

日本語指導等が必要な帰国・外国人児童生徒が学校生活等

に円滑に適応できるよう、個々の状況に応じた支援の充実を

図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 
市立札幌大通高等学校

における支援の充実 

市立札幌大通高等学校において、不登校経験や発達上の課

題等を抱える生徒に対し、企業や関係団体等と連携による外

部支援者の協力のもと、学習支援や就労支援、母語支援など

個別のニーズに応じた支援を充実させます。また、札幌市を

はじめ、「地域社会」で活動している人材・団体等の協力のも

と、地域活動への参加などを通じて、生徒の自立性や社会性

を育みます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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10 公立夜間中学運営事業 

様々な事情により、学校に行かないまま中学を卒業した方や

小・中学校での就学機会が得られなかった方などに対し、学

びの場を提供します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

施策１－４ 誰もが安心して学びに向かうことができる支援の充実 

 

いじめや不登校などの未然防止、早期発見のために、積極的な生徒指導を実

施していくとともに、教育相談支援体制の充実や教育に係る経済的負担を軽

減するための支援を進めます。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

「自分が安心して学ぶことができている」と考え

ている子どもの割合 
－ １００％ 

先生や家族以外にも相談できる大人がいると考え

ている子どもの割合 
－ ９０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 

不登校児童生徒のため

の新たな学びの場整備

事業 

新規 【重点２】 

学校との相談や教育センター（学びの支援総合センター）での

相談を受け止め、不登校児童生徒の困りに応じた支援の一

つとして、学校以外の学びの場で人と関わりながら、自主学

習や小集団による体験的な活動を行うための教育支援センタ

ーの機能を拡充し、子ども一人一人の状況改善や社会的自

立へ向けた支援を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
相談支援パートナー事

業【重点２】 

不登校やその心配のある子どもに対し、一人一人の状況に応

じたきめ細かな支援を行うために、小・中学校に相談支援パ

ートナーを配置するなど、不登校の未然防止や状況改善、早

期対応の充実に向けた取組を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
子どもに関わる相談体

制の充実 

問題を早期に発見するため、子どもや保護者が、いじめや人

間関係、学習等に関する悩みを、２４時間いつでも相談できる

相談窓口を整備します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
地域での幼児教育相

談・支援体制の推進事

業 

幼児の発達・教育など子育てに関する悩みを抱える保護者を

対象として、幼児教育センターと研究実践園（市立幼稚園・認

定こども園）において教育相談を実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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５ 
特別支援教育地域相談

推進事業 

教育センター教育相談室（学びの支援総合センター）におい

て、発達の困りや不登校、日本語習得への困難さ等のある子

どもの保護者からの相談や就学相談に係る業務に迅速かつ

丁寧に対応できるように、特別支援教育に係る相談体制の充

実に向けた取組を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
いじめの防止等のため

の対策の推進 

【重点２】 

子どもがいじめをしない態度や力を身に付けることができる

よういじめの未然防止教育を進めるとともに、学校と家庭、地

域、関係機関が連携し、いじめの早期発見・対処について取

組の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
命を大切にする指導・

取組の推進 

教職員が、一人一人の子どもの心身の変化の把握に努め、不

安や悩みに寄り添って教育相談を行うほか、ＳＯＳの出し方教

育などの自殺予防教育の推進や、関係機関等と連携した児

童生徒の自殺予防に向けた取組の徹底を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
スクールカウンセラー

活用事業 

【重点２】 

いじめや不登校などの不安や悩みを抱えている児童生徒や

その保護者からの相談に対し、スクールカウンセラーによる専

門的な支援を充実します。また、スクールカウンセラーが児童

生徒への関わり方などについて教職員に助言等をすること

で、各校の相談対応力の向上を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 
スクールソーシャルワ

ーカー活用事業 

【重点２】 

いじめや不登校、児童虐待、子どもの貧困、ヤングケアラーな

ど、様々な問題を抱える児童生徒を取り巻く環境（家庭、学校

等）に働きかけたり、関係機関等と連携するなどして問題解決

にあたるスクールソーシャルワーカーによる支援を充実させま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

10 
義務教育児童生徒遠距

離通学定期料金助成事

業 

通学区域設定等の関係から、やむを得ず交通機関によって

通学している小・中学生の保護者の経済的な負担を軽減する

ため、通学に係る定期料金を全額助成します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

11 
札幌市高等学校等生徒

通学交通費助成事業 

札幌市内に居住し、公共交通機関を利用して石狩管内の高

等学校等に通う生徒に、通学に要する交通費のうち基準額を

超える額の 1/2 を助成します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

12 
経済的支援を必要とす

る家庭への就学援助 

経済的な理由により就学が困難な小・中学生がいる保護者

に、学用品費、給食費、修学旅行費、宿泊校外活動費及び、

体育実技用具等の経済的援助を実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

13 奨学金支給事業 

意欲や能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって修

学困難な学生・生徒に、返済義務のない奨学金を支給しま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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さっぽろっ子自治的活動の推進 
 

さっぽろっ子自治的な活動は、子どもが「～したい」という意欲をもち、よ

りよい方法を考えて動き、集団づくりや社会への参画を通して、変化を生み出

した喜びを手応えとして心に残すという主体的な活動です。令和４年度（2022

年度）、札幌市内の小中学校に通う全ての子どもの声を集約し、全市共通の子

どもの合言葉となる「さっぽろっ子宣言」をつくり上げました。この「さっぽ

ろっ子宣言」は、子ども一人一人が「自分が大切にされている」と実感できる

学校づくりに向けて、各区の代表の中学生で構成する子ども運営委員会が、全

ての小中学校の子どもから集めた意見を基に宣言案を作成し、再度案に対する

全市の子どもの声を集約して決定したもので、「さっぽろっ子自治的な活動」

の原点と成るものです。ポジティブ、ラブ、ユニーク、スマイルのアルファベ

ットの頭文字をとると、「P」「L」「U」「S」の「プラス」となり、それらの思い

を大切にできるよう、札幌のまちにまほうをかけるという意味も加えられたも

のです。「プラス(PLUS)のまほう」には、以下の二つの思いが込められていま

す。 

 

〇ものごとを明るく前向きに考え

る「プラス」の思いを大切にしな

がら、人と人が関わり合うことに

よって、札幌のまちにプラスのま

ほうをかけましょう。 

 

〇「まほうのかいわ」のように、

「認める」ということを大切にし

て、さっぽろっ子一人一人が、自

分もみんなも大切にして、笑顔が

あふれる学校をつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トピックス 
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基本的方向性２ 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、生涯にわたり学び続ける 

機会の拡充 

 

施策２－１ ふるさと札幌の特色を生かし、地域に根ざした教育活動の推進 

 

豊かな自然や文化を継承し、それらを活用した学びの展開や市民と協働した

活動を通じ、ふるさと札幌への誇りと愛着を醸成する教育活動を推進します。 
  

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

「札幌っていいな」と感じている子どもの割合 － ９０％ 

振り返りを通して、自分の伸びや成長を感じるこ

とがあると答えた子どもの割合 
７２．６％ ９０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
「ふるさと札幌」を心

にもつ学びの充実 

札幌の自然環境・人的環境・文化的環境などの特色を生かし

た体験的な活動に取り組むとともに、札幌の歴史・文化・自

然・環境・公共等への理解を深める学習を行うことにより、札

幌の特色や魅力について学ぶ機会の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
【雪】に関する学習活

動の推進【札幌らしい

特色ある学校教育】 

札幌の大切な特色の一つであり、「札幌らしさ」を学ぶための

貴重な資源である雪を通して、ふるさと札幌への思いを強

め、雪に親しみ、雪と共生しようとする心を培います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
【環境】に関する学習

活動の推進【札幌らし

い特色ある学校教育】 

「環境首都・札幌」宣言に基づき「さっぽろ地球環境憲章」を

制定した札幌の市民として、四季折々の美しい自然と豊かな

文化を次世代に伝え、地球と札幌のよりよい環境を創造しよ

うとする心を培います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
【読書】に関する学習

活動の推進【札幌らし

い特色ある学校教育】 

読書により言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力

を豊かにするとともに、知的好奇心をふくらませ、一生涯にわ

たり学び続けようとする心を培うために、学校図書館司書や

学校図書館ボランティアを派遣し、教育活動の様々な場面に

おける学校図書館の活用の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
文化・芸術体験を通し

た情操を育む取組 

美術鑑賞や制作体験、音楽鑑賞等の文化・芸術体験を通し

て、感性を育み豊かな情操を培います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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６ 
オリンピック・パラリ

ンピック教育の推進 

 

冬季オリンピック大会が開催された札幌市において、オリン

ピック・パラリンピック教育を通して、スポーツの価値への理

解を深めるとともに、規範意識の涵養、国際・異文化理解、共

生社会への理解等多面的な教育的価値をもつものであり、

オリンピック開催の歴史と伝統を踏まえた指導の充実を図り

ます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
市立高等学校間連携・

授業連携の推進 

市立高校において、入学後の生徒の興味・関心の変化などに

柔軟に対応し、より選択の幅の広い教育を提供できるよう、

他の市立高等学校で行われる特色ある科目等の履修を可

能するなど、学校間の連携を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

施策２－２ 家庭・地域の教育力向上を支援する取組の推進 

 

子どもたちの健やかな成長を支えるため、保護者の不安や悩みに寄り添う取

組や、地域で学びふれあう機会の充実を図り、家庭・地域の教育力向上を支

援する取組を推進します。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

家の人や地域の人に認められたり、支えられたり

していると感じることがある子どもの割合 
－ ９０％ 

家庭教育事業への参加が、今後の家庭教育に役立

てることができると感じた市民の割合 
－ ９０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 家庭教育事業 

家族とのふれ合い等を通じて、子どもたちの生きる力の

基礎的な資質や能力を育てる家庭教育の重要性を広く伝

え、各家庭の教育力の向上を図るため、親同士が交流し

ながら学ぶ場や、講演会等の学習機会を提供します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 

学校給食を活用した地

産地消や家庭と連携し

た食育推進事業 

【重点３】 

第４次食育推進基本計画の「学校給食における地場産物

を活用した取組を増やす」を受け、給食に地場産物を使

用するとともに、フードリサイクル等も含めた指導を栄

養教諭等が中心となって行い、子ども及び家庭への食育

を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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３ 
生涯学習施設における

体験学習の充実 

青少年科学館や青少年山の家などの生涯学習関連施設に

おいて、自ら考えながら科学に触れたり、自然の中で家

族や仲間とともに生活するなどの様々な体験学習の充実

を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
幼児期における家庭教

育支援の充実 

市立幼稚園等において、地域の幼児やその保護者等を対

象に活動体験や子育てに関する講座などを実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
市立幼稚園預かり保育

事業 

市立幼稚園において、就労等など様々な家庭の状況に対

応した預かり保育を実施し、保育内容の充実や園と保護

者が連携した子育ての在り方等について研究し、その成

果を市内幼児教育施設や保護者等に発信します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

 

施策２－３ 多様な地域資源を活用した豊かな学びや子どもの成長を支える 

取組の推進 
 

多様な地域人材や様々な団体・機関との連携・協働により、体験活動をはじ

めとする豊かな学習機会を提供できるよう、地域資源を活用した学びや子ど

もの成長を支える取組を推進します。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

地域学校協働活動に参加している子どもの年間延

べ参加者数 
13,061 人 53,000 人 

自分の学びや成長に学校以外の様々な人が関わっ

ていると感じている子どもの割合 
－ ９０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 

 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
地域学校協働活動推進事

業【重点１】 

子どもたちを対象に、地域の力を生かした多様な学びや体験

機会を提供するとともに、活動を通じて地域と学校の持続可

能な連携・協働の体制づくりを支援し、地域全体で子どもを

育てる環境を醸成します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
コミュニティ・スクール

推進事業 

新規【重点１】 

家庭や地域と目標やビジョンを共有し、連続性、系統性をも

ち、子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を進める

ため、学校運営協議会制度を導入します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 



- 51 - 
 

３ 
観察実験アシスタント配

置事業 

国の理科教育設備整備費等補助金の交付を受け、小学校

に、学生、退職教員等の外部人材を観察実験アシスタントと

して配置し、小学校の理科授業における観察、実験の充実を

図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
学校部活動における外部

人材の活用の推進 

【重点３】 

学校部活動の推進のため、単独又は顧問教諭と連携して部

活動の指導に当たる外部人材の活用を進めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
特別支援学級・特別支援

学校における進路探究学

習の充実 

特別支援学級及び特別支援学校において、子ども一人一人

が現在や将来に希望をもち、その実現を目指して生き方や

進路について考えることができるよう、小学校段階では進路

先となる中学校、特別支援学校及び地域の企業等と連携し

た学校見学や職業体験を推進するほか、中学校、高等学校

段階において子どもの実態に応じた職場体験学習などの充

実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
市立高校における地域と

の連携・協働の強化 

高校と地域をつなぐコーディネート機能の充実等により、市

立高校各校と地域関係団体との連携・協働を強化した取組

を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
地域人材を活用した学校

図書館運営事業 

子ども及び地域住民の読書活動の充実や、多世代交流によ

る生涯学習機会の提供のほか、学校と地域の連携を推進す

るため、地域人材を活用して学校図書館を運営し、各種行

事の企画・実施や教育支援活動、地域住民に向けた図書館

開放を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
学校図書館を支える人材

の資質・能力の向上 

学校図書館が学校や地域の読書活動の場としてより機能す

るため、学校図書館への支援を通して、本に親しむ環境づく

りの充実を目指していきます。そのために、学校が必要とす

る支援内容を図書館が把握しながら、学校図書館に携わる

学校司書や開放図書館ボランティア等を対象とした各種研

修・講座を図書館と学校図書館が連携して実施し、学校図

書館支援の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 

札幌市青少年科学館にお

ける大学、企業等との連

携 

新規 

企業や大学等の最新技術や研究成果の情報発信の機会を

設けます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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施策２－４ 生涯にわたり学び、学んだ成果を生かすことのできる機会の充実    

 

生きがいを持って豊かな人生を送ることができるよう、誰もが生涯を通じて

学び続けられる場の充実とともに、学んだ成果を生かすことのできる機会の

充実を図ることにより、「学び」と「活用」の循環を支えます。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

生涯学習をしている市民の割合 ７６．２％ ８０％ 

これまでに学んだ成果を生かしているまたは今後

生かしたいと考えている市民の割合 
－ ８０％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
「さっぽろ市民カレッ

ジ」の充実 

市民に対し継続的かつ体系的な学習機会を提供する「さっ

ぽろ市民カレッジ」において、生涯学習センター指定管理者

が引き続き市民ニーズを捉えた多岐にわたる講座を展開す

るとともに、身近な施設で学べる講座や、学んだ成果をまち

づくりや経済活動に生かす講座、オンラインやハイブリッド形

式など新たな手法による講座を拡充していきます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
知的障がい者のための学

びの応援事業 

特別支援学校等を修了した知的障がいのある方が、社会で

自立して生きるために必要となる力を身に付け、心身が充実

した豊かな生活や、地域社会への参加を促進するため、多

様な学びを提供する「成人学級」を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
図書館における講演会・

図書展示等の充実 

図書館において、文化人や専門家の講演会や、多種多様な

図書展示などを行うことで、市民の生活や創造的な活動を

支える「知の拠点」として、市民が生涯にわたり新たな文化と

出会うことができる場を充実させます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
「札幌市図書・情報館」

のサービスの充実 

都心に集うビジネスパーソンを中心に、仕事の課題や悩み事

を解決してもらえるよう、起業や経済、医療など、仕事や暮ら

しに関する資料・情報を提供しています。また、関係機関と

連携した無料相談窓口による調査相談機能の更なる充実

や、利用者が交流する機会を提供することで知的空間の一

層の創出に努めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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ふるさと札幌のよさを生かした文化芸術体験 

 

■ハロー！ミュージアム （全小学校 ５年生児童） 

 

札幌芸術の森（札幌芸術の森美術館、札

幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ど

もアトリエ）や本郷新記念札幌彫刻美術館

を訪れ、芸術作品の鑑賞やそれを踏まえた

表現活動に取り組みます。美術館と学校が

一体となって、学びの充実を図るととも

に、子どもたちが文化芸術に触れる機会を

つくり、豊かな感性や創造力を育みます。 

 

 

■Kitara ファースト・コンサート （全小学校 ６年生児童） 

 

札幌コンサートホール Kitara に行き、

本格的なオーケストラ演奏を鑑賞すること

で、子どもたちの豊かな感性や創造性を育

みます。オーケストラ作品としてオーソド

ックスな曲目が札幌交響楽団により演奏さ

れるほか、Kitaraのシンボルであるパイプ

オルガンの演奏や、演奏家・指揮者に対す

るインタビューも行います。 

 

このほか、希望する小学６年生を対象に、札幌コンサートホールKitaraでパ

シフィック・ミュージック・フェスティバル・オーケストラと、歌やリコーダ

ーの演奏で共演する取組が行われています。 

また、札幌文化芸術の劇場hitaruでは、希望する小学４年生を対象にニッセ

イ文化振興財団（日生劇場）による舞台公演の鑑賞や、希望する小学６年生を

対象に劇団四季によるミュージカル公演を鑑賞する取組のほか、希望する中学

２年生を対象に、総合芸術である「バレエ」を鑑賞する取組が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 
ト ピ ッ ク ス 
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基本的方向性３ 社会の変化に対応した教育環境の充実 
 

施策３－１ 安全・安心な教育環境の整備 
 

安全教育と子どもの安全管理の推進を図るほか、教育を取り巻く環境変化を

踏まえながら、子どもたちや市民が安心で充実した教育機会を得られるよう、

一人一人や家庭、地域の状況に合わせた教育環境を整えます。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

自分の学ぶ環境は、安全面での配慮がされている

と考えている子どもの割合 
－ １００％ 

市立園・学校におけるバリアフリートイレ55の整

備割合 
６３．４％ １００％ 

普通教室等へ冷房設備を整備した市立園・学校の

割合 
０％ １００％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 安全教育の充実 

各園・学校・地域のリスクを踏まえ、実態に即した学校安全計

画に基づき、避難訓練等の実効性のある取組を実施するとと

もに、子どもが自ら身を守ろうとする態度や、危険を予測し安

全に行動するための能力を育む防災教育を行うなど、学校に

おける安全教育の充実を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
地域ぐるみの学校安全体

制整備推進事業 

各学校から通学路に関する情報を収集し、関係機関等に安

全対策等の実施を働きかけます。また、地域ぐるみで子ども

の安全確保を図るため、市立幼稚園・小学校・特別支援学校

を対象に、スクールガードリーダー及びスクールガードが登

下校時の見守り活動等を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
災害時における対応力の

向上 

災害発生時の被害を最小限にとどめ、迅速かつ的確に幼児

児童生徒の安全を確保できるよう、「学校震災対応マニュア

ル」等を活用し、各園・学校における危機管理体制の充実を

図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 
55 バリアフリートイレ：従来「多機能トイレ」と呼ばれていたものなど、高齢者や障がい者等の利用に適正な配慮は

必要なトイレの総称。 



- 55 - 
 

４ 
給食提供における安全対

策の充実 

安全・安心の給食提供のために「札幌市学校給食衛生管理

マニュアル」を周知徹底し、食材については各種検査を行い

ます。また、食物アレルギーについては「学校給食における食

物アレルギーの手引き」の周知に努め、手引きに基づいたア

レルギー対応を進めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
照明器具 LED 化改修の推

進 新規 

学校施設の省エネルギー化のため、照明器具の LED 化改

修を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
バリアフリー化整備の推

進 新規 【重点２】 

すべての子どもたちが安心して学ぶことができる環境を整え

るため、学校施設のバリアフリー化を推進し、段差解消やバ

リアフリートイレの整備、要配慮児童生徒等在籍校及び進学

予定校へのエレベーターの整備を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
義務教育学校関係事業  

新規 

「小中一貫した教育」の更なる推進を図るため、モデルとなる

義務教育学校を設置します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 学校規模の適正化の推進 

学校の小規模化による教育面や学校運営面の課題につい

て、学校規模適正化の取組により解消することで、子どもた

ちにとってより良い教育環境を整えます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 
計画的な学校施設の維

持・更新 

計画的な学校施設の維持・更新により、施設の老朽化対策

及び機能向上を図り、教育環境の質的な改善を進めます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

10 
学校施設冷房設備整備事

業 

新規 

子どもが夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことがで

きる環境を確保するため、学校施設に冷房設備を整備しま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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施策３－２ 教育 DX 推進に向けた教育環境の整備  
 

ICT を活用して情報活用能力を育成するとともに、教育データを利活用しな

がら、様々な学びや支援へのニーズに対応する教育環境の整備を進めます。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

情報の正しい活用の仕方を考えて端末を使ってい

る子どもの割合 
－ ９０％ 

授業や校務に ICT を効果的に活用できる教員の割

合 
８１．９％ １００％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
ICT を活用した教育の推進

（情報教育） 

新規 【重点１】  

「学ぶ力」の育成を目的に、ICT を効果的に活用し、個別最

適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図りながら「課

題探究的な学習」を推進するとともに、情報活用能力の育

成を行います。各学校において、市全体の共通指標「ICT

の活用についてのアンケート」の結果やこれまでの取組の

成果や課題を分析し、「『学ぶ力』育成プログラム」を作成・

実行し、検証改善サイクルの確立を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
ICT 機器・デジタルコンテ

ンツ等の整備 

GIGA スクール構想にて整備した１人１台端末を活用した

効果的な授業展開のため、ICT 機器やデジタル教材等の

整備を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
ICT を活用した校務支援の

充実 

校務の情報化及び ICT の積極的な活用により、効率的な

学校運営を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
学校におけるネットトラ

ブル等対策の推進 

各学校におけるネットトラブル等への対応力を高めるととも

に、インターネット上の児童生徒等の不適切な書き込み等

を早期に発見し対応できるよう、ネットパトロールを実施す

るほか、ネットトラブル等の発生時には、警察等の関係機関

や専門業者と連携して支援を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 
緊急時における学校・家

庭・地域の連携体制の構

築 

大規模な災害や新しい危機事象の発生時等に、学校から

家庭に一斉にメール配信できるシステムを活用するほか、

地域の防犯関係機関との情報共有を推進するなど、学校・

家庭・地域・関係機関等が連携・協働して子どもの安全を確

保する体制を構築します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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施策３－３ 子ども一人一人の学びを支える教職員の資質向上と指導体制の構築 

 

デジタル化やグローバル化などの様々な環境変化に対応し、子ども一人一人

の学びを支える教職員の資質向上と指導体制の充実を図ります。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

「教職経験に応じた研修」における学びの成果を

生かして子どもの学びの充実を図っていると答え

た教職員の割合 

－ １００％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
養成段階の教職志望者へ

の研修等の推進 

新規 

市立高校生及び教員養成大学並びに教職課程を有する大

学の学生を対象に、教職の魅力を発信するセミナーを、高

校や大学との連携により実施し、教員の人材確保や養成段

階からの資質の向上を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
幼児教育を支える人材の

育成に向けた研修の充実 

大学等と連携し、幼稚園教諭や保育士等の専門性や指導

力を高める研修を実施するほか、教職員の経験に応じた研

修を実施します。また、幼児教育施設や小学校等のニーズ

に応じて市立幼稚園教諭が訪問し、園・校内研修の協力を

します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 教員採用制度の充実 

魅力あふれる教員を採用するため、人物重視の採用を一

層充実するとともに、「現職教員及び臨時教員特別選考」な

どの特別選考を推進するなど、教員採用制度の充実を図り

ます。また、検査項目や内容等について、受検者の資質・能

力及び適正を多面的に評価できるよう調査・研究を進めま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
教職経験に応じた研修の

充実 

新任教員が幅広い知見や実践的指導力を身に付けること

ができるよう初任段階における研修のほか、ミドルリーダー

の育成を目指した中堅教諭等資質向上研修などの経験年

数に応じた研修を充実させます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

５ 管理職研修の充実 

園・学校の管理職のマネジメント能力等の向上を図るため、

管理職や主幹教諭等への研修を実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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６ 
異校種間の人事交流の促

進 

幼児・児童・生徒の発達段階や成長を踏まえた教育活動の

更なる充実を図るため、学校種をまたいだ人事異動を推進

します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

７ 
企業等への長期研修の推

進 

広い視野と柔軟な発想力をもつ教員を育成するとともに、

その成果を各種研修等を活用して、市内の教員へ普及・啓

発していくことを目的として、企業等への長期派遣研修の

取組を推進します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

８ 
観察・実験を中心とした

研修の充実 

子どもの科学的リテラシー56の育成に関する指導力向上を

図るため、青少年科学館等の専門機関等と連携し、観察・

実験を中心とした専門性の高い研修を行います。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

９ 
小学校における少人数学

級の拡大 

子ども一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導

の更なる充実に向け、３５人学級を小学校全学年へ拡大し

ます。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 科学的リテラシー：自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定するため

に、科学的知識を活用し、課題を明確にし、根拠に基づく結論を導き出す能力。 
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施策３－４ 豊かな生活につながる学びの環境の充実 

 

生涯を通じた主体的な学びを支援するため、健康で豊かな生活につながる学

びや地域の課題解決にかかわる学びなど多様な学びが活発に行われる環境の

充実を図ります。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 
現状値 

(2022) 

目標値 

（2028） 

自己の発育や健康に関心をもつ子どもの割合 － １００％ 

図書館の年間延べ来館者数 2,258,324 人 3,000,000 人 

図書館の利用登録がある市民の割合 １４．６％ ２５％ 

 

＜主な事業・取組＞ 
 事業・取組名 内容・主な対象範囲 

１ 
学校保健の充実 

【重点３】 

学校保健安全法に基づき、各園・学校における学校環境衛生の

維持、児童生徒等の健康診断及び感染症対策を推進する。また、

各園・学校における保健教育・保健管理をより効果的に進めるた

め、関係機関と連携し、保健指導や健康相談に活用できる情報の

収集や資料作成を行い、各園・学校への普及啓発を図ります。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

２ 
生涯学習関連施設の

管理運営 

生涯学習関連施設（生涯学習センター、青少年科学館、月寒公民

館、市民ホール、青少年山の家、定山渓自然の村等）を円滑かつ

効率的に運営し、市民の生涯学習活動を支援します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

３ 
図書館による情報提

供の充実 

図書館職員によるレファレンスサービスなどに加え、メールでのレ

ファレンスサービスやデジタルライブラリーなどの非来館型サービ

スの充実を図り、利用者がより効果的・効率的に情報収集できる

よう、分かりやすく、使いやすい情報の提供を行います。また、市

民の課題解決を支援するため、レファレンスサービス等の更なるＰ

Ｒを実施します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

４ 
図書館 DX検討事業 

新規 

図書館の情報基盤を整備し、利用者のサービスアップを図るほ

か、事務効率化の省力効果をレファレンス機能や地域展開に充

て、地域の学びの拠点としての機能向上を図るため、図書館 DX

の具体的内容について検討します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 
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５ 

（仮称）さっぽろ読

書・図書館プラン

2027 策定 

市民や子どもの読書活動への支援を総合的に進め、また、図書館

を市民の生涯にわたる学びや創造的な活動の場とするため、図

書館の運営やサービスの基本的な考え方を示す計画を策定しま

す。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

６ 
電子図書館サービス

の推進 

障がい者や高齢者も利用しやすい電子図書館サービスの認知度

及び魅力を向上させて利用促進を図ります。また、小中学生に対

する利用を促進する取組を検討します。 

就学前教育 義務教育 高等学校教育 生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の働き方改革 

 

教職員が、子どもたちと向き合うためには、教員一人一人がワークライフバランス
57を整え、心身ともに健康であることが必要です。教育委員会と学校が一体となっ

て業務の見直しを行い、ＩＣＴ化の推進や、専門家や地域人材等の活用などを通し

て、教職員の働き方改革を推進します。教職員の負担軽減を進めることで、子ども

たちと向き合う時間や教職員自身の学ぶ時間を確保し、学校における教育の質の

向上を図ります。 

 

＜関連事業・取組＞ 

・地域学校協働活動推進事業（施策２－３） 

・観察実験アシスタント配置事業（施策２－３）  

・学校部活動における外部人材の活用の推進（施策２－３） 

・ＩＣＴを活用した校務支援の充実（施策３－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 ワークライフバランス：「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和

をとり、その両方を充実させる働き方・生き方。 

 ト ピ ッ ク ス 
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２ 第１期計画の振り返りを踏まえた重点項目 

 

第１期計画の成果課題を踏まえ、札幌市の教育が目指す人間像「自立した札

幌人」の実現に向け、特に解決するべき３つの課題に対応する、重点的に取り

組んでいく項目を設定しました。 

 

課題１ 他者を大切に思う気持ちなどに比べ、自分を認め、肯定する気持ちが、

相対的に低い。今後求められる新たな価値を創造する力を育む土台とし

て、自分のよさや可能性に気付く取組が必要。 

 

小学校６年生と中学校３年生を対象とした「全国学力・学習状況調査」の児

童生徒質問紙調査のうち、「人の役に立つ人間になりたいと思う」の設問にお

いては、肯定的な回答の割合が高い傾向にあります。一方、「自分にはよいと

ころがある」の設問においては、肯定的な回答の割合が、令和４年度（2022 年

度）は若干の回復傾向にあるものの、引き続き子ども一人一人が自分のよさや

可能性を自認していくことについては課題となっています。 

 また、小学校５年生と中学校２年生を対象とした札幌市全体の共通指標「学

習などについてのアンケート」に同様の質問がありますが、こちらの結果につ

いても、その傾向に変わりありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 小５ 中２ 

人の役に立つ人間になりたいと思う   93.3% 91.2% 

人の役に立ててうれしいと感じることがある       91.9% 91.0% 

友だちのよいところを見付けようとしている             87.9% 90.2% 

自分にはよいところがある              79.5% 75.8% 

自分が必要とされていると感じる            62.0% 61.1% 

人の役に立つ人間になりたいと思う（％） 

＜資料＞札幌市教育委員会 全国学力学習状況調査 
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自分にはよいところがある（％） 
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＜資料＞札幌市教育委員会  令和 4 年度札幌市全体の共通指標「学習などについてのアンケート」 
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課題２ いじめの認知件数や不登校児童生徒数が増加傾向にあり、個々の状況 

に応じた支援が求められている。 

 

いじめの認知件数は、いじめ防止対策推進法が施行されて以降、積極的な認

知と早期対応への理解が広がり、増加傾向をたどっています。令和２年度

（2020 年度）は、新型コロナウイルス感染症拡大により、子どもたちの接触が

減ったことの影響から減少していますが、令和３年度（2021 年度）には再び増

加に転じています。また、不登校児童生徒数は増加の一途をたどっており、こ

こ数年の増加は、コロナ禍での生活環境の変化や学校生活での様々な制限が影

響し、登校する意欲がわきにくくなったのではないかとも考えられます。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

課題３ 体力・運動能力については低下傾向が続いており、全国・北海道（札 

幌市を除く）との差が大きくなっている。 

 

令和４年度（2022 年度）の全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、

全国平均を上回っている種目58はなく、その体力合計点では、男女とも低下傾

向が続いています。特に女子においては、その差が大きくなっています。体

力・運動能力の低下は将来の生活習慣病の発生リスクを高めるだけでなく、健

康寿命とも密接に関わりがあることが指摘されており、札幌市の子どもの体力

の低下は、全国と同様の傾向ではあるものの喫緊の課題と言えます。 

 
 

 

 
58 「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「反復横跳び」「持久走」「２０ｍシャトルラン」「５０ｍ走」「立ち幅跳び」「ハンド

ボール投げ」の９種目を実施 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 体力合計点（点） 

＜資料＞文部科学省 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 
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     小中の合計 
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＜資料＞札幌市教育委員会 問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 
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重点１ 共生社会を担う力の育成 

 

他者と協働する機会を通し、他者の大切さを認めるとともに、自分の大切さ

を認めることで、自分のよさや可能性に気付き、主体的に取り組む態度や行動

力などを身に付ける教育活動の充実を図ります。 

さらに、グローバルな社会の中で、互いの個性や多様性を認め合い、多面

的・多角的な思考を身に付けることで、共生社会の実現に向け新たな価値を創

造する力を育みます。 

 

【主な事業・取組】 

 

○「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」の推進 ＜施策１－１＞ 

「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等」の

「学ぶ力」を育成するため、「学ぶ意欲（主体的に学習に取り組む態度）」「学

んだ力（基礎的・基本的な知識及び技能）」「活かす力（思考力・判断力・表

現力等）」の学力の３要素をバランスよく育む教育の充実を目指します。 

 

○課題探究的な学習モデル推進事業 ＜施策１－１＞ 

札幌開成中等教育学校における国際バカロレアの教育プログラムを活用し

た課題探究的な学習の手法を他の市立学校と共有し、札幌市全体でグローバ

ル人材を育成します。 

 

○外国語教育の推進 ＜施策１－１＞ 

札幌市英語教育改善プランに基づき、子どもが主体的に外国語を用いてコ

ミュニケーションを図ろうとする態度を養い、コミュニケーションを図る資

質・能力の育成を目指します。 

 

○幼保小連携・接続の推進 ＜施策１－１＞ 

幼児教育施設と小学校が互いの教育内容を理解し、それぞれの教育に生か

すことによる子どもの学びの連続性の保障とそれを踏まえた指導内容等の工

夫を行います。 

 

○「人間尊重の教育」推進事業 ＜施策１－２＞ 

全ての教育活動において、個性や多様性を認め合い、あらゆる偏見や差別

をなくし、支え励まし合う人間関係の中で、心豊かにしなやかに生きようと

する態度を育みます。 

 

○地域学校協働活動推進事業 ＜施策２－３＞ 

子どもたちを対象に、地域の力を生かした多様な学びや体験機会を提供す

るとともに、活動を通じて地域と学校の持続可能な連携・協働の体制づくり

を支援し、地域全体で子どもを育てる環境を醸成します。 
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○コミュニティ・スクール推進事業 ＜施策２－３＞ 

家庭や地域と目標やビジョンを共有し、連続性、系統性をもち、子どもた

ちを育む「地域とともにある学校づくり」を進めるため、学校運営協議会制

度を導入します 。 

 

○ICT を活用した教育の推進（情報教育） ＜施策３－２＞ 

ICT を活用した教育を推進し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一

体的な充実を図りながら「課題探究的な学習」を推進するともに、ICT の特

性・強みを生かした学習の過程の充実を通して、情報活用能力の育成を図り

ます。 

 

重点２ 誰一人取り残されない教育の推進 

 

すべての子どもの個性を尊重し、多様な教育的ニーズに応じた教育環境の整

備を進め、どの子も自らの可能性を発揮しながら学び育つことのできる教育活

動の充実を図ります。 

また、いじめや不登校等の様々な子どもの困りや課題に真摯に向き合い、誰

もが安心して学びに向かうことのできる教育環境の実現を目指します。 

 

【主な事業・取組】 

 

○通常の学級等における子どもの支援体制の充実 ＜施策１－３＞ 

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、学校生活上の必要な支援

を行うなど多様な教育的ニーズに応じた校内の支援体制の充実を図り、誰も

が互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会の実現を目指

します。 

 

○特別支援教育に関する校内支援体制の充実 ＜施策１－３＞ 

子ども一人一人が、障がいの状態や個別の教育的ニーズ等に応じた専門的

な教育的支援を受けることができるよう、各学校における支援体制の充実を

図るとともに、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指し、適切な合理

的配慮の提供を行うことなどから学習活動の充実を図ります。 

 

○帰国・外国人児童生徒教育支援事業 ＜施策１－３＞ 

日本語指導等が必要な帰国・外国人児童生徒に対する指導の充実を図るた

め、指導協力者の派遣による教育支援を行うことで、支援対象児童生徒が学

校生活等に円滑に適応できるようにします。 

 

○不登校児童生徒のための新たな学びの場整備事業 ＜施策１－４＞ 

学校へ登校することが難しい不登校児童生徒の社会的自立へ向けた状況の

改善を図るため、教育支援センターにおける支援体制を拡充し、子ども一人

一人の状況に応じたきめ細やかな支援を行います。 
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○相談支援パートナー事業 ＜施策１－４＞ 

不登校やその心配のある子どもに対し、一人一人の状況に応じたきめ細か

な支援を行うために、小・中学校に相談支援パートナー等を配置し、不登校

の未然防止や状況改善、早期対応の充実に向けた取組を推進します。 

 

○いじめの防止等のための対策の推進 ＜施策１－４＞ 

「いじめ防止対策推進法」及び「札幌市いじめ防止等のための基本的な方

針」に基づくいじめの未然防止・早期発見・対処を徹底し、児童生徒が安心

して学校生活を送ることができるよう取組の充実を図ります。 

 

○スクールカウンセラー活用事業 ＜施策１－４＞ 

心理の専門家であるスクールカウンセラーを配置することにより学校の教

育相談体制の充実を図り、いじめや不登校など様々な不安や悩みを抱えた子

どもや保護者を支援します。 

 

○スクールソーシャルワーカー活用事業 ＜施策１－４＞ 

スクールソーシャルワーカーを活用し、児童生徒が置かれた様々な環境へ

働きかけ、関係機関等とのネットワークを構築するなどの多様な支援方法を

用いて、問題の解決に当たります。 

 

○バリアフリー化整備の推進 ＜施策３－１＞ 

すべての子どもたちが安心して学ぶことができる環境を整えるため、学校

施設のバリアフリー化を推進し、段差解消やバリアフリートイレの整備、要

配慮児童生徒等在籍校及び進学予定校へのエレベーターの整備を行います。 

 

 

 

重点３ 生涯にわたる健やかな体の育成 

 

 子どもの頃から主体的に運動する習慣が身に付くよう「運動の楽しさ」にふ

れることを重視した教育を推進するなど、生涯にわたって、健康で豊かな生活

を送ることができるよう、自ら健康を保持増進しようとする態度の育成や、体

力向上に向けた運動習慣を身に付けるための取組を進めます。 

 

【主な事業・取組】 

 

○「さっぽろ子『健やかな体』の育成プラン」の推進 ＜施策１－１＞ 

子どもの体力・運動能力の向上を目指し、学校における体育・健康に関す

る指導の充実を図ります。特に、運動に苦手意識をもっている子どもが、運

動の楽しさや喜びに触れ、意欲的に運動に取り組む機会の充実を図ります。 
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○学校給食を活用した地産地消や家庭と連携した食育推進事業 ＜施策２－２＞ 

第 4 次食育推進基本計画の「学校給食における地場産物を活用した取組を

増やす」を受け、取組回数を目標値に近づくようにします。健康寿命の延伸

の観点から、給食に地場産物を使用するとともに、フードリサイクル等も含

めた食育を栄養教諭等が中心となって推進します。 

 

○学校部活動における外部人材の活用の推進 ＜施策２－３＞ 

中学校・高等学校における学校部活動の一層の推進を図ります。 

高等学校の部活動における外部人材の活用について検討を進めます。 

 

○学校保健の充実 ＜施策３－４＞ 

学校環境衛生を維持するとともに、学校における児童生徒等の健康の保持

増進を図ることにより、学校教育を円滑に実施することを目的に進めます。 
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３ 第２期札幌市教育アクションプラン（前期）の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 「ふるさと札幌」

を心にもつ学び

の充実 
2 【雪】に関する学

習活動の推進

【札幌らしい特色

ある学校教育】 
3 【環境】に関する

学習活動の推進

【札幌らしい特色

ある学校教育】 
4 【読書】に関する

学習活動の推進

【札幌らしい特色

ある学校教育】 
5 文化・芸術体験

を通した情操を

育む取組 
6 オリンピック・パ

ラリンピック教育

の推進 
7 市立高等学校間

連携・授業連携

の推進 

1 「人間尊重の教

育」推進事業 
【重点 1】 

2 国際理解教育の

推進 

3 道徳教育の推進 

4 性に関する指導

の推進 

5 交流及び共同学

習の充実 

6 読書チャレンジ・

子どもの読書活

動推進事業 
7 野外教育総合推

進事業 新規 

8 子どもを共感的

に理解するため

の教員研修の充

実 

1 通常の学級等に

おける子どもの

支援体制の充実 
【重点 2】 

2 通級による指導・

特別支援学級・特

別支援学校の教育

内容の充実 
3 特別支援教育に

関する校内支援

体制の充実 
     【重点 2】 

4 特別支援教育に

関する私立幼稚

園等への支援 
5 医療的ケア児へ

の支援体制推進

事業 
6 市立高等支援学

校における就労

支援体制の充実 
7 特別支援学級・

通級指導教室整

備事業 
8 帰国・外国人児

童生徒教育支援

事業   【重点 2】 
9 市立札幌大通高

等学校における

支援の充実 
10 公立夜間中学運

営事業 

1 不登校児童生徒の

ための新たな学び

の場整備事業 

新規    【重点 2】 
2 相談支援パート

ナー事業 
【重点 2】 

3 子どもに関わる

相談体制の充実 
4 地域での幼児教

育相談・支援体

制の推進事業 
5 特別支援教育地

域相談推進事業 
6 いじめの防止等

のための対策の

推進  【重点 2】 
７ 命を大切にする

指導・取組の推

進 
８ スクールカウン

セラー活用事業    
【重点 2】 

９ スクールソーシャ

ルワーカー活用 
事業 【重点 2】 

10 義務教育児童生

徒遠距離通学定

期料金助成事業 
11 札幌市高等学校

等生徒通学交通

費助成事業 
12 経済的支援を必

要とする家庭へ

の就学援助 
1３ 奨学金支給事業 

1 「さっぽろっ子

『学ぶ力』の育成

プラン」の推進 
【重点 1】 

2 「札幌市教育研

究推進事業」の

推進 
3 「さっぽろっ子

『健やかな体』の

育成プラン」の推

進   【重点 3】 
4 算数学び

「beyond」プロ

ジェクト事業 
5 外国語教育の推

進   

 【重点 1】 
6 外国語指導助手

（ALT）活用事業 

7 進路探究学習

（キャリア教育）

推進事業 
8 市立高等学校に

おける進路探究

学習の充実 
9 中高接続の推進 

10 課題探究的な学

習モデル推進事

業  

【重点 1】 
11 幼児教育の充実

へ向けた市立幼

稚園等における

実践研究の推進 
12 幼保小連携・接

続の推進 
     【重点 1】 

1 家庭教育事業 

2 学校給食を活用した

地産地消や家庭と連

携した食育推進事業 
【重点 3】 

3 生涯学習施設に

おける体験学習

の充実 
4 幼児期における

家庭教育支援の

充実 
5 市立幼稚園預か

り保育事業 

基本的方向性１ 

一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの推進 

施策 1-1 
主体的に考え行

動する力を育む
教育活動の推進 

施策 1-2 
豊かな人間性や

社会性を育む教
育活動の推進 

施策 1-3 

多様な教育的 
ニーズに応じた 
教育の充実 

施策 1-4 

誰もが安心して 
学びに向かうこ
とのできる支援

の充実 

基本的方向性２ 

学校・家庭・地域総ぐるみで育み、 
生涯にわたり学び続ける機会の拡充

施策 2-1 
ふるさと札幌の 

特色を生かし、 
地域に根ざした 
教育活動の推進 

施策 2-2 
家庭・地域の教 

育力向上を支援 
する取組の推進 
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1 学校保健の充実 
【重点 3】 

2 生涯学習関連施

設の管理運営 
3 図書館による情

報提供の充実 
4 図書館 DX 検討 

事業 

新規 
5 （仮称）さっぽろ

読書・図書館プ

ラン 2027 策定 
6 電子図書館サー

ビスの推進 

1 地域学校協働活

動推進事業 
【重点 1】 

2 コミュニティ・ス

クール推進事業

新規 【重点 1】 
3 観察実験アシス

タント配置事業 
4 学校部活動にお

ける外部人材の

活用の推進 
【重点 3】 

5 特別支援学級・

特別支援学校に

おける進路探究

学習の充実 
6 市立高校におけ

る地域との連

携・協働の強化 
7 地域人材を活用

した学校図書館

運営事業 
8 学校図書館を支

える人材の資

質・能力の向上 
9 札幌市青少年科

学館における大

学、企業等との

連携 新規 

1 「さっぽろ市民カ

レッジ」の充実 
2 知的障がい者の

ための学びの応

援事業 
3 図書館における

講演会・図書展

示等の充実 
4 「札幌市図書・情

報館」のサービス

の充実 

1 安全教育の充実 

2 地域ぐるみの学

校安全体制整備

推進事業 
3 災害時における

対応力の向上 
4 給食提供におけ

る安全対策の充

実 
５ 照明器具 LED

化改修の推進 

新規 
６ バリアフリー化

整備の推進 

新規 【重点 2】 
７ 義務教育学校関

係事業 

新規 
８ 学校規模の適正

化の推進 
９ 計画的な学校施

設の維持・更新 
10 学校施設冷房設

備整備事業 

新規 

1 ICT を活用した

教育の推進（情

報教育） 

新規 【重点 1】 
2 ICT 機器・デジ

タルコンテンツ

等の整備 
3 ICT を活用した

校務支援の充実 
4 学校におけるネ

ットトラブル等対

策の推進 
5 緊急時における

学校・家庭・地域

の連携体制の構

築 

1 養成段階の教職

志望者への研修

等の推進 

新規 
2 幼児教育を支え

る人材の育成に

向けた研修の充

実 
3 教員採用制度の

充実 
4 教職経験に応じ

た研修の充実 
5 管理職研修の充

実 
6 異校種間の人事

交流の促進 
7 企業等への長期

研修の推進 
8 観察・実験を中

心とした研修の

充実 
9 小学校における

少人数学級の拡

大 

基本的方向性３ 

社会の変化に対応した教育環境の充実 

施策 3-1 
安全・安心な教 

育環境の整備 

施策 3-2 
教育 DX 推進
に向けた教育環

境の整備 
 

施策 3-3 

子ども一人一人 
の学びを支える 
教職員の資質向 

上と指導体制の 
構築 
 

施策 3-4 

豊かな生活につ
ながる学びの環 
境の充実 

２ 

学校・家庭・地域総ぐるみで育み、 
生涯にわたり学び続ける機会の拡充 

施策 2-3 
多様な地域資源
を活用した豊か

な学びや子ども
の成長を支える
取組の推進 

 

施策 2-4 

生涯にわたり学 
び、学んだ成果 
を生かすことの 

できる機会の充 
実 
 

教育アクションプラン（前期）では、特に３つの項目に重点的に取り組みます。

【重点１】 共生社会を担う力の育成 

【重点２】 誰一人取り残されない教育の推進 

【重点３】 生涯にわたる健やかな体の育成 

         ※重点的に取り組む主な事業・取組に、【重点】と記載 
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第５章 計画の推進と進行管理 
 

１ 進行管理 

  

 本計画の施策や、施策により目指す姿の実現に向けた取組を着実に推進する

ため、PDCA サイクル（Plan：計画－Do：実施－Check：評価－Action：改善）

の考え方に基づき、毎年度、本計画に沿って施策を実施するとともに、成果や

課題を評価・検証し、事業内容・手法の工夫や工程の修正、社会状況の変化に

応じた施策の見直しや新たな施策の立案など、必要な改善・見直しを行い、最

終年度における目標の達成に向けて取り組みます。特に、重点項目においては、

取り組む事業・取組の成果指標から進捗状況を把握し、総合的に評価すること

で、必要な改善・見直しを行います。 

また、計画の推進には、園・学校・家庭・地域などの多様な主体との連携・

協働が必要であり、目標や事業計画が計画期間内でどこまで達成できたのかを

関係者に分かりやすく伝える必要があります。そのため、「教育委員会事務点

検・評価」を活用し、毎年度関連する指標を含め事業ごとに点検と評価を実施

しながら、広く市民の皆様に公表していきます。 
 

２ 市民及び関係機関等との連携・協働 

  

 未来を担う子どもを育み、市民一人一人が生涯にわたる学びを実践するため

には、社会全体で子どもの成長と自立、市民の学びを支えていくことが必要で

す。 

園・学校・地域・家庭・行政の各主体が、教育においてそれぞれが果たすべ

き役割を認識し、主体的に子どもの教育や生涯の学びに関わるとともに、それ

ぞれが連携し相互補完しながら取り組み、各種団体や企業、大学など多様な主

体の協力と参画を得て、教育の更なる充実を目指します。 

また、近年、子どもを取り巻く課題は、複雑化、多様化しており、子どもの

権利や福祉、地域づくりなどをはじめとした様々な観点から課題の解決を図っ

ていく必要があります。 

更に、市民の生涯にわたる学びにつながる取組は、子育て支援や、スポー

ツ・文化の普及・促進、環境教育の推進、国際化の推進など様々な分野にわた

ります。 

 こうしたことから、今後も札幌市の関係部局と組織横断的な取組を推進する

とともに、国、北海道、その他関係機関等と連携協力を図っていきます。 
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３ 成果指標一覧  

 

 成果指標 現状値 目標値 指標選定の考え方 

基本的方向性１ 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの推進 

 
１－１ 
主体的に考
え行動する
力を育む教
育活動の推
進 

１ 自分の目標をもって生活し
ている子どもの割合 － 80% 

自ら目標を設定し実現し
ようとしている子どもの
意識を示す指標 

２ 疑問や課題を解決するため
に、自分で方法を考えるよ
うにしている子どもの割合 

78.1% 85% 
課題解決に向けて主体的
に考え行動する子どもの
意識を示す指標 

１－２ 
豊かな人間
性や社会性
を育む教育
活動の推進 

３ 自分にはよいところがある
と考えている子どもの割合 77.8% 90% 

子どもの自己肯定感を示
す指標 

４ 自分が必要とされていると
感じている子どもの割合 61.6% 80% 

子どもの自己承認の感度
を示す指標 

１－３ 
多様な教育
的ニーズに
応じた教育
の充実 

５ 通常の学級に在籍する特別
な教育的支援を必要とする
子どものうち、個別の教育
支援計画を支援に生かすこ
とのできた子どもの割合 

43.3% 80% 

個別の教育支援計画に基
づき、一人一人の教育的
ニーズを踏まえた適切な
指導・支援がされている
ことを示す指標 

６ 学びのサポーターとの連携
等により、支援の充実を図
ることのできた学校の割合 92.0% 100% 

学校が把握している支援
の必要な子どもに対し
て、支援の充実を図るこ
とができている学校の割
合を示す指標 

１－４ 
誰もが安心
し て 学 び に
向 か う こ と
がで きる支
援の充実 

７ 「自分が安心して学ぶこと
ができている」と考えてい
る子どもの割合 

－ 100% 

一人一人のニーズに応じ
た多様な学びの場を確保
されていることを示す指
標 

８ 先生や家族以外にも相談で
きる大人がいると考えてい
る子どもの割合 

－ 90% 

子どもが悩みを相談でき
る相手の有無を示す指標 

基本的方向性２ 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、生涯にわたり学び続ける機会の拡充 
 ２－１ 

ふ る さ と 札
幌の特色を
生 か し 、 地
域 に 根 ざ し
た教育活動
の推進 

９ 「札幌っていいな」と感じ
ている子どもの割合 － 90% 

ふるさと札幌のよさを実
感している子どもの割合
を示す指標 

10 振り返りを通して、自分の
伸びや成長を感じることが
あると答えた子どもの割合 

72.6% 90% 

札幌らしい学校教育にお
ける学びや成長を実感し
ている子どもの割合を示
す指標 

２－２ 
家 庭 ・ 地 域
の教育力向
上を支援す
る取組の推
進 

11 家の人や地域の人に認めら
れたり、支えられたりして
いると感じることがある子
どもの割合 

－ 90% 

子どもの成長を促す家庭
や家庭の関わりを示す指
標 

12 家庭教育事業への参加が今
後の家庭教育に役立てるこ
とができると感じた人の割
合 

－ 90% 

家庭の教育力向上を示す
指標 
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２－３ 
多様な地域
資源を活用
し た 豊 か な
学びや子ど
もの成長を
支える取組
の推進 

13 地域学校協働活動に参加し
ている子どもの年間延べ参
加者数 

13,061
人 

53,000
人 

保護者や地域の方と連
携・協働した取組に参加
している子どもの数を示
す指標 

14 自分の学びや成長に学校以
外の様々な人が関わってい
ると感じている子どもの割
合 

－ 90% 

地域の人々との関わりを
通して、自己の学びや成
長を実感している子ども
の割合を示す指標 

２－４ 
生涯にわた
り学び、学ん
だ成果を生
か す こ と の
できる機会
の充実 

15 生涯学習をしている市民の
割合 76.2% 80% 

生涯学習活動を行ったこ
とがある市民の割合を示
す指標 

16 これまでに学んだ成果を生
かしているまたは今後生か
したいと考えている市民の
割合 

 － 80% 

生涯学習活動の成果を生
かしている、または今後
生かそうと考えている市
民の割合を示す指標 

基本的方向性３  社会の変化に対応した教育環境の充実 
 

３－１ 
安 全 ・ 安 心
な教育環境
の整備 

17 自分の学ぶ環境は、安全面
での配慮がされていると考
えている子どもの割合 

－ 100% 

自分の学ぶ環境は、安全
面での配慮がされている
と考えている子どもの割
合を示す指標 

18 市立園・学校におけるバリ
アフリートイレの整備割合 63.4% 100% 

環境整備が充実されたこ
とがわかる指標 

19 普通教室等へ冷房設備を整
備した市立園・学校の割合 0% 100% 

環境整備が充実されたこ
とがわかる指標 

３－２ 
教育 DX 推
進に向けた
教育環境の
整備 

20 情報の正しい活用の仕方を
考えて端末を使っている子
どもの割合 

－ 90% 
情報活用能力を身に付け
ようとしている子どもの
割合を示す指標 

21 授業や校務に ICT を効果的に
活用できると教員の割合 

81.9% 100% 

校務や授業にＩＣＴを活
用し、児童生徒の情報活
用能力の育成に向けた指
導ができると答える教員
の割合を示す指標 

３－３ 
子ども一人
一人の学び
を支え る教
職員の資質
向上と指導
体制の構築 

22 「教職経験に応じた研修」
における学びを生かして子
どもの学びの充実を図って
いると答えた教職員の割合 

－ 100% 

教職員が学んだことを主
体的に生かそうとする意
識を示す指標 

３－４ 
豊かな生活
に つ な が る
学びの環境
の充実 

23 自己の発育や健康に関心を
もつ子どもの割合 － 100% 

自己の発育や健康に関心
をもつ子どもの割合を示
す指標 

24 図書館の年間延べ来館者数 
2,258,324
人 

3,000,000
人 

図書館の来館者数を示す
指標 

25 図書館の利用登録がある市
民の割合 14.6% 25% 

市民の図書館の利用状況
を示す指標 
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１ 計画の策定検討経過 
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１ 計画の策定検討経過 

 
開催日 会議・内容等 

令和 ４ 年 ７ 月 １１ 日 

令和４年度 第１回 （仮称）第２期札幌市教育振興基本計

画の策定に向けた検討会議 

・札幌市教育振興基本計画の概要と振り返りについて 

令和 ４ 年 ９ 月 30 日 

令和４年度 第２回 （仮称）第２期札幌市教育振興基本計

画の策定に向けた検討会議 

・（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画の方向性につい

て 

・成果指標の方向性について 

令和 ５ 年 ６ 月 ７ 日 

令和５年度 第１回 （仮称）第２期札幌市教育振興基本計

画の策定に向けた検討会議 

・（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画の概要について 

・札幌市教育ビジョンについて 

令和 ５ 年 ７ 月 １１ 日 

令和５年度 第２回 （仮称）第２期札幌市教育振興基本計

画の策定に向けた検討会議 

・札幌市教育アクションプラン・成果指標について 

令和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 

子ども教育委員会会議 

・３つのテーマ（札幌市教育ビジョン、コミュニティ・スクー

ル、札幌市の芸術文化）についての討議 

令和 ５ 年 ９ 月  １ 日 

令和５年度 第３回 （仮称）第２期札幌市教育振興基本計

画の策定に向けた検討会議 

・計画素案について 

令和 ５ 年 ９ 月 ～ 
企画調整会議 

・第２期札幌市教育振興基本計画（案）について 

令和 ５ 年 １２ 月 25 日

～令和 ６ 年 １ 月 25 日 

市民意見募集 

・パブリックコメント及びキッズコメントの実施 

令和 ６ 年 ２ 月 ２６日 
教育委員会会議 

・第２期札幌市教育振興基本計画策定 

令和 ６ 年 ３ 月 計画公表 
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２ 第２期札幌市教育振興基本計画の策定に向けた検討会議 

 
本計画の策定に向けて、学識経験者や学校関係者、公募委員等で構成する「第２

期札幌市教育振興基本計画の策定に向けた検討会議」を開催し、計画案について、

幅広く意見交換をしていただきました。 
 

【令和４年度検討会議】 

（１）委員名簿 

区分 氏名（５０音順・敬称略） 所属・役職等（令和４年４月１日時点） 

保護者関係者 壽原 智子 札幌市 PTA 協議会 副会長 

学識経験者 

（特別支援教育） 
瀧澤 聡 北翔大学 教授 

学識経験者 

（学校教育全般） 
戸田 まり 北海道教育大学札幌校 教授 

学識経験者 

（生涯学習） 
和田 佳子 札幌大谷大学 教授 

 

 

（２）開催状況 

 開催日 主な協議内容 

第１回 令和 ４ 年 ７ 月 １１ 日 
・札幌市教育振興基本計画の概要と振り返りに

ついて 

第２回 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日 

・（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画の方向

性について 

・成果指標の方向性について 
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【令和５年度検討会議】 

（１）委員名簿 

区分 氏名（５０音順・敬称略） 所属・役職等（令和５年４月１日時点） 

公募委員 阿部 美子  

学校関係者 

（中学校） 
市川 恵幸 札幌市立厚別南中学校 校長 

地域関係者 岩谷 隆司 札苗連合町内会 会長 

学校関係者 

（高等学校） 
尾崎 茂樹 市立札幌藻岩高等学校 校長 

保護者関係者 壽原 智子 札幌市 PTA 協議会 副会長 

学識経験者 

（特別支援教育） 
瀧澤 聡 北翔大学 教授 

学校関係者 

（小学校） 
田中 義直 札幌市立発寒南小学校 校長 

学識経験者 

（学校教育全般） 
戸田 まり 北海道教育大学札幌校 教授 

学校関係者 

（特別支援学校） 
益満 等之 市立札幌豊成支援学校 校長 

幼稚園関係者 

（公立） 
松本 美和 札幌市立白楊幼稚園 園長 

幼稚園関係者 

（私立） 
丸谷 雄輔 札幌市私立幼稚園連合会 副会長 

民間有識者 

（経済界） 
武藤 大介 

サッポロビール株式会社北海道本部 

業務部長兼外食企画部長 

公募委員 守屋 俊甫  

学識経験者 

（生涯学習） 
和田 佳子 札幌大谷大学 教授 
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（２）開催状況 

 開催日 主な協議内容 

第１回 令和 ５ 年 ６ 月 ７ 日 

・（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画の概要

について 

・教育ビジョンについて 

第２回 令和 ５ 年 ７ 月 11 日 
・教育アクションプランについて 

・成果指標について 

第３回 令和 ５ 年 ９ 月 １ 日 
・（仮称）第２期札幌市教育振興基本計画（案）概

要版について 
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３ 子どもの意見聴取の取組 

 

子どもたちに計画を知ってもらい、子どもたちの意見を計画策定の参考にするため、

「子どもの手による子どもの意見聴取」及び「子ども教育委員会会議」を開催しました。 

 

（１）子どもの手による子どもの意見聴取 

  

市立札幌開成中等教育学校の生徒が、計画素案の内容を紹介する動画を作成しま

した。そして作成した動画を、札幌市内の全市立学校の児童生徒に観てもらい、計画

素案に対する意見を募集し、９０４名の方がアンケートに答えてくれました。 
 

動画作成者   

※開成中等教育学校学年順・敬称略 

平野 心都（１年）    山本 紗世（１年） 

永井 雄士（２年）    西野 成将（２年） 

安部 祥太朗（３年）  大島 七海（３年） 

陣内 直子（３年）   須藤 柊 （３年） 

葛西 日和（４年）   佐藤 和楓（４年） 

丸山 実桃（４年）   紺野 菜月（５年） 

鳴海 幸志朗（５年） 

 
 

 

 

 

 

ア 実施時期   

令和５年７月１３日（木）～７月３１日（月） 

 

イ 主な意見 

 

＜理想の学校とはどんな学校？＞ 

・笑顔あふれる学校。 

・子どもが中心となって意見を出し合える学校。 

・それぞれの個性を大事にして発揮できるところ。 

・家でもできる学習ではなく、学校ならではの学びがある学校。 

・オンライン登校することを自由に選べる学校。 

 

＜学校と地域がつながることについて＞ 

・地域の人との交流が少ないと感じていたのでこういう活動はどんどんしていってほ

しい。 

意見募集ポスター 
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・学校で行事があるときにも、地域の人に来てみてもらいたい。 

・大人との関係は、大人になってからもコミュニケーション力がつくから大切だと思う。 

 

＜文化芸術に興味をもつために＞ 

・見るだけでなく、自分でつくるとかの体験できるような芸術があったらいい。 

・学校の授業や行事で文化芸術に触れる取組をもっとしたらよい。 

・歴史的なものを生かした芸術的なイベントを開いてほしい。 

・学校で１つの大きな作品をつくったり、他の学校の作品をみたりするのがよいと思う。 

 

（２）子ども教育委員会会議 

 

市立学校の児童生徒から希望者を募り、1５名を「１日子ども教育委員」に任命し、

３つのテーマ（札幌市教育ビジョン、コミュニティ・スクール、札幌市の芸術文化）につ

いて、校種を越えた意見交換を行いました。会議は、市立札幌開成中等教育学校の

生徒が、準備から当日の進行などの運営を行いました。また、教育長、札幌市教育委

員４名もオブザーバーとして参加しました。 

 

企画・運営                     ※開成中等教育学校学年順・敬称略 

富樫 芙碧（２年）・中島 想羽（２年）・竹中ひなた（３年）・木下 彩弥（３年） 

井田 唯美（５年）・田隈 駿佑（５年）・叶野 萌栞（６年） 

 

 

ア 日 時  令和５年８月９日（水）10：00～12：00 

イ 場 所  札幌市教育委員会 ６階 A・B 会議室 

ウ 参加者  １日子ども教育委員 15 名、教育長、札幌市教育委員４名 

 

１日子ども教育委員                            ※学年順・敬称略 

長島 冬桜（福住小１年） 藤川 杏凜（新川小３年） 山中透真（平岸西小４年） 

早川 真矢（西小５年） 古川真莉明（桑園小５年） 前田誠之介（緑丘小５年） 

東 怜杏（栄東小６年） 加賀 慧（北九条小６年） 菊池 佳音（栄南小６年） 

熊倉 有花（北小６年） 上原知世（西岡北中１年） 白石 彩華（啓明中２年） 

竹田名奈（あいの里東中２年） 中川結理（北白石中３年） 三上 紅杏（柏丘中３年） 
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 子ども教育委員がそれぞれ興味をもったテーマごとに分かれて討議を行いました。

各グループで出てきた意見についての発表内容は以下のとおりです。 

 

■「教育ビジョン」グループ 

 

（発表内容）「理想の学校に向けてできること」 

 

・学校内でたくさんの人と交流する 

⇒高学年と低学年が一緒に活動できる機  

会を増やす。そのために委員会を全学年  

で行ったり、全学年で活動する企画を考 

える委員会をつくったりする。 

・デジタル化（クロムブックの活用） 

⇒デジタル教科書の導入。端末を使って家 

でも授業を受けられる。授業を録画し 

て、端末でみることができれば、学校を休んだときにみることができるし、学び直 

しもできる。 

・生徒の意見を大人に聞いてもらい認めてもらいたい 

⇒生徒中心の話合いを増やしたり、大人に相談できる機会をつくったりする。 

・誰でも学べる場所 

⇒小さい子から大人まで改めて学べる機会をつくる。普段、学校に来ることのない 

人でも来やすいように、自習室等をつくる。 

・みんな平等で平和な学校 

⇒多様性を認める⇒服装の男女の違いがないように制服を自由に選べるようにす

る。障がいのもっている方との交流を増やし、理解を深める。 

・過ごしやすい学校 

⇒エアコンをつけてほしい。涼しく学びやすい環境に。 

 

■「コミュニティ・スクール」グループ 

 

（発表内容）「地域の人たちに、どのようなことを応援してほしいか」 

 

・地域の方から話をきく 

⇒先生より詳しい分野を教えてもらう。様々な職業の話を聞き、夢をみつける。  

地域の歴史を知る。地域めぐり。昔の遊びを教えてもらう。 

・話をきくことから体験につながる 

  ⇒教わったことが学校での活動につながる。活動することで、学びが深まる。お店 

にポスターを貼ってもらい、学びを発信する。 

・地域の方との交流 

⇒学校に地域の方が自由に入ることができるようにする。地域の方も学校の授業 

に参加できるようにする。地域で生徒企画のイベントを行う。子ども主催のお祭 

りなど。地域の方も運動会に参加できる種目があったり、学校祭等の行事で装 
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飾を一緒に行ったりなど、学校行事を地域の人とつくる。地域のゴミ拾いなどボ 

ランティア活動を行う。 

 

■「文化芸術」グループ 

 

（発表内容）「子どもたちが文化芸術に興味をもつには」 

 

・学校で体験・見る 

⇒学校祭の製作時間を延ばしてつくりたい。学校の授業に専門家としてきて教えて

ほしい。見るだけでなく、自分たちも体験できる機会がほしい。低学年でも芸術

文化に触れる機会があるといい。学校での体験は、興味の有無に関わらず、み

んなが行うこと。家庭で行けないところでも行くことができる。 

・家庭で体験・見る 

⇒学校で美術館等に行くことにより、興味が 芽生え、家庭でも行くことのきっかけ

につながる。家庭で再び行くことは、子ども自身の理解が深まるだけでなく、子ど

もを通して、親の芸術文化の理解、興味にもつながる。家庭で行く機会を増やす

には、親子連れや小中学生の入館料を無料にする。 
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４ パブリックコメント・キッズコメント 
 

令和５年１２月２５日に第２期札幌市教育振興基本計画（案）を公表し、同日から令

和６年１月２５日まで、市民の皆様からのご意見を募集しました。あわせて、通常のパ

ブリックコメントと同期間で、キッズコメントとして、計画案の小中学生向けのパンフレ

ットを全市立小中学校に配布し、子どもからのご意見を広く募集しました。 

なお、ご意見の概要と、それに対する札幌市教育委員会の考え方については、別

冊「第２期札幌市教育振興基本計画 パブリックコメント意見集」、「第２期札幌市教

育振興基本計画 キッズコメント意見集」に掲載しています。 

 

(1)実施概要 
 

〇意見募集期間  令和５年 12 月 25 日（月）～令和６年１月２５日（火） 

 

〇意見募集方法  持参・郵送・ファックス・電子メール・札幌市公式ホームページ 

             ※キッズコメント：一人一台端末活用（新規） 

〇資料の配布場所 

・札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー ・各区役所（総務企画課広聴係） 

・各まちづくりセンター                 ・ふれあいパンフレットコーナー 

・札幌市教育委員会（生涯学習部総務課）        ・札幌市公式ホームページ 

・各市立図書館（中央図書館、各地区図書館、えほん図書館、図書・情報館） 

・札幌市生涯学習センター（ちえりあ） 

 

（２）意見内訳 

〇意見提出者数・意見件数 

〈パブリックコメント〉６人・２４件  〈キッズコメント〉805 人・1,027 件 

 

〇年代・学年別内訳 

パブリックコメント 

年代 ５０代 ６０代 不明 合計 

人数 ２ ２ ２ ６ 

件数 ９ ５ １１ ２４ 

 

キッズコメント 

学年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 合計 

人数 １２ １ ３１ ３５ ５０ ２７ ３３０ １７８ １４１ ８０５ 

件数 １５ １ ４１ ４２ ５０ ２８ ４６９ １９６ １８５ 1,027 
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〇意見内訳（キッズコメント） 

分類 件数 構成比 

第  １章 第２期札幌市教育振興計画の策定について 0 0.0% 

第 ２章 教育を取り巻く現状と課題 0 0.0% 

第 ３章 第２期札幌市教育ビジョン 1 0.1% 

第 ４章 1,026 99.9% 

 基本的方向性 1 117 11.3% 

施策 1-1 主体的に考え行動する力を育む教育活動の推

進 

54 5.2% 

施策 1-2 豊かな人間性や社会性を育む教育活動の推進 ４３ 4.1% 

施策 1-3 多様な教育的ニーズに応じた教育の充実 1 0.1% 

施策 1-4  誰もが安心して学びに向かうことができる支援

の充実 

19 18.5% 

 基本的方向性２ 52 5.0% 

施策 2-１ ふるさと札幌の特色を生かし、地域に根ざした

教育活動の推進 

２４ 2.3% 

施策 2-2 家庭・地域の教育力向上を支援する取組の推

進 

9 0.8% 

施策 2-３ 多様な地域資源を活用した豊かな学びや子ど

もの成長を支える取組の推進 

１８ 1.7% 

施策 2-4 生涯にわたり学び、学んだ成果を生かすことが

できる機会の充実 

１ 0.1% 

 基本的方向性 3 １９６ 19.0% 

施策 3-1 安全・安心な教育環境の整備 72 7.0% 

施策 3-2 教育 DX の推進に向けた教育環境の整備 106 10.3% 

施策 3-3 子ども一人一人の学びを支える教職員の資質

向上と指導体制の構築 

8 0.7% 

施策 3-4 豊かな生活につながる学びの環境の充実 10 0.9% 

第 ５章 0 0.0% 

その他（関連施策なし） 246 23.9% 

感想等 ４１５ ４０．４% 

  0.0% 

合計 1,027 １００.0% 

 

 

 



- 84 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 85 - 
 

表紙デザイン 

 
表紙デザインは、2024 年３月現在、市立札幌平岸高等学校デザインアートコー

ス在籍の木下 結心さんの作品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期札幌市教育振興基本計画 

【札幌市教育ビジョン・札幌市アクションプラン（前期）】 

 

2024 年３月発行 

＜編集・発行＞ 

札幌市教育委員会生涯学習部総務課教育政策担当 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西２丁目ＳＴＶ北２条ビル５階 

電話番号（011）211-3829 ファックス番号（011）211-3828 

パズルのピースを題材に繋がりをイメージして制作しまし

た。交流、歴史、文化、自然、食など、様々な札幌のモチー

フをパズルのピースにいれることで多くのものから私たち

は成り立っていると、札幌市が目指す『自立した札幌人』

を私なりに解釈して描きました。 

完成版表紙デザインを挿入 





 

 

 

 

 

 

 

第２期札幌市教育振興基本計画（案） 

パブリックコメント意見集 
～いただいたご意見と札幌市教育委員会の考え方～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市教育委員会 

  

参考資料１ 
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札幌市教育委員会では、「第２期札幌市教育振興基本計画」（案）について、市民の皆

様からのご意見を募集いたしました。この資料は、市民の皆様からいただいた意見の概

要と、意見に対する教育委員会の考え方をまとめたものです。市民の皆様から寄せられ

た貴重なご意見を参考にしながら、今後の教育施策を推進してまいります。 

たくさんのご意見を提出していただき、誠にありがとうございました。 

 

１ パブリックコメント実施概要 
 

（１）意見募集期間 

令和５年 12 月 25 日（月）～令和６年１月 25 日（木） 

（２）意見募集方法 

持参・郵送・ファクス・電子メール・札幌市公式ホームページ 

（３）資料の配布場所 

◆ 札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー 

◆ 各区役所（総務企画課広聴係） 

◆ 各まちづくりセンター 

◆ ふれあいパンフレットコーナー 

◆ 札幌市教育委員会（生涯学習部総務課） 

◆ 各市立図書館（中央図書館、各地区図書館、えほん図書館、図書・情報館） 

◆ 札幌市生涯学習センター（ちえりあ） 

◆ 札幌市公式ホームページ 

 

２ 意見内訳 
 

（１）意見提出者数・意見件数 

６人・24 件 

 

（２）年代別内訳 
 

年代 
19 歳 

以下 
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 

70 歳 

以上 
不明 合計 

人数（人） ０   ０ ０ ０ ２ ２ 0 ２ ６ 

件数（件） ０ ０ ０ ０ ９ ５ 0 11 24 

 

（３）提出方法別内訳 
 

提出方法 持参 郵送 ファクス 
電子 

メール 

ホーム 

ページ 
合計 

人数（人） 0 0 1 5 0 6 

構成比（％） 0 0 16.7 83.3 0 100％ 
＊表中の内訳数値は、小数第２位を四捨五入しています。 
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３ 意見概要 

 

ご意見の概要 札幌市教育委員会の考え方 

基本的方向性１ 一人一人が自他のよさや可能性を認め合える学びの推進 

施策１－２ 豊かな人間性や社会性を育む教育活動の推進 

人権教育を推進するために、人権学習

や平和学習等を重視したバス利用補助

を行ってほしい。 

例えば、アイヌ民族に関する学習については、市

民文化局によるアイヌ伝統文化振興事業体験プ

ログラムにおいて、多くの小学校がピリカコタン

を利用しております。バス利用の補助ができて

いる事業は十分ではないものの、例えば、教育

委員会によるアイヌ教育相談員の派遣やアイヌ

民具（トンコリ等）の貸出、市民文化局による「平

和へのメッセージ」の募集や「札幌市平和訪問

団」の派遣、「札幌市平和のつどい」の開催、被爆

体験語り部の派遣等、校外学習のみならず、体

験的な学習等を通して、子どもたちが人権や平

和について考える事業を実施しています。 

子どもの権利について、教員や保護者

など大人が理解する研修を重視すべ

き。 

札幌市では、教職員向けの研修として、新任管

理職研修や初任段階における研修などで子ども

の権利に関する講義を行ったり、教育センター

専門研修において、学校生活に困りを感じてい

る子どもの理解と支援などについての講座を設

けたりして、子どもの権利の理念について、理解

を図っています。 

人権を学校教育の基盤とするからに

は、「大人による子どもの権利学習の

日（子どもの権利について学ぶ日）」を

設定してほしい。 

札幌市では、人間尊重の教育を学校教育の基盤

とし、これまでも、子ども一人一人が「自分が大

切にされている」と実感できる学校づくりの在り

方について、教職員自らの意識の向上を図るこ

とを目的として、市立の全園・学校を対象に「人

間尊重の教育」フォーラムを開催しております。

今後は内容と共に、参加範囲についても更に検

討を進めてまいります。 

また、「人間尊重の教育ガイドライン」を作成し、

人間尊重の意識の向上を図るにあたり、子ども

の権利に関する学習の推進について、取組のポ

イントや参考資料等を掲載しております。今後

も、子ども未来局と連携を図りながら、更に推進

してまいります。 

「思いやり」や「優しさ」があることより

も、勇気を持って行動することのほう

が大切であり、障害があっても、年を

取っても、人のために行動でき、喜び

を実感することができる人に育ってほ

本市では、学校教育の基盤として「人間尊重の教

育」を位置付けており、子どもが互いを尊重し、

支え合いながらよりよく生きようとする態度を

育むとともに、他者を思いやる心などの「豊かな

心」の育成を進めています。 
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しい。 道徳教育においては、自己の生き方を考え、主

体的な判断の下に行動し、自立した人間として

他者とよりよく生きるための基盤となる道徳性

を養うことをねらいとしています。「特別の教科 

道徳」を要として、適切な行いを主体的に選択

し、実践することができる力を育むため、学校の

教育全体を通じて道徳教育の充実を推進しま

す。 

障がいについて理解する授業では、困

ったことが増える、負担が広がるとい

った引き算の理解ではなく、一見マイ

ナスに見えることも、プラスが必ずあ

るという足し算の理解で子どもたちに

教えてほしい。 

札幌市では、人間尊重の教育を学校教育の基盤

としており、「みんな違う」を原点として、子ども

一人一人が「自分が大切にされている」と実感で

きる学校づくりを推進しています。いただいた

ご意見のとおり、自他のよさや可能性を認め、生

かし合う意識の醸成が大切だと考えています。 

日常生活における、障がい者との生活

の工夫などを子どもたちに見せてほし

い。 

障がい者に対して、特別扱いではなく

公平性を担保するために必要なことを

行っていること伝えてほしい。 

各種イベントの企画段階で、障がい児

が参加することを想定してほしい。 

現在、本市の園・学校においては、障がいの有無

にかかわらず、できる限り共に学び合う機会を

大切に育んでいくために、特別支援学級の子ど

もと通常の学級の子どもが互いふれ合い、学び

合うことを目的とした「交流及び共同学習」を実

施しております。また、障がいのある子どもが、

他の子どもと平等に教育を受けていくために必

要な変更・調整を行う「合理的配慮」の提供を行

い、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支

援の充実に努めております。教育委員会といた

しましては、今後も子ども同士が共に支え合い、

高め合うことのできる教育環境の整備を進める

とともに、障がいのある子どもがイベント等に安

心して参加できる企画・運営に努めてまいりま

す。 

性教育を全ての子どもに、それぞれの

理解に合わせて行ってほしい。防災教

育として、生理用品について性別問わ

ず伝え、必要な生理用品を学校に設置

してほしい。 

各学校では、学習指導要領に基づき、保健や特

別活動などの学習において性に関する学習を行

うほか、必要に応じて個別の指導や相談を行っ

ており、今後も個に応じた指導を続けていきま

す。また、札幌市では、「産婦人科医師及び助産

師による講師派遣事業」を実施しており、２年間

ですべての中学生を対象に専門家と共に学べる

機会を設けております。防災教育の視点も含め

た指導及び対応については、重要な視点と考え

ますので、いただいた意見を参考にさせていた

だきます。 

炊事は女性、力仕事は男性といったス

テレオタイプな理解をさせず、幼少期

から男女協働参画目線での防災教育

を実施してほしい。 

防災教育においては、災害発生時には性別や年

齢、障がいの有無に関わらず、互いに協力し助け

合うことの大切さを学びます。これからも、子ど

もの発達の段階に応じた系統的な指導を行い、

子どもが自ら適切に判断し、主体的に行動する
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力を育む防災教育の充実を図っていきます。 

施策 1-３ 多様な教育的ニーズに応じた教育の充実 

通常学級における支援が必要な生徒

の割合が高まっているため、通常学級

の担任の負担を軽減してほしい。 

平成 20 年度から、通常の学級に在籍する特別

な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、学

びのサポーターが学校生活上の支援を行ってお

り、学校運営体制の充実に取り組んでおります。 

サポーターの配置に当たっては、各校の運用実

態を踏まえた活動時間数の個別調整等によって

実効性の向上を図っていますが、今後も必要な

検討をつづけてまいります。 

また、教員定数の拡充や学級編制の標準の改善

については、継続して国に働きかけていきます。 

施策 1-4 誰もが安心して学びに向かうことができる支援の充実 

学校内において香害に悩む児童生徒

の把握のために、年度初めの健康調査

に、「柔軟剤のニオイで具合が悪くなる

か」という項目を、全ての学校で追加し

てほしい。 

各学校における健康調査の内容につきまして

は、学校ごとに検討している状況でありますが、

今回いただいた御意見については今後の参考と

させていただきます。 

中学校、高等学校、幼稚園に受動香害

のない特別支援病弱クラスを開設して

ほしい。 

小学校及び中学校における特別支援学級の開

設については、校区に在住する幼児児童生徒の

保護者の要望に基づき検討を行っております。

また、病弱・身体虚弱特別支援学級の対象児童

生徒の該当の有無については、特定の疾患名に

関わらず国の基準に基づき、札幌市学びの支援

委員会において判断を行います。 

制度上、幼稚園は特別支援学級を設置できませ

ん。また、高校は特別な教育課程を編成する特

別支援学級を設置できません。 

香害で具合が悪くなる子や化学物質

過敏症を予防したい子を、他の子ども

たちと分け空間分離する学級編成をし

てほしい。 

各学校では、化学物質過敏症はもとより、様々

に配慮が必要な子どもの状況に合わせて学級編

成を行うとともに、必要に応じて個別の対応を

行っております。また、学級編成については、「公

立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数

の標準に関する法律」で定められている１学級当

たりの児童生徒数や、配置される教職員数を踏

まえ、可能な限り配慮していきます。 

基本的方向性２ 学校・家庭・地域総ぐるみで育み、 

生涯にわたり学び続ける機会の拡充 

施策２－１ ふるさと札幌の特色を生かし、地域に根ざした教育活動の推進 

オリンピック・パラリンピック教育は、

スポーツの価値や共生社会の理解とい

オリンピック・パラリンピック教育は、スポーツの

意義や価値への理解を深めること等を目的とし



- 5 - 

 

ったプラス面だけではなく、膨大な経

費等、開催にあたるマイナス面も子ど

もたちに伝え、負の側面も考えさせる

力を身に付けさせることが必要と考え

る。 

て実施しており、学習指導要領にも記載されて

おります。その中では、ドーピングやスポーツに

携わる者がからむ不祥事などの問題を取り上げ

る事例もあり、こうした学びを通して、社会の課

題の発見や解決に向けて主体的に関わっていく

ことにつながる資質・能力の育成を図っていき

ます。 

施策２－３ 多様な地域資源を活用した豊かな学びや 

子どもの成長を支える取組の推進 

義務教育の大切な初期段階である小

学校の学校図書館にこそ、学校司書が

必要であり、「開放司書」やボランティ

アでは肩代わりできない役割である。

「小学校への学校司書配置」を早期に

実現していただきたい。 

現在、小学校では開放司書や学校図書館ボラン

ティアをはじめとする、多くの保護者や地域の

方々が関わってくださり、効果的な読書活動に

向けた取組を進めていただいております。一方、

小学校に学校司書を配置することにより、学校

図書館環境整備、読書の促進、学習準備や授業

支援、子どもへの支援、選書、学校図書館の子ど

もの居場所機能等の一層の充実が期待できるこ

とから、今後も小学校への学校司書の配置に向

けた検討や取組を進めてまいります。 

本来、司書教諭には、学校図書館全体

としての指針や方向性を決め、校内の

学校図書館の全体計画など諸計画を

立てて推進する役割があるため、管理

職や司書教諭への研修を充実させて

ほしい。 

毎年、司書教諭及び学校司書等向けの「司書教

諭等研修」を開催しています。学校図書館の運

営・活用等に関する研修を実施することにより、

実践的能力の向上と学校図書館の一層の充実

を図っているところです。 

また、札幌市の教職員誰もが、オンデマンド研修

において、学校図書に係る動画を視聴すること

ができます。司書教諭の役割や学校図書館の管

理運営や環境整備に関わる内容に加えて、子ど

もが読書に親しむ取組について学ぶ場も提供し

ているところです。 

今後も、研修内容を見直し、司書教諭等のニーズ

に合った研修を継続して開催してまいります。 

施策 2-4 生涯にわたり学び、学んだ成果を生かすことができる機会の充実 

学校教育終了後の障がい者の居場所

を作ってほしい。 

地域とのつながりづくり、生涯学習関

係施設等のバリアフリー化を進めてほ

しい。 

 

 

 

 

本市では、特別支援学校等を修了した知的障が

いのある方が、社会で自立して生きるために必

要となる力を身に付け、心身が充実した豊かな

生活を送ることができるよう、多様な学びの機

会を提供する「成人学級」を開設しております。

今後も、障がいのある方の社会生活に必要な学

びや、情報交換等を通した不安軽減につなげる

ため、多様な学習機会の提供に努めてまいりま

す。 
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 市内の生涯学習施設をはじめとしたさまざまな

場で、世代間交流や地域住民同士の交流の機会

を設けるなど、地域のつながりづくりを育む取

組を行っております。また、生涯学習関係施設の

バリアフリー化については、建築物の新築時や

保全改修の法や条例の基準にあわせて進めてお

ります。今後も引き続き、地域住民同士のつなが

りや関わり合いの機会の充実や、誰にとっても

利用しやすい環境の整備に努めてまいります。 

基本的方向性３ 社会の変化に対応した教育環境の充実 

施策３－１ 安全・安心な教育環境の整備 

PM2.5 濃度が高い日に、屋外で激し

い運動を行うことは、反って健康を害

する恐れがあるため、PM2.5 濃度が

高くなりやすい気象条件の場合には、

市から各学校に、屋外での体育の授業

や部活動は控えるように通達すべきで

ある。 

PM2.５が高濃度で観測された場合には、市か

ら報道機関あてお知らせするとともに、教育委

員会を通じて各学校へ注意喚起を行う体制を取

っております。また、高濃度時の体育の授業や部

活動等については、各学校において安全に実施

できるかを判断して行っております。 

義務教育学校や統廃合の進行状況が、

学校現場には届かない。早めに情報が

ほしい。 

義務教育学校や学校規模適正化の取組を具体

的に進める際には、地域の皆さまを対象に説明

会を開催したうえで、地域や保護者、学校関係者

等で構成する検討委員会を開催し、慎重に検討

を進めております。その検討状況につきまして

は、地域の皆さまへ広く周知するとともに、意見

募集を実施しております。今後取組を進める地

区においても、丁寧な周知を心掛けるとともに、

地域の皆さまからご意見を賜りながら、慎重に

検討を進めてまいります。また、関係校以外の学

校との情報共有のあり方について検討してまい

ります。 

施策３－２ 教育 DX 推進に向けた教育環境の整備 

義務教育段階の子どもたちにおける

SNS を含めたインターネット上の書き

込みは、原則禁止すべきである。 

先生のパソコンのパスワードが子ども

に盗み見され、情報漏洩された報道を

目にしたことがある。パソコン歴の短

い教員は、極力、授業でパソコンを用

いないようにして、ネットトラブル予防

に努めるべきである。 

生徒の個人情報の管理を徹底するた

め、教職員が自宅にデータを持ち帰る

子どもたちが使う１人１台端末は、学習道具の一

つとして活用することを目的としており、ネット

モラルについて学ぶことができるアプリ等も用

いて、継続的に情報リテラシーを高める取組を

行うとともに、不特定多数の人が閲覧できる

SNS 等の使用や閲覧は Web フィルタリング等

で制限しています。 

一方、先生方が成績等を取り扱う端末と学習で

使用する端末は別のネットワークで構成されて

おり、児童生徒の端末から成績情報等を閲覧す

ることはできません。 
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のは原則禁止すべきである。 また、教職員が自宅に児童生徒の個人情報等が

入った情報記憶媒体や端末を持ち帰ることは原

則禁止しています。 

子どもたちが活躍する未来の社会では、ICT は

欠かせないものになっていると考えられます。

まずは教職員自らが、学校教育において情報活

用能力の育成を目指す意義等の理解を深めるこ

とが重要であることから、毎年度情報セキュリテ

ィに関する研修を義務付け、ネットトラブルの予

防に努めるとともに、端末を効果的に活用でき

るよう取組を進めているところです。 

施策３－３ 子ども一人一人の学びを支える 

教職員の資質向上と指導体制の構築 

学級の生徒数３５人以下を中学校にも

早急に導入してほしい。 

学級編制の標準は、「公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に

より定められており、その改善については継続

して国に働きかけていきます。  

教科の持ち時数を考慮した教員配置

をすべき。 

今後も、教科ごとの授業時数を考慮した適切な

人事配置に努めていきます。また、教員の持ちコ

マ数軽減など学校の働き方改革を進めるため、

教員定数の拡充については今後も様々な機会を

通じて国に働きかけていきます。 

新卒の持ち時数の制限を行ってほし

い。 

学校の教員定数を決める際に、新卒分

を考慮し、学校に指導育成の余裕を保

証してほしい。 

新採用教員の育成のため、経験豊富な教員によ

る巡回指導を行っています。今後も学校のサポ

ート体制の充実に向けて、検討を進めていきま

す。 

その他（計画全般に関わることなど） 

子どもが余裕をもって毎日生活し、自

分の趣味に没頭したり、学校以外で人

とつながる時間を設けることができ、

地域のイベントに参加したりして新し

い人間関係の構築する時間を確保す

るため、登校時間を前倒ししてほしい。 

各学校では、子どもたちの健康とともに、年間で

決められている授業時数や放課後の活動時間、

下校時間等についても配慮しながら日課を決め

ています。また、現在、学校と地域が力を合わせ

て、多様な学びを実現する仕組みをつくろうと

考えています。その仕組みを利活用することで、

よりよい放課後の活動等の在り方が見付かるか

もしれませんので、いただいた意見を参考にし

たいと思います。 
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【参考】 

パブリックコメントと併せてキッズコメント（小学生・中学生向けのパブリックコメン

ト）を実施しました。子どもたちからいただいたご意見と、それに対する札幌市教育委員

会の考え方を、一部紹介します。なお、いただいた全てのご意見は、下記ホームページで

ご覧いただけます。 

◆ https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/shinko_keikaku2/shinko_keikaku2.html 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

クロームブックを使った授業を増やしてほし

い。 

タイピング練習などができる環境があると良

い。 

（同意見 19 件／類似意見７件） 

１人１台端末を学習道具の一つとして効果的に活用し、学習

のねらいが達成できるような授業とすることが大切です。その

ためにはどうしたらよいか、先生と一緒に考えてほしいと思いま

す。 

また、インターネット上にはタイピング練習用の web サイトがた

くさんあり、クロームブックから使用できるものも多くありますの

で、自分に合ったものを選択して活用してみてはいかがでしょ

うか。 

全ての教科をデジタル教科書にしてほし

い。 

（同意見１０件／類似意見１件） 

現在、デジタル教科書を試験的に導入しながら、その効果や

活用方法について検証を進めているところです。紙の教科書

とデジタル教科書のそれぞれによさがあるため、すぐに紙の教

科書がなくなるということにはならない見通しですが、うまく活

用することで、持ち運びの負担軽減も可能になると考えていま

す。 

エアコンを全教室に設置してほしい。 

（同意見２０件） 

エアコンを早く設置してほしい。 

（同意見３８件） 

夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことができる環境の

確保は重要だと考えており、令和９年度までに市立幼稚園・

学校の普通教室等に壁掛けエアコンを整備していきます。 

なお、普通教室等への壁掛けエアコン整備は、電気設備の改

修など大掛かりな工事が必要であり、全校整備には相当の時

間がかかることから、緊急的な対応として令和６年夏に間に合

うよう保健室にエアコンを整備するほか、普通教室や特別支

援学習室に移動式エアコンを導入します。 

校則を減らしてほしい。 

（同意見４３件／類似意見６件） 

学校では、地域や児童生徒の実態に合わせて、生活のきまり

を定めています。その内容について疑問に思うことがあれば、

きまりが定められている理由を考えてみてください。その上で、

きまりを変える必要があると思った時には、友達にも意見を聞

くなどして、新たなきまりを提案し、改善することもできると思い

ます。そのような取組の方法については、先生方に相談して

みてください。自分たちの手でよりよい環境を作っていく気持ち

をこれからも大切にしてください。 

黒板をホワイトボードにしてほしい。 

（同意見１９件） 

ホワイトボードについては、照明の反射や更新寿命が短いなど

の理由から設置していないですが、良好な教育環境を整備す

ることは重要だと考えており、今後、電子黒板や学習用端末

など教育環境の変化に応じて必要な整備を進めていきます。 

居残りして勉強できる自習室を作ってほし

い。 

（同意見１０件／類似意見３件） 

放課後の学校の時間をフリーにして、好き

なことや仲間と取り組む時間があるといい。 

放課後に学習・活動できる場所や時間を作ってほしいとのこと

ですが、先生方は、部活動や委員会活動などの指導を行っ

たり、授業や学校行事などの準備を行ったりするなど、様々な

業務があり、放課後活動の安全管理等を含め、学校の力だけ

では、実現は簡単ではないと思います。 

そこで、現在、学校と地域が力を合わせて、多様な学びを実

現する仕組みをつくろうと考えています。もしかしたら、その仕

組みをうまく活用すれば、実現できる方法があるかもしれませ

んので、いただいた意見を参考にしたいと思います。また、自

分からもその思いを学校に届けてみてください。  

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/shinko_keikaku2/shinko_keikaku2.html
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第２期札幌市教育振興基本計画（案） 

 キッズコメント意見集  

～いただいたご意見と札幌市教育委員会の考え方～ 

（小学生・中学生の皆さんへ） 

 

札幌市教育委員会では、これから札幌市の教育をどのように進めていくかを決めるた

めに、「第２期札幌市教育振興基本計画」の案を作り、令和５年 12 月 25 日から令和６

年１月 25 日までの期間、皆さんから意見を募集しました。 

この資料は、皆さんからいただいた意見の主な内容と、その意見に対する札幌市教育

委員会の考え方をまとめたものです。 

皆さんからいただいたご意見は、どれも素晴らしく、参考になるものばかりでした。

札幌市の教育が、皆さんにとってよりよいものになるように、これからも様々な取組を

進めていきます。 

 

合計 805 人から 1,027 件のご意見をいただきました！ 

学年別内訳 

学年 
小学生 中学生  不

明 
合計 

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ 

人数

（人） 
12 1 31 35 50 27 330 178 141 0 805 

件数

（件） 
15 1 41 42 50 28 469 196 185 0 1,027 

※ フォーム登録１回につき一人と数えています。複数ご意見をいただいた場合はその分意見数を計上しています。 

  

～保護者の皆様へ～ 

 この資料は、「第２期札幌市教育振興基本計画」の案に対し、子どもたちから寄せられたご意見の

概要と、それに対する札幌市教育委員会の考え方をまとめたものです。ぜひ、お子様とご一緒にお

読みください。 

 なお、大人の方々からいただいたご意見と、それに対する札幌市教育委員会の考え方は、下記ホ

ームページにてご覧いただけます。 

◆ https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/shinko_keikaku2/shinko_keikaku2.html 

 

参考資料２ 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/shinko_keikaku2/shinko_keikaku2.html
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寄せられた主な意見と札幌市教育委員会の考え方 

  

第３章 第２期札幌市教育ビジョン 
１ 札幌市の教育が目指す人間像 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

「自立した札幌人」のテーマは抽象

的なので、もっと小中学生が思い浮

かべやすいものにしてほしい。 

「自立した札幌人」に込めた思いは、本書で詳しく

説明しています。また、札幌市の教育が目指す人

間像「自立した札幌人」のほか、具体的にどのよう

なことに取り組むのかを、子どもたちにもわかり

やすく解説したキッズパンフレットを作成します。 

 

第４章 第２期札幌市教育アクションプラン（前期） 
１ 基本施策 

基本的方向性１ 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

施策 1-1 主体的に考え行動する力を育む教育活動の推進 

授業では、練習プリントのみではな

く、分かりやすい解説プリント等を

作ってほしい。 

札幌市では、「ドリルパーク」という学習アプリを導

入しており、様々な問題に取り組んだり、詳しい解

説を確認しながら学習を深めたりするなど、自ら

家庭学習を進めることが可能となっていますの

で、学校の先生にも相談しながら活用を進めてみ

てはいかがでしょうか。 

勉強が苦手な子どもも進んで学習

に取り組むことができるやり方があ

るといい。 

人はそれぞれに違いがあり、どんな人でも進んで

取り組める方法があるわけではありません。自分

には、どんな学習方法があっているかについて、

もう少し考えてみてください。困ったときには、周

りの大人に相談すると、よいアドバイスをもらえる

と思います。 

答えが分からない人に教える時間

があるといい。 

学習につまづいている人への声掛

けや、生徒同士の教え合いを大切に

してほしい。 

（類似意見３件） 

学習の理解を広げたり、深めたりする上で、生徒

同士の学び合い（協働探究）はとても大切です。札

幌市では、これまでも分かる・できる・楽しい授業

づくりの充実を図ってきましたが、今後も一人一

人の学習状況に寄り添い、授業の中で学び合いの

場を設定できるよう、各学校で取り組んでいきま

す。 
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漢字の書き順を覚えることができ

る教材を作ってほしい。 

筆順に関心をもって漢字の学習を進めていくこと

は、文字を正しく整えて書く力を養うことにつなが

ります。筆順は、書写の学習で基本的な原則につ

いて学びます。反復練習や丸暗記だけで筆順を覚

えるよりも、基本的な原則を理解し活用していくこ

とで、新しく学習する漢字の筆順を推測できるよ

うになるなど、漢字の学習の幅を広げていくこと

が大切だと考えます。 

なお、札幌市では、「ドリルパーク」という学習アプ

リを導入しており、なぞり書きの練習で筆順も学

ぶことができるので、筆順の原則を活用しながら

挑戦してみてください。 

整理整頓を学ぶ授業をしてほしい。 整理整頓は、５年生の家庭科の授業で学習します

が、それ以外の教科や学校生活や日常生活を通し

て、学び、身に付けていくことです。学校だけでは

なく家庭や地域の様々な人に相談をしながら学ん

でほしいと思います。 

習熟度別クラスの授業をしてほし

い。 

（同意見３件） 

テストでよい点を取るということだけを目的とす

るのであれば、習熟度別の学級で学んだ方がよい

という面もあるかもしれませんが、世の中には、テ

ストのように、あらかじめ答えが決まっている問題

だけではなく、答えが決まっていない問題がたく

さんあります。また、多様な他者とともに、それぞ

れの良さを生かしながら、力を合わせて、よりよい

社会をつくっていく必要があります。児童生徒の

皆さんには、様々な学びを通して、未来の予測が

困難な時代の中を生き抜く力を付けてほしいと考

えています。 

学校のイメージを、辛くてつまらな

いイメージから、楽しいイメージに

変えてほしい。 

今勉強することが大切であること、

学習だけではなく、生活の中での学

び（手伝いなど）も大切であること

を伝えてほしい。 

（同意見１件／類似意見２件） 

学校は、「みんな違う」多様な人からなる小さな共

同社会です。皆さんには、そのような学校におい

て、教科等における学習だけでなく、あらゆる教育

活動を通して、自分らしく生きていくことや、自分

とは違う他者と共に生きていくことを学んでほし

いと願っています。 

札幌市では、自ら疑問や課題をもち、主体的に解

決する「課題探究的な学習」と、よりよい学校づく

りについて、自分たちの問題を自分たちで解決に

向けて責任をもって取り組む「さっぽろっ子自治

的な活動」を二本柱として推進しています。自分の
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「～したい」を実現していくことは本来楽しいはず

です。みんなが「通いたい」と思える楽しい学校を

一緒に創り上げていきましょう。 

運動機会を増やすために、体育の授

業を増やしてほしい。 

（同意見２件） 

各学校では、国が定める「学習指導要領」に基づい

て、１年間の授業計画を立てています。他の教科と

の兼ね合いもあり、特定の授業だけを増やすこと

は難しいですが、運動の機会を充実させるための

工夫については、生徒会活動などの自治的な活動

と関連付けるなどして、先生に相談をしてみてく

ださい。 

算数の少人数授業を継続してほし

い。 

これまで、札幌市では、高学年の算数の授業を少

人数で行う「にーごー」の取組を進めてきました。 

今後は、小学校の全学年で少人数学級が実現する

ことから、これまで「にーごー」で大切にしてきた、

みんなで思考力を高める授業を、学級単位で進め

る「beyond」という取組に発展させていきます。 

英語で会話する機会を増やしてほし

い。 

（類似意見１件） 

文部科学省が基準として示している学習指導要領

における外国語科の目標の中にも、「考えたことや

感じたこと、その理由などを、簡単な語句や文を

用いて述べ合うことができるようにすること」と明

記されています。即興のやり取りの力はとても大

切で、これからもその力が身に付くような授業の

充実や授業外での機会創出に向けて、札幌市内の

英語科の先生と一緒に考えていきます。皆さん

も、日常生活で機会を見つけて、積極的に英語で

会話してほしいと思います。 

英語だけでなく、韓国語や中国語な

ど他の言語を学べる機会を作って

ほしい。 

（同意見２件） 

多くの国で英語が使われており、全国的に見て

も、英語以外の外国語の科目を開設している公立

中学校は数校しかありません。英語以外の言語に

も興味があることは、素晴らしいことですので、積

極的に勉強したり交流の機会に参加する等してほ

しいと思います。なお、高等学校では、英語以外の

外国語の科目を開設している学校がありますの

で、進路先を検討する際の参考にしてください。 

ALT の先生と勉強できる機会を増

やしてほしい。 

（同意見６件） 

外国の文化に触れながら、英語で伝え合う力を高

められるように、ALT の授業の充実を図っていき

ます。 

発音に慣れたり、声を出すことのた

めらいをなくすため、ALT の授業を

早い段階から英語に慣れ親しむために、３、４年生

の外国語活動では、すべての授業で ALT と一緒
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小学１年生から行ってほしい。 

（類似意見１件） 

に活動することができるようになります。 

ALT の人数を増やしてほしい。 

（同意見２件） 

今後、ALT の人数を増やしていく予定です。これ

により、小学３～６年生の授業でより多くの時間、

一緒に学べるようになります。 

外国語担当の先生と ALT との間で

上手く連携が取れるともっと有意義

な授業になると思う。 

子どもが英語で自分の考えや思いを伝え合う「言

語活動」を通した授業づくりにおいて、ALT の効

果的な活用を図ることができるよう、英語教員や

ALT を対象とした研修を実施していきます。 

ある程度日本語を理解でき、話せる

ALT を育成してほしい。 

（同意見６件／類似意見７件） 

ALT は、研修を通して、授業力や子どもとの関わ

り方などを学んでいます。言葉の壁を乗り越えて、

授業以外の給食や休み時間等にも、ALT に話しか

けてみてください。 

特別支援学級にも ALT の先生が来

てほしい。 

特別支援学級においても、ALT と一緒に学ぶこと

ができますので、先生に思いを伝えてみましょう。 

将来、必須となる職業を体験できる

取組があるといい。 

（類似意見１件） 

札幌市では、夏期・冬期休業中に職業体験ができ

る「進路探究学習オリエンテーリング」事業を実施

していますので、皆さんの興味・関心に応じて応募

してみてください。また、「将来必須になる職業」が

どのようなものを指すのかについて、是非教えて

ほしいと考えています。札幌市では、今後も、皆さ

んの期待に沿うことができるような職業体験プロ

グラムの企画について検討を重ねていきます。 

施策１-2 豊かな人間性や社会性を育む教育活動の推進 

一人一人がお互いを認め合い、家庭

や見た目などで差別しない教育が

大切だと思う。 

（類似意見１件） 

札幌市では、あらゆる教育活動において、互いに

かけがえのない人間としての尊厳や個性、多様性

を認め合い、あらゆる偏見や差別をなくし、支え励

まし合う温かい人間関係をつくっていくことが大

切だと考えており、一人一人が「自分が大切にさ

れている」と実感できる学校づくり目指していま

す。このことを踏まえ、全ての子どもの声を集約し

てつくられたのが、さっぽろっ子宣言「プラスのま

ほう」です。今後もこの宣言に基づく取組を通し

て、自他を大切にする心を育んでいきましょう。 

発言しやすい環境を作ってほしい。 札幌市では、全ての教育活動において基本的人権

を尊重するとともに、互いにかけがえのない人間

としての尊厳や個性、多様性を認め合い、あらゆ

る偏見や差別をなくし、支え励まし合う温かい人
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間関係ができるような学校を、皆さんと一緒につ

くっていきたいと考えています。 

学級や学年での交流の時間を増や

してほしい。 

（同意見３件／類似意見４件） 

学習や生活場面において、仲間と交流することか

ら得られる学びは大切であると考えています。今

後も、各学校において交流の時間を生み出せるよ

うに工夫していきますので、ぜひ学校の先生にも

このような願いや思いを伝え、一緒に考えながら

実現してほしいと思います。 

他クラスの人と交流する授業をして

ほしい。 

（同意見７件／類似意見１件） 

多様な人と関わり合うことで、学びは深まり成長

につながります。それは授業だけでなく、あらゆる

教育活動について言えることです。１人１台端末の

導入は、その可能性を大いに広げました。学級や

学年、校種の枠組みを越えて学ぶ機会について

は、各学校がそれぞれの教育活動のねらいのも

と、様々なことを総合的に考えて設定しています

が、その「様々なこと」には、皆さんの思いや願い

も含まれます。自校の先生にも、今回の意見を提

案として伝えてほしいと思います。 

他校との交流が増えるといい。 

（同意見１件／類似意見２件） 

近隣の学校と取組を交流したり、同じ目的をもち

協力して取り組んだりと活動の幅を広げ、様々な

人と交流をしていくことは大切なことだと考えま

す。札幌市では、さっぽろっ子自治的な活動を充

実させるために、令和６年度、全市の子どもがより

よい学校づくりに向けて意見を交流する「さっぽ

ろっ子サミット」を開催します。ぜひ、積極的な参

加をお願いします。また、自分の学校でも、様々な

人と交流するために、どのようなことができそう

か考えて行動していただきたいと思います。 

自立や高齢者をサポートするため、

雪かきを手伝う活動や農業を手伝

う総合の学習を行うといい。 

総合的な学習の時間では、教科等の枠を超えた横

断的・総合的な学習が行われるため、職業や自己

の将来に関することや地域の人々と関わり合いや

体験的な活動等、様々な学びが考えられます。そ

れぞれの学校でねらいや内容は異なるとしても、

「自立をするためや高齢者などをサポートするた

めにはどうしたらよいのか」という視点をもち、そ

れらを関連付けて考えていくことは、学びの幅を

広げるはずです。さっぽろっ子自治的な活動につ

なげていくこともできるかもしれません。 

道徳の授業は、色々な人の考えを聞 道徳の授業では、りもー生徒の皆さんが、ものの



- 7 - 

 

くためにも、クラスを混ぜて行った

ほうがいい。 

（類似意見１件） 

見方や考え方を様々な人と交流することを通じ

て、他者とよりよく生きていくための力を身に付

けることを目標としています。 

先生方は、児童生徒の皆さんが、自分自身の生活

や生き方について考えを深めることができるよ

う、研究を進めています。これからも積極的に授業

に参加し、友達と意見を交わしながら豊かな心を

育んでいってほしいと思います。 

性教育を充実させてほしい。 各学校では、国が定める「学習指導要領」に基づい

て、各教科ごとに学習計画を立てています。中学

校では、保健体育や家庭科の授業を中心に、計画

的に性教育を進めています。様々なことに配慮し

ながら、慎重に性教育を進める必要がありますの

で、今後も、みなさんの健康・安全を守るための指

導の在り方について、札幌市としても検討を重ね

ていきます。 

読書する機会が少ない人が多いと

思うので、読書が好きな人も含め

て、朝読書だけでなく、授業の中で

も本に触れる機会を取り入れて、読

書の時間を増やしてほしい。 

（同意見８件／類似意見８件） 

学校の一日の日課は、年間で決められている授業

時数や、放課後の活動時間、下校時間等について

も配慮しながら決めています。思いを学校に伝え

たり、学級や生徒会、部活等で読書の時間や企画

ができないか、先生や友達と相談してみたりして

はいかがでしょうか。また、学校図書館でも、出来

るだけ多くの人が本を手にとるよう、先生や図書

委員や学校司書が工夫をしています。ぜひ、友達

を誘って、学校図書館に行ってみてください。 

読みやすい本を増やしてほしい。 学校図書館の蔵書は、各学校でそれぞれ整備を行

っており、興味をもってもらえるような本や必要

な本等を毎年検討して購入しています。読みやす

い本やおすすめの本があれば、学校で図書委員会

や先生に提案してみてはいかがでしょうか。 

朝読書の代わりに自習したい。 

（同意見２件／類似意見１件） 

朝読書の時間に漫画を読みたい。 

札幌市では、読書によって言葉を学び、感性を磨

き、表現力を高め、創造力を豊かにしたり、知的好

奇心をふくらませたりすることを大切にしてほし

いという願いから「読書」を共通のテーマとして全

ての園や学校で推進しています。 

気になるテーマについて本で調べたり、自分とは

違う筆者の考えに触れたりするなど、主体的な読

書体験によって、見方や考え方を広げることも大

事な学びの一つです。 
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また、漫画を読むことでも、自分の生き方につい

て考えたり、新たな発見があります。 

朝読書の活動の目的と、様々な本に触れるよさを

踏まえて、先生と一緒に考えてみてはいかがでし

ょうか。 

長期休暇中、図書館を開放してほし

い。 

長期休業中の開室を希望する理由によって、回答

は異なると思いますが、読書という目的であれ

ば、多くの学校図書館では、長期休業中にも読書

に親しめるように、休業前に長期貸出しをしてい

ますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

また、札幌には、図書のある施設や、電子図書館等

もありますので、いつもと違う図書資料に出会い、

視野を広げる機会として、活用することをお勧め

します。 

なお、開放図書館を実施している学校では、長期

休業中に特別開館日を設けているところがあり、

当該校の児童生徒ではない方でも利用することが

できます。 

野外活動を積極的に増やしてほし

い。 

本市の野外教育施設（青少年山の家、定山渓自然

の村）においては、星空観察やスノーシューハイキ

ングなど、それぞれのフィールドを活かした体験活

動の提供を行っておりますが、今後は地域単位で

もこうした活動機会の充実に向けて施策の検討を

行ってまいりたいと考えております。 

校外学習を増やしてほしい。 

（同意見１件／類似意見２件） 

校外学習における、多様な他者や校外の豊かな自

然、文化に触れる体験等を通して、学びが深まっ

ていきます。各学校で、年間計画は校内外の学習

のバランスを踏まえ、ねらいと目的をもって作成

していますので、校外でどのような活動を通して、

どのような力を身に付けたいのかを明確にし、意

見として伝えてみてはいかがでしょうか。 

施策 1-３ 多様な教育的ニーズに応じた教育の充実 

日本語が分からない人も学校に来

ることができるようにしたい。 

札幌市では、日本語が分からない児童生徒を対象

に、日本語指導をする仕組みや相談窓口がありま

す。周りに困っている友達がいれば、学校を通じ

て、相談するように伝えてあげてください。 

施策 1-4 誰もが安心して学びに向かうことができる支援の充実 
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悩みを気軽に相談できる場所がほ

しい。 

困ったことや悩んでいることがあるときには、身

近な人に相談することが大切です。一人で抱え込

まずに、スクールカウンセラーも含め校内で話しや

すい先生に、声をかけてほしいと思います。みなさ

んからの意見を受け止め、これからも、相談しやす

い仕組みづくりを進めていきます。 

いじめのない生活にしてほしい。 いじめは、相手の存在や価値、生き方を踏みにじ

る「人権侵害行為」です。そのため、国では「いじめ

防止対策推進法」の第４条で「子どもは、いじめを

行ってはならない」と定めています。いじめを行う

ことは法律違反に当たるということを、皆さんに

深く理解してほしいと思います。一人一人が安心

で楽しい学校生活を送るためには、いじめを防ぐ

必要がありますが、そのために、自分たちに何が

できるかを考え、行動を起こしてほしいと思いま

す。皆さんが、思いやりの気持ちをもち、互いに認

め、支え合う温かい人間関係の中で健やかに成長

していくことを願っています。 

いじめによる子どもの自殺をなくす

ため、いじめ対策の取組に力を入れ

てほしい。 

このような悲しいことが起こらないように、学校と

教育委員会でこれまで以上に取組を強化していき

ます。みなさんは、一人一人かけがえのない大切

な存在です。自分自身や周りの人が悩みを抱えて

いるときには、家族や友人、スクールカウンセラー

などに相談してください。他にも信頼できる相談

窓口があり、みなさんをサポートしてくれます。 

いじめは札幌市だけではなく、他の

市でも起こっていることなので、い

じめ対策について、札幌市から各市

にもっと発信できれば良いと思う。 

いじめはいつでもどこでも起こりうることです。大

事なことは、いじめの未然防止、早期発見・対処で

すが札幌市では、「札幌市のいじめ防止等のため

の基本的な方針」を市のホームページに掲載し、札

幌市以外からも見られるように発信しています。 

先生に、生徒の相談を聞く時間を作

ってほしい。 

（同意見２件） 

学校では、悩みごとに関するアンケートを行った

り、先生方と個別にお話をする時間を作ったりし

て、児童生徒の皆さんが相談しやすい環境づくり

に努めています。また、学校以外の様々な相談窓

口を児童生徒の皆さんに紹介しています。今後

は、皆さんが日頃使っている１人１台端末に児童生

徒の困りや悩みをキャッチするためのアプリを導

入するなど、皆さんの意見を聞きながら、より相

談しやすい環境づくりを進めていきます。 



- 10 - 

 

スクールカウンセラーは、男女問わ

ず相談しやすい存在でいてほしい。 

（同意見２件／類似意見１０件） 

児童生徒の皆さんの意見から、心の専門家である

スクールカウンセラーへの期待の大きさを感じま

した。スクールカウンセラーは、相談室で個人的に

相談を受けるだけでなく、皆さんの心の健康を保

つために、色々なところで児童生徒に積極的に関

わっていくことが大切だと考えています。これから

もスクールカウンセラーの専門性を生かして皆さ

んを支える取組の充実を進めていきます。 

スクールカウンセラーが、もっと子

ども達と触れ合ったらいいと思う。 

「心の専門家」であるスクールカウンセラーが子ど

もたちと触れ合うことは大切なことです。スクール

カウンセラーは、多くの時間、子どもや保護者との

相談を行っています。そのほか、先生たちと一緒

に授業を行うこともあります。話をしてみたいとき

には、担任の先生や話しやすい先生にそのことを

伝えてください。 

心の専門家に相談したいのに、誰に

言えばいいのかわからない。 

（類似意見１件） 

みなさんの学校には「心の専門家」であるスクール

カウンセラーが必ずいて、子どもや保護者の相談

に応じています。スクールカウンセラーは、常に学

校にいるわけではないので、相談したいときは、

担任の先生や話しやすい先生に相談したいことを

伝えてください。 

 

基本的方向性 2 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

施策 2-1 ふるさと札幌の特色を生かし、地域に根ざした教育活動の推進 

学校で「月１回」「１つの学期中に１

回」など、定期的に自然と触れ合え

る機会を作ってほしい。 

自然と親しむことや自然との共生について考える

ことはとても大切なことであり、札幌市としても、

体験的な活動は大変重要と考えています。 

どのような活動をどれくらいするのかは、それぞ

れの学校が地域の特色なども生かしながら考えて

いくことですが、是非、このような意見を学校にも

届けていただき、より充実した機会をつくってほし

いと思います。 

グラウンドを使った雪遊び（雪合戦

など）を増やしてほしい。 

（類似意見１件） 

「雪」は札幌の大切な特色の一つであり、「札幌ら

しさ」を学ぶための貴重な資源と考えています。ま

た、グラウンドでの雪遊びを増やすことは、運動を

する機会を充実することにもつながる素晴らしい
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考えですので、外に出ることが苦手な友達も巻き

込みながら、学校に提案してみてはいかがでしょ

うか。 

全市的に、スキー学習はスキー場で

行うことにしてほしい。 

（同意見４件／類似意見６件） 

札幌市は大都市でありながら、自然に恵まれてお

り、近隣にスキー場も多くあります。そのような札

幌の素晴らしい自然環境等を生かしながら体験的

な学習を実施することは貴重な経験になります。

それぞれの学校が地域の特色を生かしながら、

様々なウィンタースポーツや雪を使った活動に取

り組んでいますが、学校にも意見として提案して

みてはいかがでしょうか。 

スキー学習で行くスキー場を変えて

ほしい。 

それぞれの学校が地域の特色を生かしながら、

様々なウィンタースポーツや雪を使った活動に取

り組んでおり、スキー場の選択についても、学びの

目的に沿って、コースの種類や難易度を検討して

います。また、移動時間や費用など様々な条件も

あると思いますので、具体的な理由も含めて、学

校に相談してみてはいかがでしょうか。 

中学校で、水泳やスキーの授業を行

ってほしい。 

（類似意見２５件） 

 

 

 

 

札幌市としても、体験的な活動は大変重要と考え

ており、これからも市全体で推進していきます。各

学校では、学校や地域の実態に応じて、教科ごと

に学習計画を立てています。必ずしも好きな種目

に取り組めないかもしれませんが、みなさんが力

を伸ばしていけるよう様々な取組を続けていきま

す。 

子どもだけではなく大人も楽しめる

雪遊びを考えてほしい。 

家庭や地域ともにある学校づくりをよりよくする

ために、子どもの声は欠かせません。とても素晴ら

しい視点だと思いますので、地域の方々と一緒に

雪遊びができる機会について、学校の友達と協力

しながら、学校や地域の方々にも提案してほしい

と思います。 

読書や雪遊びが嫌いの人のために、

別の取組もしてほしい。 

（類似意見２件） 

札幌市では、札幌の貴重な資源である雪に親し

み、雪と共生しようとする心や、読書によって言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かにしたり、知的好奇心をふくらませたりすること

を大切にしてほしいという願いから「雪」や「読書」

を共通のテーマとして、全ての園や学校で推進し

ています。「雪」や「読書」のよさを、より多くの人に

実感してもらうためにはどうしたらよいでしょう
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か。委員会活動等を通して仲間と一緒に考えてみ

てほしいと思います。皆さんの自治的な活動に期

待しています。 

地球温暖化に配慮した取組を行っ

てほしい。 

SDGs の理念でもある持続可能な社会を築く上

で、大切な考えです。札幌市では、「環境都市・札

幌」宣言に基づき、様々な取組を行っていますが、

皆さんが学校でできることはどのようなことなの

か、考えていくことも重要です。節電やごみの削

減、フードロスなどについて、自治的な活動と関連

付けながら、学校全体で取り組んでみてはいかが

でしょうか。 

札幌を「読書」のまちにするために、

市内の学校対抗で読書量を競うな

ど、読書をしたいとみんなが思う活

動をするといい。 

学校図書館ボランティアや読み聞かせ活動等、学

校だけではなく、保護者や地域の方等に協力をい

ただきながら、子どもの読書活動は支えられてい

ます。また、「札幌＝読書の街」にする提案、素晴ら

しいと思います。まずは、パートナー校や近隣の学

校等、身近なところで、様々な企画を出し合い、検

討して取り組むことができるかもしれませんので、

ぜひ、先生や生徒会等と相談してみてはいかがで

しょう。自治的な活動につながるものとして大い

に期待しています。 

教室にも本を置いてほしい。 例えば、学校図書館にある本を教室に置いたり、

学校 PTA と連携しながら整備を充実している学

校もあります。どのような本を充実していきたい

のかも含めて、ぜひ、学校に意見として届けて、一

緒に考えてみてはいかがでしょうか。 

読むだけではなく、自分で文章を書

く時間を設けることで、表現力が向

上すると思う。 

とても重要な考えだと思います。札幌市でも、読

書によって言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、想像力を豊かにしたり、知的好奇心をふくらま

せたりすることを大切にしてほしいと考えていま

す。読書によって得た知識を生かして発信したり、

感じたことを書きとめて友達と交流したりするな

ど、読書に関わる様々な活動が考えられます。今

後も、各学校において表現力や想像力が高まる活

動を工夫していきますので、ぜひ学校の先生にも

このような思いや願いを伝えてほしいと思いま

す。 

日本の文化や行事を通し、日本のよ

さを学びたい。 

自国の伝統と文化を大切にする姿勢を養うことは

とても大切なことです。札幌市でも、国際交流の
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機会の提供を行っていますので、機会があればぜ

ひ参加してほしいと思います。 

施策 2-2 家庭・地域の教育力向上を支援する取組の推進 

給食を美味しくしてほしい。 給食のだしやスープは昆布、カツオ、鶏ガラ、豚骨

を使用するなど、食品添加物を使わないようにし

ています。また地産地消を心がけ地元の新鮮な食

材を使用しています。食材の力を活かせるよう美

味しい給食づくりに努めます。 

給食メニューのバリエーションを増

やしてほしい。 

給食を通して栄養バランスだけでなく、行事や食

文化、地産地消等について学べることから、新し

い料理も考案しながら食育に努めます。 

給食を選択式・バイキング形式にし

てほしい。 

（同意見３件） 

学校給食は、成長期の児童生徒に必要な栄養素が

とれるよう様々な食材を使用して献立を立ててお

り、日常的な選択式やバイキング形式での提供は

想定していません。児童生徒の食経験が豊かにな

るよう、引き続き、様々な食材を経験できる場とし

て学校給食を提供していきます。 

牛乳が飲めない子どものために、お

茶など、牛乳以外の飲み物を用意し

てほしい。 

（同意見１件） 

食物アレルギーや病気等で牛乳が飲めない場合は

家庭から代わりのものの持参をお願いしていま

す。ご理解いただきますようお願いします。 

給食ではなく、お弁当の日を増やし

てほしい。 

学校給食は、成長期の児童生徒に必要な栄養素が

とれるよう献立を立てています。また、給食をとお

して栄養バランスや地産地消、食文化等を学ぶ機

会としているため、食を学ぶ大切な機会ととらえ

ています。今後も給食への理解が深まるよう食育

を進めていきます。 

施策 2-3 多様な地域資源を活用した豊かな学びや子どもの成長を支える取組の推進 

学校での勉強だけではなく、地域の

方たちとのコミュニケーションや人

間関係の築き方を勉強したりする

時間があるといい。 

地域連携が足りない気がするので

地域の人との交流を増やしたい。 

（同意見３件／類似意見７件） 

学校と地域の方々が協力することにより、教育活

動の幅が広がり、体験活動の充実等につながると

考えています。また、生徒の皆さんが積極的に地

域のボランティア活動に参加することで、学校と

地域とのつながりが深まる面もあります。現在、学

校と地域が力を合わせて、多様な学びを実現する

仕組みをつくろうと考えています。その仕組みを

うまく活用すれば、実現できる方法があるかもし

れませんので、いただいた意見を参考にしたいと
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思います。また、皆さんからもその思いを学校に

届けてみてください。 

部活動がより効果的な活動となる

よう、学校の先生と地域の方々が協

力して様々な視点から指導してほし

い。 

（同意見１件） 

外部指導者を配置している部活動では、部活動の

顧問の先生と外部指導者が連携、協力しながら活

動することとしています。 

学校の先生の負担軽減のため、部

活動の顧問は地域の方に協力して

いただくといい。 

（同意見１件） 

指導内容の充実や教員の負担軽減に向けて、専門

的な指導ができる地域の方々に部活動を担って

もらう外部人材活用の取組を進めていきます。 

部活動は、専門的な人に指導しても

らうだけでなく、大学生と交流を深

める取組になるといい。 

部活動に外部人材を活用する取組の一環として、

大学生の活用に向けて地域の大学と連携を進め

ていく予定です。 

部活動の外部人材の活用には良い

点もあるが、部活動が先生と生徒の

関係性を深める面もあることに留

意してほしい。 

部活動には、生徒同士や、生徒と先生との好まし

い人間関係の構築のほか、学ぶ意欲の向上や自己

肯定感、責任感、連帯感を育てることに役立つな

ど、様々な役割があります。これまで部活動が果

たしてきたこれらの大事な役割が損なわれること

がないよう配慮しながら、外部人材の活用を進め

ていきます。 

部活動は、クラブチームとは異な

り、専門的な指導により専門性を高

めるのではなく、活動を楽しみた

い、体力をつけたいなど、幅広い活

動ができる場にしてほしい。 

（同意見２件） 

部活動の意義は、スポーツや文化・芸術活動に親

しみながら、様々な学年の生徒との交流の中で、

生徒同士や教員と生徒との間で良好な人間関係

の構築を図ることにあります。 

専門的な指導により技能等の向上や大会等での

好成績を目指すことも大事な目的の１つですが、

そのほかにも、気軽に友達とレクリエーション的な

活動を楽しめる、適度な頻度で行える、様々な競

技・種目を体験できるなど、生徒の多様なニーズ

に応じた活動ができる場の整備に向けた取組を

進めていきます。 

全学校に広げることができないな

ら、学校間で差が出てしまうため部

活動の外部人材の活用はやめてほ

しい。 

学校や生徒のニーズに応じてより多くの学校に部

活動指導員等の専門的な指導者を配置できるよ

う、外部人材の更なる活用に向けた取組を進めて

いきます。 

施策 2-4 生涯にわたり学び、学んだ成果を生かすことができる機会の充実 
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学校や地域の施設などにおける、講

演会や勉強会を増やしてほしい。 

札幌市生涯学習センターが開設している札幌市民

カレッジでは、生涯学習センターのほか、区民セン

ターや地区センター、図書館においてもさまざま

な講座を実施しています。今後も、身近な地域に

おける学びの機会の拡充に取り組んでまいりま

す。 

 

基本的方向性 3 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

施策 3-1 安全・安心な教育環境の整備 

避難訓練を増やしてほしい。 学校では、児童生徒の皆さんに「自ら状況に合っ

た判断をして、身の安全を確保するために進んで

行動することができる力」を育むことを目標とし

て、避難訓練の内容や回数、行う時期を決めてい

ます。いつ起こるか分からない災害に備えるため

には、自分が暮らしている地域で、どのような危険

が起こり得るのかを想像しながら、日頃から安全

な行動の仕方を身に付けておくことが大切です。

学校の避難訓練も様々な災害の発生を想定して、

いざという時に必要となる判断力や行動力をしっ

かりと身に付けることができるよう、行い方を工

夫していきます。 

エレベーターを設置してほしい。 

（同意見９件）） 

すべての子どもが安心して学ぶことができる環境

の整備は重要だと考えており、エレベーターにつ

いては、学校の建替えやリニューアル改修時のほ

か、個別の必要性に応じて整備を進めていきま

す。 

各学校の子どもの人数を同じにし

たほうがいい。 

より良い教育環境という点において、各学校の児

童生徒数は重要であると考えており、適正な学級

数に満たない学校の規模を適正化する取組を進

めています。なお、通学区域の変更等については、

該当地域への影響が大きく、通学距離や地域のつ

ながり、大きな道路の位置、自然環境など様々な

ことを考えて慎重に判断する必要があることか

ら、今後も様々なご意見に耳を傾けながら検討し

ていきます。 
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老朽化している教室を整備してほし

い。 

（同意見２件） 

体育館の床が滑りやすいので対策

してほしい。 

（類似意見３件） 

良好な教育環境を整備することは重要だと考えて

おり、学校の建替えのほか、老朽化の状況に応じ

て、必要な整備を進めていきます。 

学級数の増加などの理由で教室が足りない場合

には、内部の改修や校舎の増築等の整備を検討し

ていきます。 

トイレの環境を改善してほしい。 

洋式トイレにしてほしい。 

トイレの便座を温かくしてほしい。 

（同意見２件） 

トイレの洋式化については、各学校の児童生徒数

に対して必要な便器数を整備していますが、状況

に応じて個別に対応を検討していきます。 

なお、今後整備するバリアフリートイレについて

は、温かい便座を標準整備していきます。 

エアコンを全教室に設置してほし

い。 

（同意見 20 件） 

エアコンを早く設置してほしい。 

（同意見３８件） 

夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことがで

きる環境の確保は重要だと考えており、令和９年

度までに市立幼稚園・学校の普通教室等に壁掛け

エアコンを整備していきます。 

なお、普通教室等への壁掛けエアコン整備は、電気

設備の改修など大掛かりな工事が必要であり、全

校整備には相当の時間がかかることから、緊急的

な対応として令和６年夏に間に合うよう保健室に

エアコンを整備するほか、普通教室や特別支援学

習室に移動式エアコンを導入します。 

教室のエアコンがエアコンの役割を

果たしていない。 

（同意見８件） 

夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことがで

きる環境の確保は重要だと考えており、令和９年

度までに市立幼稚園・学校の普通教室等に面積に

応じた冷房能力を有するエアコンを整備していき

ます。 

教室だけではなく、廊下なども涼し

くなるようにしてほしい。 

（同意見１件） 

体育館にエアコンを設置してほし

い。 

（同意見１件） 

夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことがで

きる環境の確保するため、令和９年度までに市立

幼稚園・学校にエアコンを整備していきますが、可

能な限り速やかに整備を完了するため、常時使用

する普通教室等から優先的に進めていきます。 

体育館をはじめとした、このほかの整備について

は、今後検討していきます。 

エアコンよりも空気清浄機を整備し

たり、エアコンだけでなく加湿器も

よいものを導入してほしい。 

（類似意見１件） 

良好な教育環境を整備することは重要だと考えて

おり、今後も、学校施設の整備内容について、様々

なご意見に耳を傾けながら検討していきます。 
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エアコンは地球温暖化につながるた

め必要ないと思う。 

（同意見１件） 

 

 

夏季期間においても安全かつ快適に学ぶことがで

きる環境を確保することを目的に令和９年度まで

に市立幼稚園・学校の普通教室等にエアコンを整

備していきます。 

また、環境への配慮は重要だと考えており、省エネ

対策として照明器具の LED 化を進めるなど脱炭

素社会の実現に向けた取組を進めていきます。 

校内がきちんと暖まる暖房を設置し

てほしい。 

（同意見１件） 

学校の暖房については、教室の室温を 22℃程度

に設定できる設備を整備しておりますが、良好な

教育環境を整備することは重要だと考えており、

今後も、学校施設の整備内容について、様々なご

意見に耳を傾けながら検討していきます。 

エアコン設置に時間がかかるなら、

体育の授業をそれまでの期間はな

しにするなど、それまでの対応策を

きちんとしてほしい。 

（同意見１件） 

 

 

 

各学校では、皆さんの健康・安全と、学びの充実を

図ることを考えながら、学習計画を立て、授業を

実施しています。各教科で１年間に行う授業時数

が決まっているため、体育の授業も計画的に進め

ていく必要があります。今後も、札幌市では、皆さ

んの健康と安全を第一に考え、安心して学習に取

り組むための工夫について検討を続けていきま

す。 

施策 3-2 教育 DX の推進に向けた教育環境の整備 

クロームブックを使った授業を増や

してほしい。また、タイピング練習な

どができる環境があるといい。 

（同意見 1９件／類似意見７件） 

１人１台端末を学習道具の一つとして効果的に活

用し、学習のねらいが達成できるような授業とす

ることが大切です。そのためにはどうしたらよい

か、先生と一緒に考えてほしいと思います。 

また、インターネット上にはタイピング練習用の

web サイトがたくさんあり、クロームブックから使

用できるものも多くありますので、自分に合った

ものを選択して活用してみてはいかがでしょうか。 

今よりも、授業でインターネットなど

を使う機器を活用したらいい。 

札幌市の小中学校では、令和３年度に１人１台端末

が導入され、これを活用して様々な学習が可能と

なっています。紙を用いた学習と端末を用いた学

習のそれぞれによさがあり、それらを適切に組み

合わせながら学習を進めてほしいと思います。 

もう少し学校生活が快適になるよう

に、クロームブックでできることを

増やしたほうがいい。 

（類似意見１件） 

１人１台端末は学習道具であると同時に、学校生

活や日常生活を豊かにする道具でもあります。既

に、様々なアプリが導入されていますので、生活が

快適になるようなアプリの利活用について、周り
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の人と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。 

コンピュータに親しみを持つため

に、ICT の活用にマインクラフトを

入れてほしい。 

マインクラフト教育版では、ゲーム感覚で、ものづ

くりを画面上で行うことができます。導入を検討

する際には、授業のねらいに沿って効果的である

かについて考えることになります。 

Chromebook には学習を進めていくための

様々なアプリが入っており、プログラミングを行う

こともできます。札幌市では、ICT 活用の効果を

高めるためにも、端末に親しみをもち、鉛筆やノー

トのように日常的に活用していくことが大切と考

えています。 

AI を取り入れた授業を増やしてほ

しい。 

AI を活用することは、学びの充実のための有効な

手だての一つと考えられますが、その学びだけで

十分だとは考えていません。学校では、他者との

関わりの中で学んだり、実体験を通して学んだり

することも大切だと考えていますので、今後も

様々な学びの機会を充実させていきます。 

全ての教科をデジタル教科書にして

ほしい。 

（同意見 10 件／類似意見１件） 

現在、デジタル教科書を試験的に導入しながら、そ

の効果や活用方法について検証を進めているとこ

ろです。紙の教科書とデジタル教科書のそれぞれ

によさがあるため、すぐに紙の教科書がなくなる

ということにはならない見通しですが、うまく活用

することで、持ち運びの負担軽減も可能になると

考えています。 

ICTを活用した授業を取り入れるこ

とも大事だが、自分で鉛筆で書くこ

とも大事にしたほうがいい。 

紙を用いた学習と端末を用いた学習のどちらもそ

れぞれによさがあり、それらを適切に組み合わせ

ることで学習効果を高めていくことができます。

まずはそれぞれのよさについて考え、それぞれの

学習内容に合わせた効果的な方法を見付けてほし

いと思います。 

電子機器等を使った勉強を減らし

て、紙を使った勉強に変えたほうが

いい。 

理由としては以下の４点。 

①パソコンや電子機器で勉強をする

と頭に入らない。 

②デジタル機器により子どもの視力

が低下していると聞く。 

③授業中に生徒がタブレットの操作

紙を用いた学習と端末を用いた学習のそれぞれ

によさがあり、それらを適切に組み合わせること

で学習効果を高めていくことができます。まずは

それぞれのよさについて考え、学習内容に合わせ

た効果的な方法を見付けてほしいと思います。 

一方で、デジタル機器の長時間の継続使用を控え

る等の健康面への配慮や、使用しない時には端末

の電源を切っておく等の環境への配慮も必要とい

うことについては、そのとおりだと思います。 
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に手間取り、授業が止まったり、タ

ブレットを起動をさせるのに時間が

かかったりして授業時間が削られて

いる。 

④電気を使うことで地球温暖化を

加速させることにつながる。 

（同意見１件／類似意見２件） 

情報化社会において、端末を有効に活用できる能

力を高めていくことは、多様な学びを可能とした

り、生活を豊かにしたりします。端末を積極的に活

用していくことで、その操作等もスムーズになって

いくと思います。 

リモート授業を定期的（週１回程度）

行ってほしい。 

（同意見２件／類似意見９件） 

ICT を活用して、学校と家庭をつなぐことは、時

間的・空間的な制約を超えることができ、学校に

通うことができない場合の学びを支えるための有

効な手だての一つだと考えられます。 

一方で、学校に通うことは、他者との関わりの中

で学んだり、実体験を通して学んだりするよさが

ありますので、学校での学びの全てが ICT 活用で

実現できるわけではありません。 

今後も ICT を有効に活用しながら、学校ならでは

の学びを充実していきたいと考えています。 

分からないところを発言しやすいよ

うに、端末を用いた授業にしてほし

い。 

（類似意見１件） 

端末を用いることで、自分の考えを発信したり、他

の人の考えを共有したりしやすくなるなどのよい

点もありますが、その一方で、自分の思いや考え

が正確に伝わるようにすることの難しさもありま

す。今後は、端末を用いる場面と用いない場面を

適切に判断しながら、学習効果を高めていくこと

が大切と考えています。 

学校の授業で、スクラッチを投稿で

きるようにしてほしい。 

自分が作成したプログラムやその実行結果につい

て、他の人から感想や意見をもらうことは大切な

ことです。しかし、web 上に投稿する場合は、見知

らぬ人とつながることで、トラブルに巻き込まれる

心配も生じます。まずは、先生や友達に感想をもら

ってみてはどうでしょうか。 

もっと性能の良い新しいパソコンが

ほしい。 

クロームブックは重いので、軽量の

iPad などに変えてほしい。 

（同意見５件／類似意見２件） 

１人１台端末は５年程度使用することを想定してい

ます。端末の更新の際には、国が定める基準を参

考に新しい端末を整備します。 

端末がより軽い方が使いやすいという意見も、次

回機器選定の参考といたします。 
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学校のパソコンで YouTube を使

えるようにしてほしい。 

児童生徒用の１人１台端末では、セキュリティの観

点から YouTube が閲覧できないようになって

いますが、NHK for school の学習動画・番組

（約 10,000 本）を閲覧し学習することが可能と

なっています。 

施策 3-3 子ども一人一人の学びを支える教職員の資質向上と指導体制の構築 

先生方の指導力を向上してほしい。 

（同意見１件） 

 

教育委員会としては、課題探究的な学習を取り入

れた授業づくりを進めており、子ども自身が疑問

や課題をもち、粘り強く学習に取り組む姿勢を大

切にしております。 

今後は、教職員の研修等を通じて、子どもたちの

「学びたい」や「解決したい」の声を適切に受け止

められるよう、教職員の指導力の向上に努めま

す。 

言葉の暴力をする先生の指導をし

てほしい。 

はっきりとした口調の先生、柔らかい口調の先生

など、学校には様々な先生がいますので、生徒一

人一人受け止め方が異なると思います。もしも、先

生の発言が行き過ぎていると感じたり、発言によ

って傷ついたりするようなことがあれば、改善さ

れるように、一人で抱え込まずに、すぐに周囲の先

生や家族などの大人に相談してみてください。ど

んな悩みでも周囲に相談することで、解決に向け

た道が開かれると思います。 

学級の子どもの人数をもう少し減ら

しても良いと思う。 

（同意見３件） 

クラスの人数は、国が定めた法律に基づいて決め

ていることから、その改善については引き続き国

に要望していきます。 

施策 3-４ 豊かな生活につながる学びの環境の充実 

図書館の本を増やしてほしい。 

（同意見７件） 

 

札幌市の図書館では限られた予算のなかで本を

購入しておりますが、寄贈本を活用するなどして

要望に応えられるよう工夫していきます。 

色々な国の言葉を学ぶことができ

る本がほしい。 

まずは、学校図書館にある本を探していただき、

見つからない場合は、先生や図書ボランティアの

皆さんに相談してみてください。また、札幌には、

図書のある施設や、電子図書館等もありますの

で、いつもと違う図書資料に出会い、視野を広げ

る機会として、ぜひ、利用してみてはいかがでしょ

うか。 
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図書館で電子書籍を読めるように

してほしい。 

中央図書館１階では、電子書籍を読むためのタブ

レットが用意されております。また、中央図書館２

階では、ご自身でパソン等をご持参いただければ

Wi-Fi を利用して電子書籍を読むことが出来ま

す。 

 

その他（計画全般に関わることなど） 

皆さんの意見 札幌市教育委員会の考え方 

学校の進め方や方向性を見直した

ほうがいい。 

 

 

札幌市教育振興基本計画は、札幌市の教育を推進

するための計画であり、学校教育の推進の方針に

もなっています。この計画を基に、各学校では、そ

れぞれの特色を生かしながら、教育活動を行って

います。「学校の進め方や方向性を見直したほうが

いい。」というのは、どのような理由からなのでし

ょうか。児童生徒の皆さんが、学校づくりに参画し

ていくことはとても大切なことです。ぜひ自校の

先生や仲間にも、このような思いや願いを伝えて

ほしいと思います。教育委員会に相談いただいて

も構いません。 

欠席して授業を受けることができな

かったときや見直したりできるよう

に授業を録画してほしい。 

（同意見１件） 

 

授業を録画することは、学習を振り返ったり、授業

に参加できなかった人の学びを支えたりするため

の手だての一つとなり得ると考えられます。その

一方で、録画された授業を見るだけでは、なかな

か学習の効果を上げることが難しいという側面も

あります。また、著作権や肖像権の関係から、イン

ターネット上で見れるようにするためには、一定の

制約もあります。 

授業を録画すること以外にも、学習を充実させる

ための方法はないか、考えてみてください。 

３週間に１回程度お楽しみ会的なイ

ベントが欲しい。 

様々な人と楽しみながら交流をしていくようなイ

ベントは学校から与えられるだけではなく、自分た

ちで創り出していくこともできます。自治的な活

動として、委員会活動等を通して仲間と一緒に考

え、具体的な理由も添えて、学校に提案してみて

はいかがでしょうか。皆さんの自治的な活動に期

待しています。 

夏休みや冬休みをゆっくり過ごすた 長期休業期間は、それまでの学びを振り返ったり、
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め、長期休暇の宿題をなくしてほし

い。 

（類似意見１件） 

普段できないことにじっくり取り組んだり、次の学

びに向けて力を蓄えたりすることが可能です。充

実した期間とするためには、宿題があった方がい

いのか、ない方がいいのかについては、今後も皆

さんとともに考えていきたいと思います。 

中学生と一緒に勉強する機会がほ

しい。 

（同意見２件、類似意見１件） 

札幌市では、小学校と中学校のつながりを意識し

た教育活動を大切にしています。いろいろな学年

の児童と生徒が交流しながら学習を進めること

は、お互いに理解が深まり、より良い人間関係を

築く上で大切な機会となります。学校の先生とも、

この件について相談してみるとよいと思います。 

幼稚園や保育園の人と一緒に活動

したい。 

札幌市では、幼稚園・保育園と小学校とのつなが

りを意識した教育活動を大切にしています。小学

校でも、園児が学習発表会を見学したり、１日体験

授業を受けたりすることはあると思います。幼い

お子さんでも、安心して小学生と一緒に活動でき

る内容について考え、学校の先生にも相談してみ

るとよいと思います。 

夏、冬休みをもっと増やしてほし

い。 

（同意見６件／類似意見３件） 

 

 

 

札幌市では、皆さんの健康・安全と、学びの充実を

図ることを考えて、夏・冬休みを合わせて 50 日間

と決めています。今後、この長期休業の在り方に

ついては、児童生徒の皆さんの声も取り入れたい

と考えており、その機会や場を設けていく予定で

すので、その際には、増やしてほしい理由等につい

て、具体的に教えていただきたいと思います。 

中休みの時間を増やしてほしい。 

（同意見１件／類似意見４件） 

各学校では、年間で決められている授業時数や、

放課後の活動時間、下校時間等についても配慮し

ながら日課を決めています。なぜ増やしてほしい

のか、具体的な理由も含めた皆さんの意見を、学

校に伝えることは大切なことだと思います。 

１週間に１回か２回くらい、外で遊ぶ

取組をした方がいい。 

健康な体づくりのため、屋外での活動は大切で

す。様々な考えの人や学校の状況を踏まえ、多く

の人が参加できるような取組について、各学校で

考えていますが、皆さん自身も考えたことを先生

に伝えてみてください。また、自治的な活動と関

連付けながら取り組んでいくことも考えられます。 

学級で、悩みなどを相談できる係を

作りたい。 

学級内で支え励まし合う温かい人間関係をつくっ

ていくことが大切だと考えています。そのような

学校づくりを目指し、全ての子どもの声を集約し
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てつくられたのが、さっぽろっ子宣言「プラスのま

ほう」です。今後もこの宣言に基づく自治的な活動

を応援していきますので、是非、学校に提案してみ

てください。また、友達から相談を受けたときに、

一人で抱えてしまい、自分自身の悩みに変わるこ

ともあるので、大人と一緒に考えることも大切で

す。 

教科ごとの持ち物が多かったり重

かったりすることがとても負担なの

で、学校に置いてもいいものの幅を

広げてほしい。 

（同意見２件） 

学びを充実させるためには、学校でも家庭でも、

手元に学習用具があることが重要と考えています

が、持ち運びが過重な負担とならないよう配慮す

ることも大切と考え、学校とともに様々な取組を

進めてきたところです。 

この問題を解決するためには、児童生徒の皆さん

が、必要な持ち物は何か、何を持ち運んで、何を置

いていくのかなどについて、自ら考えることも欠

かせません。今一度、不要な持ち運びをしていな

いか振り返ってほしいと思います。 

自転車通学を許可してほしい。 

（同意見９件） 

札幌市の中学校の通学距離は３km を標準として

区域が設けられており、徒歩通学を基本としてい

ます。安全面を考えたときに、自転車は車道通行

が基本であること、暗くなってからの利用など課

題が多くありますので、今の段階では自転車通学

を許可することはできません。 

スクールバスで通学したい。 

（同意見５件） 

札幌市の小中学校への通学については、徒歩によ

る通学を基本とし、徒歩通学の目安は、小学校校

区はおおむね２㎞以内、中学校はおおむね３㎞以

内としています。 

通学距離が上記を超える場合は、公共交通機関を

活用した通学を原則とし、公共交通機関による通

学が困難と教育委員会が認める地域においては、

スクールバス等その他の手段を検討することとし

ております。  

学校へのスマートフォンの持ち込

み、使用を許可してほしい。 

（同意見５件） 

スマートフォンなどは、学校生活の中で直接必要

のないものであるため、学校では、児童生徒が校

内に持ち込むことを原則禁止としています。ただ、

個人的な事情に応じて持込みが認められる場合も

ありますので、学校に相談してみるとよいと思い

ます。児童生徒が、ＳＮＳ等のネットトラブルに巻き

込まれることも多いため、インターネットの安全な
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使い方やマナーを守ることについて、互い声を掛

け合って正しく利用してほしいと思います。 

学級内の清掃は生徒ではなく清掃

員にやってほしい。 

清掃などの当番活動や係活動等では、自分の役割

を自覚して協働することの意義を理解するなど、

社会参画の意識や働くことの意義について学ぶ時

間でもあります。また、子どもが清掃ができないよ

う場所は用務員さんなどの大人が清掃・整備して

くれています。よりよい環境づくりや様々な活動

の意義を考えながら、どのような活動が重要なの

か、自治的な活動と関連付けながら、仲間と一緒

に話し合ってみてはいかがでしょうか。 

校則を減らしてほしい。 

（同意見４３件／類似意見６件） 

 

学校では、地域や児童生徒の実態に合わせて、生

活のきまりを定めています。その内容について疑

問に思うことがあれば、きまりが定められている

理由を考えてみてください。その上で、きまりを変

える必要があると思った時には、友達にも意見を

聞くなどして、新たなきまりを提案し、改善するこ

ともできると思います。そのような取組の方法に

ついては、先生方に相談してみてください。自分

たちの手でよりよい環境を作っていく気持ちをこ

れからも大切にしてください。 

一斉テストをなくしてほしい。 

（同意見４件） 

 

 

 

 

 

学びを充実させるためには、自らの学びを振り返

り、改善したり調整したりすることは欠かせないと

考えています。その手だてとして、一斉テストを行

うことは、ある程度有効だと考えられますが、必ず

しも最適な方法でないかもしれません。それをな

くしてほしいと考えるのであれば、併せて、それに

代わる方法を提案するなど、なくしてどうするか

も考えることが大切です。 

人の集中できる時間に合わせた授

業時間として 15 分で休憩を取る進

め方をしてほしい。 

 

 

 

人の集中できる時間については、その物事に、い

かに主体的に取り組むかで変わってくるとも言わ

れています。現在、札幌市では、子ども一人一人の

主体性を大切にした多様な学びの実現を目指し、

様々工夫しているところですが、授業時間につい

ては、小学校は 45 分、中学校は 50 分を標準と

すると定められていますので、その時間集中して

取り組めるよう、皆さんにも、これまで以上に、主

体的に学習に取り組んでほしいと思います。 
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５時間授業にして、授業に集中しや

すくしてほしい。 

（同意見４件／類似意見３件） 

中学校では、年間で 980 時間程度の授業を行う

必要があり、学校行事等を行うことを考えると、毎

週 28 時間程度の授業を行うことになります。 

授業に集中できることは大切と考えますので、6

時間授業でも集中できるようにするためにはどう

すればいいか、もう少し考えてみてください。 

モチベーションを上げるために、水

曜日を休みにしてほしい。 

（同意見２件） 

中学校では、年間で 980 時間程度の授業を行う

必要があり、学校行事等を行うことを考えると、毎

週 28 時間程度の授業を行うことになります。 

水曜日を休みにすると、モチベーションが上がる

面もあるかも知れませんが、他の日に７時間授業

を行う必要が生じてしまうため、あまり良い方法

ではないと思います。他にモチベーションを上げ

る方法はないか、もう少し考えてみてください。 

居残りして勉強できる自習室を作っ

てほしい。 

（同意見 10 件／類似意見３件） 

放課後の学校の時間をフリーにし

て、好きなことや仲間と取り組む時

間があるといい。 

放課後に学習・活動できる場所や時間を作ってほ

しいとのことですが、先生方は、部活動や委員会

活動などの指導を行ったり、授業や学校行事など

の準備を行ったりするなど、様々な業務があり、放

課後活動の安全管理等を含め、学校の力だけで

は、実現は簡単ではないと思います。 

そこで、現在、学校と地域が力を合わせて、多様な

学びを実現する仕組みをつくろうと考えていま

す。もしかしたら、その仕組みをうまく活用すれ

ば、実現できる方法があるかもしれませんので、い

ただいた意見を参考にしたいと思います。また、

自分からもその思いを学校に届けてみてくださ

い。 

給食の時間を長くしてほしい。 

（同意見５件） 

昼寝時間を確保してほしい。 

（同意見１件） 

各学校では、皆さんの健康とともに、年間で決め

られている授業時数や放課後の活動時間、下校時

間等についても配慮しながら日課を決めていま

す。 

おそらく昼休みの時間には、昼寝も可能だと考え

ますが、更に必要な具体的な理由について、直接

学校にも伝えることも検討してみてください。 

ランク制度を廃止してほしい。 

（同意見１件） 

公立の高等学校の入学選抜の制度は、北海道教育

委員会で決められているものですので、札幌市だ

けで廃止を検討できるものではありませんが、そ

のような制度になっていることには理由があると

考えられます。 
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その後の人生を左右することになるかもしれない

入学者選抜において、当日の学力検査の結果だけ

で全てを決めてしまった方がいいのか、中学校３

年間の成果を加味した方がいいのかについては、

意見が分かれるところだと思いますので、もう少

し考えてみてください。 

修学旅行に持っていけるお金を増

やしてほしい。 

修学旅行に持っていくお金の金額は、各学校で決

めています。その金額設定については、多ければ

よいということではないと思います。例えば、自由

に買い物ができる時間や場所がどれくらいあるか

などによって、適切な金額があると思いますの

で、皆さんも一緒に考えてみてください。 

小学６年生は得意分野に特化した

授業を受けられる制度にしてほし

い。 

一人一人の違いに応じた教育を進めていくことは

大変重要だと思いますが、得意不得意にかかわら

ず、様々な学習に取り組むことのよさもあると思

います。我が国においては、小中学校では、全ての

教科を必修とし、高等学校以降で、自分の興味・関

心や特性に応じた学びを可能とする制度となって

いますが、どうしてそのような制度になっている

かについて、もう少し考えてみてください。 

大会前は練習が足りないので、部活

動の日数や時間を増やしてほしい。 

（同意見２件／類似意見２件） 

部活動については、過度な活動により生徒の成長

期における安全面、健康面等で負担となることが

ないよう、 

・週に１日は平日に休養日を設定する  

・週末は土曜日か日曜日のどちらかを休養日とす

る  

・平日の活動時間は長くても２時間程度  

・土日祝日等の活動時間は長くても３時間程度 

などの活動基準に沿って活動することとしていま

す。 

今後も、これらの活動基準に則りながら、各学校に

おいて、設置している部活動の意義や目的に沿っ

た形で、活動内容、練習時間を設定していきます。 
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より多くの生徒が希望する活動が

できるように、部活動の種類を増や

してほしい。 

（同意見６件） 

部活動の意義は、スポーツや文化・芸術活動に親

しみながら、様々な学年の生徒との交流の中で、

生徒同士や、先生と生徒との間で良好な人間関係

の構築を図ったりすることにあります。 

友達と気軽にレクリエーション的な活動を楽しめ

る、適度な頻度で行える、様々な競技・種目を体験

できるなど、生徒の多様なニーズに応じた活動が

できる場の整備に向けた取組を進めていきます。 

学習以外に気を取られることがな

いように、もっと除雪に力を入れて

ほしい。 

冬季間においても安全かつ快適に学ぶことができ

る環境の確保は重要だと考えており、玄関や避難

経路等学校使用にあたり必要な除雪を行っており

ます。今後も学校施設の環境整備について、様々

なご意見に耳を傾けながら検討してまいります。 

つららや雪庇が危ないところをなく

してほしい。 

安全・安心な教育環境の整備は重要だと考えてお

り、つららや雪庇については、随時点検・除去作業

を行っているほか、必要性に応じて未然に防止す

るための設備の整備を実施していきます。 

体育館を広くしてほしい。 

（同意見２件） 

学校の体育館については、国の補助金制度の上限

面積を目安に整備を進めておりますが、今後も、

学校施設の整備内容について、様々なご意見に耳

を傾けながら検討していきます。 

グラウンドを人工芝にしてほしい。 人工芝への変更は費用や維持管理の観点から困

難ですが、学校の建替えを行う場合は、グラウンド

を新しく整備していきます。 

黒板をホワイトボードにしてほしい。 

（同意見１９件） 

ホワイトボードについては、照明の反射や更新寿

命が短いなどの理由から設置していないですが、

良好な教育環境を整備することは重要だと考えて

おり、今後、電子黒板や学習用端末など教育環境

の変化に応じて必要な整備を進めていきます。 

水飲み場の蛇口から自動で水が出

るようにしてほしい。 

（類似意見１件） 

良好な教育環境を整備することは重要だと考えて

おり、学校の建替えを行う場合は、手動水栓と自

動水栓を交互に設置する方法で整備を進めてい

きます。 

嫌なことがあったときに一人になれ

る居場所がほしい。 

 

 

 

困ったことや悩んでいることがあるときには、身

近な人に相談することが大切です。一人で抱え込

まずに、スクールカウンセラーも含め校内で話しや

すい先生に、声をかけてほしいと思います。気持ち

を落ち着けたいから、考えを整理したいからなど
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 の一人になりたい理由を伝えた上で、先生やスク

ールカウンセラーなどに相談するとよいと思いま

す。 

掃除用具を増やしてほしい。 

（同意見１件） 

学校では、毎年４月にその１年間に必要なものを

買ったり、校舎などを直したりするための予算（お

金）をもらって、どのように使うか計画を立ててい

ます。予算の金額は、学校の規模などにより違い

ますが、それぞれの学校で、予算の範囲内で収ま

るよう工夫しながらやり繰りして使っています。皆

さんがより良い学校生活を送る上で、掃除用具が

今よりもたくさんあった方がいいと思った理由や

数などについて、クラスや先生に提案してみると

よいと思います。 

大会に向けての取組や、より実力を

つけるために、部活動に必要な費用

を援助してほしい。 

（類似意見１件） 

札幌市では、部活動に必要な備品等を購入するた

めの予算（お金）を、学校の規模や部活動の数に応

じて各学校へ配分しています。予算の金額は学校

によって違いますが、それぞれの学校で、予算の

範囲内で収まるよう工夫しながらやり繰りして使

っていますので、部活動を充実させるために必要

と思った備品の内容や理由などについて、顧問の

先生などに提案してみるとよいと思います。 

そのほか、部活動の充実に向けては、指導内容を

より効果的にするため、部活動指導員などの専門

的な外部人材を活用する取組を行っています。今

後も学校や生徒のニーズに応じてより多くの学校

に部活動指導員などの専門的な指導者を配置で

きるよう、外部人材の更なる活用に向けた取組を

進めていきます。 

教科書やノート、端末を置くには机

が狭く使いにくいので、大きくして

ほしい。 

（同意見１３件） 

椅子の座面が硬いので座り続けて

いると体が痛くなるため、学校の椅

子をクッション性のあるものにして

ほしい。 

（同意見１３件） 

学校の置き勉ボックスには、限られ

た量しか入れることができないた

良好な教育環境を整備することは重要だと考えて

おり、学校の建替えのほか、老朽化の状況に応じ

て、必要な整備を進めていきます。今後も、学校施

設の整備内容について、様々なご意見に耳を傾け

ながら検討していきます。 
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め、鍵付きのロッカーを設置してほ

しい。 

（同意見 1０件） 

施設整備に関する類似意見１５件 

先生の残業代を一般的な水準にす

るなど、子どもに関わる大人のケア

が必要だと思う。 

学校の先生は、修学旅行等の学校外での活動や、

家庭訪問等の個人での活動、夏休み等の長期休業

期間などがあり、これらの働き方の特殊性から、

一般的な勤務時間の管理になじまないため、時間

外勤務手当(残業代)の代わりに給料月額の４％に

相当する額を手当として支給しています。 

ただ、先生が昔と比べて忙しくなっていることか

ら、現在国においてこの手当の見直しについて検

討していると聞いておりますので、その見直し結

果に応じて、必要な対応を行っていきます。 

教員の労働条件を改善してほしい。 学校の先生などの公務員の給与は、民間企業との

均衡を保つため、人事委員会が民間企業の給与を

調査して行う勧告に基づいて決める仕組みとなっ

ていますので、今後も勧告を尊重した改定を行っ

ていきます。 

また、先生の長時間勤務の解消に向けて、これま

で働き方改革に繋がる様々な取組を進めている

ところですが、ＩＣＴを活用した業務負担の軽減等、

引き続き先生が働きやすい職場環境の整備に努

めてまいります。 

教員数増加、学級人数の減少、地域

の人の授業補佐など、教員の負担

軽減の取組をしてほしい。 

先生の人数やクラスの人数は、国が定めた法律に

基づいて決めていることから、その改善について

は引き続き国に要望していきます。また、先生の

業務をサポートするスタッフを有効に活用するな

ど、教員の負担軽減を図ってまいります。 

先生のメンタルケアや自己効力感を

高める取組をしてほしい。 

先生のメンタルケアとして、毎年、自分のストレス

の程度を把握し、メンタルヘルス不調の防止を目

的に、ストレスチェックを全員に実施しています。 

また、悩みを相談できる教職員相談室を設置し、

先生からの相談を受けて、問題解決への助言・考

えへの賛同・必要な支援などを行っており、今後

も、相談室の積極的な周知などを行い、取組を充

実していきます。 



- 30 - 

 

誰でも塾に通うことができるよう

に、費用を支援してほしい。 

塾に通う費用を市が負担することは難しいです

が、札幌市では、「ドリルパーク」という学習アプリ

を導入しており、様々な問題に取り組んだり、詳し

い解説をみながら学習を深めたりすることが可能

となっています。札幌市立小中学校等に通う児童

生徒は、家庭での学習でも活用することが可能と

なっていますので、積極的に活用いただきたいで

す。 

筆記用具を配布してほしい。 学校で使える予算（お金）は、皆さんが共同で使う

設備を直したり、学校で保管してみんなで使うた

めのいろいろなものを買ったりすることに使いま

す。このため、個人に配布する目的で筆記用具な

どを買うことはできません。みんなで使うための

教室のものなどは予算の範囲内で買うことができ

ます。 
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資料の配布・公開について 

 

第２期札幌市教育振興基本計画の詳しい内容が書かれた冊子を、市役所、区役所などで

配布しているほか、札幌市公式ホームページでも公開しています。（パブリックコメントにて

寄せられた意見をまとめた資料は、公式ホームページでのみ公開しています。） 

 

 

大人の皆様へ 

 

令和５年 12 月から令和６年１月まで、第２期札幌市教育振興基本計画（案）に対する意見

を募集しました。この資料は、小・中学生から寄せられた意見の概要と、それに対する札幌

市の考え方について報告するものです。 

 ぜひ、お子様と一緒にお読みください。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

札幌市教育委員会生涯学習部教育政策担当課 

〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西２丁目 STV 北２条ビル５階 

TEL：０１１－２１１－３８２９ 

E メール：kyoiku-seisaku@city.sapporo.jp 
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